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はじめに  

 

子どもがトラウマを受けると，どのような症状を起こし，どのような疾患を

呈するのであろうか。近年，学校や病院など子どもの過ごす場において，これ

まであまり注目されることのなかったトラウマ関連疾患である心的外傷後スト

レス障害（Post-Traumatic Stress Disorder，以下，PTSD）や解離性障害の子

どもに出会うことがある。子どもの場合，様々な事例研究の中でみられるトラ

ウマと疾患の関係には，トラウマの定義である「命を脅かすような出来事」と

いう枠に当てはまらない軽微な出来事によっても同じような疾患を呈した症状

を見聞することがあり，現場はトラウマの定義を巡って混乱している。しかし

出来事の軽重を問わず，子どもが一生のうちで心にトラウマを負うリスクは避

けられず，臨床の現場で対応を求められる疾患も増えている一方で，子どもの

トラウマに関する知識や治療には議論が乏しく，ニーズに追い付いていない状

態が窺える。  

そもそもトラウマとは何であろうか。臨床心理学や精神医学の中で，何らかの

心理的ストレスが精神・身体的な不調をもたらすという話はよく耳にする。受

験，就職，結婚，出産，転職，離婚，病気の罹患，老いと死の恐怖などの出来

事によって，人は一生のうちに何度も苦難を体験し，そのストレスを乗り越え

て生きている。しかしそのストレスが命を脅かすほどの出来事であるとき，普

通より大きな精神・身体的ダメージを受けることは想像に難くない。それは単

なるストレスと呼ぶにはあまりにも出来事の衝撃度，生涯にわたって与える影

響力が大きく，心的外傷（またはトラウマ）と呼ばれるに相応しい。この心的

外傷が原因となって心的外傷後ストレス障害や，心的外傷的出来事の想起が不

可能となる解離性障害をひきおこすことは広く知られている。しかし今では当

たり前となった心的外傷と精神疾患の関係や，心的外傷が長く人の生涯に影響

するという事実もようやく認められたのは 19 世紀後半のことである。当時の

精神医学界はヒステリーと呼ばれる現象を皆が夢中で研究していたが，その時

代のヒステリーは今でいう「身体表現性障害」や「解離性障害」も含まれ，多

くの精神症状が取り上げられて白熱した議論が繰り返されていた。のちに精神

分析の父と呼ばれた Freud, S.もその研究者の一人である。彼は仕事場での事
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故からヒステリー症状を起こしていた若い男性の症例を学会で発表し，心的外

傷がそのような身体的症状をもたらすと提言して旋風を巻き起こした。トラウ

マと抑圧の関係を説いた Freud と，トラウマと解離の関係を説いた Janet, P.

の理論はどちらもヒステリー研究を席巻し，その貢献により現在の精神医学分

野は大きく発展した。心的外傷の研究は時代の流れに影響を受けながら隆盛と

衰退を繰り返し今日まで研究され続けている。  

一方，子どものトラウマの発見は成人の研究に 100 年ほど遅れをとった。な

ぜなら子どもは理解力や記憶力が低いとみなされ，トラウマを受けてもそれほ

ど影響を残すとは考えられていなかったからだ。また，子どもは考え方も柔軟

で適応力があることから，成長発達と共にトラウマを乗り越えられると期待さ

れたため，子どものトラウマは低く見積もられてきた。20 世紀後半にようやく

Terr, L. C.が登場し，子どものトラウマを主たる治療の対象として，子どもに

みられるトラウマ反応を明らかにした。その貢献もあって 1987 年に初めて「精

神疾患の分類と診断の手引（Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders，以下，DSM）Ⅲ⁻R（APA，1987）」に子どもの PTSD が掲載される

に至り，子どもの心にもトラウマが影響することが精神医学会に認められた。

最近では子どもの人格形成に多大な影響を及ぼすことが一般的な理解となり，

むしろ子どもの方が PTSD になりやすいという意見すらみられるようになって

いる。そして海外では，長期的で複数回のトラウマを受けて育つことで脳に器

質的変化を起こすという神経生物学的研究や複雑性 PTSD という病態に及ぶ危

険性の啓発，幼児期の虐待による愛着障害から成長とともに素行障害へと様々

な診断名を受け変化していく発達性トラウマ障害という概念など，新たなテー

マや用語が提案され活発に研究されている。  

WHO は 2002 年の間に世界中で 5 万人以上の子どもが殺され，学童期の 20

～65％がいじめを受け，18 歳以下の 1 億 5 千万の女児と 7 千 3 百万の男児が

性的行為の強要など何らかの性被害にあったとの見積もりを発表した（United 

Nations, 2006）。戦争やテロ，難民，貧困などの痛ましいニュースは毎日報道

され，多くの子どもたちが巻き込まれている現状は枚挙にいとまがない。世界

中で子どもは何らかの暴力に晒されて生きており，トラウマから守られる社会

の有り様はほど遠く，これはわが国においても例外ではない。日本は自然災害
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が多い国であり，近年活発な火山活動や地殻変動の時代に入ったことが危惧さ

れている。社会的にもいじめや虐待，ドメスティックバイオレンス，ハラスメ

ントなどの暴力が増大しており，社会的弱者である子どもが被害者となりやす

いことも指摘されている。このような社会情勢にあって子どものトラウマに関

する知識の啓蒙と，トラウマからの回復の研究は急務である。  

 

本論文の目的  

海外では子どものトラウマに関する新しい知見が見いだされ研究が堅調に積

み上げられている一方で，わが国においては研究の歴史は浅く，海外に比べ実

証的研究や治療論に乏しいのが現状である。そこで本論文では子どものトラウ

マの歴史と概念を述べたのち，トラウマによる疾患の様相とそれに対する心理

療法を報告する。そして，文献展望によりわが国における疾患の臨床像や心理

療法の実態に迫ると共に，心理療法の実践事例を通してトラウマを受けた子ど

もをいかに支援するか具体的に論じ，特に眼球運動による脱感作と再処理法

（Eye Movement Desensitization and Reprocessing，以下，EMDR）による

心理療法に焦点を絞ってその有効性と課題を明らかにすることを目的とする。  

 

本論文の構成  

本論の第 1 章においてまずトラウマの歴史を振り返り，子どものトラウマの

概念と変遷を明らかにする。次に第 2 章において子どものトラウマに起因する

疾患に関し，診断基準を参照しながら臨床像を論じる。第 3 章においてトラウ

マに対する心理療法に関し，海外のガイドラインを参照し主な心理療法を論じ

る。第 4 章では，代表的なトラウマ関連疾患である PTSD や解離性障害などの

治療に関する文献展望を通してわが国における現状を論じる。さらに第 5 章に

おいてトラウマに特化した心理療法として EMDR を適用した臨床事例を提示

し用法と有効性及び課題を検討する。またトラウマに特化した心理療法を使用

できない場合に精神力動的心理療法を適用して如何に心理療法を進めるか臨床

事例を提示して検討する。最後に第 6 章において子どものトラウマに対する心

理療法の可能性について，主に EMDR の子どもへの適用に焦点を絞り，その意

義と課題及び今後の展開を明らかにする。  
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第１章 子どものトラウマ概念の変遷  

 本章ではトラウマの概念とその歴史を全般的に振り返ったのちに子どものト

ラウマ概念の変遷について述べる。  

 

1.1 トラウマの歴史  

精神医学・臨床心理学の中で，何らかの心因によって精神的不調をきたすと

いう論説はよく見聞するものであり，その議論に疑う余地はない。なかでも原

因（ストレス）と結果（疾患）の因果論で説明しやすいのは，心的外傷（トラ

ウマ）と心的外傷後ストレス障害（PTSD）との関係であろう。人が命を脅かす

ほどの出来事に出遭うと，大きな身体的・精神的ダメージを被ることは想像に

難くない。「トラウマ」とはギリシャ語の「傷（ τραύμα）」を語源とし，もとも

とは身体の傷を意味していたが，「精神の傷」を指すようになったのは 20 世紀

に入ってからである。精神的な傷であるトラウマが疾患を形成し，人の後世に

影響するという事実が受け入れられるまでは長い時間を要した。1980 年，米国

精神医学会による「精神疾患の分類と診断の手引き第３版（DSM-Ⅲ），（APA, 

1980）」により PTSD が診断カテゴリーに登場したのが，PTSD が精神医学に

受け入れられた元年といえる。実はそれまでに熱心に研究されていながらも，

ほどなく忘却されるという波が２度ほどあったといわれる。研究のピークは，

1880～1900 年頃までのサルペトリエール学派によるヒステリー研究と，世界

大戦を経験した 1915～ 1945 年頃までの戦争神経症の研究である（飛鳥井，

2011）。それらピーク時を打ち消すかのように忘却される時期が繰り返されて

きた様を Herman, J. L.は，「心的外傷の研究は関心がなくなったから停滞する

のではなくて，このテーマはきわめてはげしく論争を惹き起こすので，周期的

に『見るもけがらわしいもの』となってしまう」（Herman, 1997/1999）と表現

したほどである。次節ではその概念の移り変わりと共に，精神医学への影響を

振り返る。  

 

1.2 トラウマ概念の変遷  

トラウマ研究書の多くは 19 世紀後半の鉄道の発達と事故の歴史を出発点と

しており，イギリスの外科医 Erichsen, J. E.の「神経系の鉄道事故および他の
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原因による障害について」に記述された「鉄道脊椎症（Railway Spine）」に端

を発する（Young, 1997/2001）。彼は鉄道が発明されたことで鉄道事故によって

それまで体験したこともない揺れを受けると，激しい後遺症を患うことを発見

し「鉄道脊椎症」と名付けた。そこには身体的に神経組織の損傷がみられ後遺

症を持つ者と，保証金を受け取ろうという詐病の者との間に，確実に後遺症に

悩みながら外科的な損傷のみられない群が認められたことを報告し，目に見え

ない損傷が神経に発生し，脊椎の震盪によって神経機能や循環器，呼吸器の機

能に乱れが及んだものと結論付けた。Erichsen は外科的な視点から現象を的確

にとらえて「鉄道」を付けたのだが，のちに，鉄道事故以外の衝撃でも同様の

障害が起こることが明らかになり，徐々にこの言葉は使われなくなっていった。

とはいえ鉄道事故の研究がそれ以降の惨事トラウマ研究のスタートであり，ト

ラウマの身体的影響を最初にとらえた研究といえる。Erichsen の鉄道事故後遺

症の提唱は大きな議論を巻き起こした。鉄道会社顧問の外科医師 Page, H.はこ

れを批判し，症状を起こす最大因子は「死の恐怖」であるとした。研究書を公

刊した中で彼は，明らかな身体的外傷に依らない後遺症をもつ患者の存在から，

ショックの強度が外傷の重症度に比例しないことを発見し，症状を起こすのは

主観的な「死の恐怖」であると突き止めた（Page, 1885）。この時代に最も速い

交通機関は鉄道であり，科学の発展とともに輸送技術も方法も変化し，今日に

おける飛行機や自動車事故後による PTSD 概念の原型になったと捉えられてい

る（森，2005）。  

一方，「トラウマ神経症」という名称を用いて Erichsen の理論を継承しつつ

鉄道からさまざまな外傷へと広げて１つの疾患単位を作り上げたのが，ドイツ

人の神経学者である Oppenheim, H.である。彼の示した「トラウマ神経症」

（Oppenheim, 1889）における障害の特徴は，易刺激性や心気傾向，知覚過敏，

頭痛，頻脈，口渇など神経系統の障害であったが，これは今日の PTSD にきわ

めて近い臨床像である（森，2005）。しかし，この時の「トラウマ」は精神的意

味というより身体的意味合いが強く，「トラウマ神経症」は惨事から発生した神

経症的障害と認知されており，中枢神経系の微細な器質的変化を想定した点で

まだ精神医学の対象ではなかった。彼の持論は学者たちの討論の的になったが

支持層は少なく，のちにドイツでの見解は心因性に傾き，詐病を含んだ一種の
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社会病のようなものと認識されるようになったという。ヨーロッパにおける器

質論と心因論の対立はその後の戦争神経症にまで持ち越されたと言われる（森

山，2000）。  

一方，フランスなどの精神医学界で 1880～1900 年代には，トラウマが最も

熱く議論され，トラウマ学の発展にはきわめて隆盛を誇った時期といってよい。

フランスの精神科医である Charcot, J. M.は，サルペトリエール病院に逃れて

きた患者たちのヒステリー症状を催眠療法によって治療したことで有名である。

そのころのヒステリーには，現在でいう「身体表現性障害」や「解離性障害」

も含んでおり（森，2005），広い精神症状が研究のターゲットであったといえ

る。当時，人々の関心はヒステリーに集まり，Charcot の火曜講義はさながら

劇場のようなイベントとなって，医学だけでなく文学や政治にも影響を与える

ほどであった。Charcot はヒステリーの現象を説明する上で催眠を使い，人々

の面前で治療をしてみせ，被暗示性の高さとヒステリー症状という因果関係を

明らかにした（Charcot & Christopher, 1987/1999）。市民は催眠暗示の現象や

トランス状態などの不可思議な状態に魅了され，サルペトリエール病院には

Janet, P.や Freud, S.などの傑出した医師たちがしのぎを削って研究していた

ことはよく知られている。Charcot は Erichsen や Page の「鉄道脊椎症」に興

味を示していたが，それらは彼にとっては間違いなくヒステリー患者であった。

しかし Page と違って，恐怖が効果を発揮するのは自己誘導性催眠状態の期間

である，すなわち人は激しい衝撃にさらされ自発性を失い，衝撃のなすがまま

に揺さぶられて「精神の自発性，意志あるいは判断力が程度の差はあれ抑えら

れて曇らされて暗示が容易になる」（Young, 1997/ 2001）ために，外からの刺

激を無防備に受け入れたものだと考えた。Charcot は鉄道事故後遺症の発生と

ヒステリーを，被暗示性という同じメカニズムで説明したといえる。これは惨

事トラウマをヒステリーの観点からとらえた画期的な発想であり，Erichsen や

Page による神経の何らかの損傷を設定した外科的疾患から，心理学的理解と

いう土壌を提供した。Charcot はまた Oppenheim が「外傷神経症」として「ヒ

ステリー」と別個のものとしていることにも批判的で，「外傷神経症」の特徴と

される運動麻痺，拘縮，感覚麻痺などはヒステリー症状と区別できないと訴え

た。こういった Charcot の流れを汲んで Janet や Freud が心理学的外傷体験
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と神経症症状の関係に関する新しい理論を構築していったといえる。  

 Janet は，人の意識下で自動的に行われる行為を研究し「心理学的自動症

（ L'Automatisme Psychologique）」という学位論文を発表した（ Janet, 

1889/2013）。ここで Janet の功績はヒステリーの患者たちが過去に衝撃的体験

を持つことに気が付いたことである。彼はそれらの体験が意識下にあることで

症状が再体験の形で表れているとし，催眠状態で過去に戻し衝撃的体験を乗り

越えた暗示をかけることで治療を成功させた。  

一方， Freud も症状の背後には過去の出来事があることに気がついた。

Charcot の症例にヒステリー症状と過去の事故が絡んでいたことから，身体的

外傷によるヒステリーが存在すると主張したが，当時はあまり同意を得られな

かった。のちに Freud は簡単な暗示によって症状のきっかけとなった出来事を

思い出せば症状が消えることを確かめていった。そしてヒステリーの多種多様

な症状が，誘因となった心的刺激と因果関係を持つことを，「ヒステリー研究

（Studien über Hysterie）」（Breuer & Freud, 1895/2004）に収斂させた。  

二人の研究は同じ時期に「長年にわたって作用し続け，のちの症状の直接的

原因となる記憶」を，事件の大きさではなく，その人にとって驚愕すべき出来

事全般ととらえ，身体的外傷から心的外傷へと拡張したといえる。現代の「ト

ラウマ」理論における二人の貢献は大きく，Janet の理論は「解離」を，Freud

の理論は心理的葛藤を，「転換」することで症状が形成されると説明したことで

「トラウマ理論」がその基盤を大成させたといえる。なお，「ヒステリー研究」

の序論において Freud は解離傾向を「hypnoid（類催眠）」とし，この異常意識

状態がヒステリーの根本現象と認めている点で解離の概念を一応承認している。

しかし新たに「転換」という概念を導入したのは，身体症状の発現の心的規制

によるものと言われる。そのため言葉の原意にさかのぼれば，ヒステリーを「転

換」と「解離」に分類することは理論的には妥当ではない（諏訪，1980）。とは

いえ，心的外傷を契機とする「解離」や「転換」の発見から今日までその分類

が古くも新しくも議論され続け，精神医学界に大きなテーマとなっていること

に変わりはない。  

しかしながらこののち，Janet は心的外傷説を維持し続けたものの賛同を得

るまでに長い時間を要し，Freud はいくつかの矛盾や疑問を考え抜くうちに一
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旦は性的体験による外傷説を唱えたものの，やがて自らの主張を覆してしまっ

た。Freud が心的外傷起源説をひそかに退けたのは，自分の説が正しければ幼

児に対する性的倒錯行為というものがウィーンの上流家庭において蔓延してい

ることになってしまい，これに対する非難も大きく，自身もそれを事実とは到

底信じられなくなったからである。Freud の“取り消し”はヒステリー研究の

終焉を意味し，その後心的外傷の研究は停滞することとなった。その理由を

Herman（1997/1999）は，そもそも歴史的にヒステリー研究を推進させたのは

政治的大義であったとし，「その解決は反動的な迷信に対する脱宗教的な啓蒙

の勝利と脱宗教的な世界観の道徳的優位とを証明しようとしたものであって，

19 世紀後半から声を挙げ始めていたフェミニズムの主張により声をひそめて

いった」とした。またそのころ鉄道技術の発展に伴い，鉄道事故そのものが少

なくなったことも惨事トラウマから人々の視線から逸れる一因であったとも考

えられた。こうしてトラウマは白熱した議論から一転してなりを潜めたとされ

る。  

20 世紀に入ってトラウマは二度目のピークとなる時期を迎えた。 1914～

1918 年の第一次世界大戦による破局ののち再度注目を集めたのである。その第

一の理由は戦争のさまざまな恐怖に耐えられず精神的崩壊を来した兵士たちに，

かつての鉄道事故後の鉄道脊椎症や，ヒステリーと言われた女性たちの姿を彷

彿とさせる様子がみられたからである。当初はこの精神崩壊が身体に原因があ

るとされ，イギリスの心理学者である Myers, C. S.は「シェルショック（Shell 

Shock）」と表現して（Myers, 1940），砲弾（シェル）による脳震盪が原因だと

考えた。しかし実際には砲弾にさらされない兵士にも精神崩壊がみられる状態

を受け，世間は再度心的外傷を認めることとなった。 1939～1945 年に第二次

世界大戦を迎えるが，終戦前の 1941 年，アメリカの精神科医 Kardiner, A.に

よる「戦争の外傷神経症（ The Traumatic Neuroses of War）」（ Kardiner, 

1941/2004）が出版された。この頃になって初めて，どのような人であっても戦

争下では精神的崩壊を来し得ることが認められ（Appel & Beebe，1946），「戦

闘神経症」として注目されることとなった。しかし軍人の問題は当事者たちが

声をあげるまでは世間から注目されることはなかった。ようやく研究が始まっ

たのはベトナム戦争からで，長期化した戦争の間ベトナム帰還兵たちの外傷的
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体験が語られ始めたからであった。ベトナム戦争が終結したのは 1975 年のこ

とであったが，70 年代の終わりには多くの退役軍人治療組織が形成され，戦争

による外傷後ストレス症候群が明らかとなっていった。同じく 1970 年頃，女

性解放運動が活発になり，性的搾取によって女性に外傷後ストレス症候群と同

様な病態があると報告され，1971 年には最初のレイプ・クライシス・センター

が開設された。ここで研究された「レイプトラウマ症候群（ Rape Trauma 

Syndrome）」（Burgess & Holmstrom, 1974）ではレイプ被害者の体験を詳し

く調査したところ，戦闘帰還兵らの症状と似ていることが報告された。一方，

家庭での女性に対する暴力への研究が加速し，家庭での暴力や児童虐待につい

ての実態も明らかになっていった。「被殴打女性症候群（Battered Woman）」と

いう言葉を提唱した Walker, L. E.の登場や，アメリカにおける児童虐待防止及

び対処措置法の成立（ 1974 年）などの広がりは，それまで抑圧され隠ぺいされ

てきた家庭や親密な人間関係の中の暴力と，それによる被害者の症状を明らか

にした。前出の Herman（1997/1999）は「レイプ被害者，被殴打女性，性的被

虐待児は戦死傷者である。ヒステリーは性の戦争における戦闘神経症である」

と表現している。研究が進んだ結果，衝撃的で対処不能な出来事に対する人間

の反応は似ていることが徐々に明らかとなり，成人における PTSD の概念は

1980 年の DSM-Ⅲ（APA, 1980）を以て一つにまとめられ周知されていったと

いえる。次節では子どものトラウマの発見と，その概念の変遷について述べる。  

 

1.3 子どものトラウマの発見  

ヨーロッパでは 15 世紀末頃まで，子どもは親の所有物とみなされており，

子どもがトラウマを抱える存在であるとの考えにはならなかった。そのころは，

乳離れをする３歳頃に子ども時代が終わるとみなさされ，７歳頃にはしつけの

ために生家を出され，思春期頃には一人前として，働いたり，宗教的儀式に参

加したり，性的対象とされていたという（Helfer et al., 1997/2003）。子どもは

大人に比べて非力なために暴力を受けていた者も多く，ようやく子どもとして

の守護と権利を受けたのは 16 世紀に，道徳哲学者たちが虐げられた子どもへ

の権利を訴えたことからである。17 世紀には親と子で１家族という共同生活形

態がとられるようになったことで，家族の中にある「子ども」という存在が注
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目されるようになり，18 世紀には文学の中に子どもが理想化されて登場するよ

うになった。例えば 1744 年，イギリスで「小さなかわいいポケットブック（A 

little pretty pocket-book）」という子どものための文学が出版されジャックと

豆の木などの児童文学が誕生しているなど，子どもの存在を人間らしく扱い，

「子ども」という分類を尊重する動きが出始めた。  

アメリカでは 19 世紀に「捨て子」を保護する議案が採択され，1869 年には

「ニューヨーク捨て子収容所」が設立されるなど，子どもを親の所有物として

遺棄することが非道とみなされ始めた。そこへ「児童虐待」という概念が初め

て世に認められた 1874 年の「メアリー・エレン事件」（Helfer et al., 1997/2003）

が起こった。メアリー・エレンは継母から激しい暴力を受けており，それを知

って心を痛めた隣人がメアリーを救い出してくれる人や組織を求め歩き，とう

とう動物虐待防止協会の力を借りて彼女を保護するに至った事件である。これ

をきっかけに翌 1875 年にニューヨークに世界初の「児童虐待防止協会（New 

York Society for the Prevention of Cruelty to Children）」が設立された。遅

れること 10 年，イギリスでも児童虐待防止協会が 1884 年に設立され，19 世

紀を節目にようやく子どもは福祉の対象とみられる時代の到来を迎えた。やが

て 20 世紀になると，「児童の権利に関する宣言」が 1924 年に国際連盟に採択

され，30 年後には世界中に広まることとなった。1989 年，「子どもの権利条約」

が国際連合総会で採択され，子どもが生き学ぶ権利を持ち，虐待や搾取から守

られる法整備が進められた。  

同じ時代，子ども虐待が身近であることが認識されるようになったもう一つ

の流れがあった。その大きな貢献となったのは 1962 年，アメリカの小児科医

であった Kempe, H.が「被殴打児症候群（Battered Child Syndrome）」として

子ども虐待の医学的臨床像を発表し，世間に子ども虐待を認識させたことであ

る（Kempe et al., 1962; 1985）。その中で Kempe は被虐待児に硬膜下血腫や

骨折などの所見があることや，虐待の頻度，親の様子など，診察でアセスメン

トできる特徴を述べた。10 年後には子ども虐待とネグレクトを防止するケンプ

センターが建ち，1976 年にはケンプ基金が始まるなど，世間への子ども虐待の

認識と社会福祉が広まっていったといえる（ケンプセンターホームページ

http://www.kempe.org/about/history/ 平成 29 年 5 月 25 日参照）。1974 年，

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1924%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E7%9B%9F
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アメリカ連邦政府は保健福祉省（Department of Health and Human Services）

に国立児童虐待及びネグレクトセンター（ The National Center on Child 

Abuse and Neglect）を設置し，各州における児童虐待の発見・確認，防止及び

対処措置の実証実験プログラムを助成する連邦補助金プログラムを定め「児童

虐待の防止及び対処措置法」を制定した（土屋，2004）。  

20 世紀の法律の発展により子どもへの権利も与えられたが，それでもまだ子

どもにトラウマが大きな影響を残すとは認識されておらず，子どものトラウマ

は低く見積もられていた（廣常ら，2005）。それには大人側の期待や誤解があっ

たためと考えられる。例えば，子どもは周りで起こることを正しく理解できな

い，子どもは忘れやすい，子どもは若いゆえの回復力と柔軟性を持つと思われ

ていた（Wraith, 1995）。しかし子ども虐待の最悪たる「性的虐待」が後年に神

経症をもたらすことは 20 世紀以前に既に発見されていたといって過言ではな

い。今日の「性的虐待」である「性的なトラウマ体験」が人に精神医学的影響

を与えることは 19 世紀に Freud が指摘していたからである。Freud と Breuer, 

J.が発表した「ヒステリー研究」（Breuer & Freud, 1895/2004）には，ある人

がヒステリーの症状を持つということはそれ以前に「性的なトラウマ体験」が

あることを示すとしている。つまり子ども時代に受ける「性的なトラウマ体験」

によりヒステリー症状が出ることに気が付いて警鐘を鳴らしたともいえる。

Freud が「ナイルの水源を発見した」とまで歓喜の表現をした「幼少期の性的

体験こそがヒステリーの根本的原因である」（森，2005）という結論は，しかし

ながら 19 世紀の社会では受け入れられる土壌が整っておらず取り合われるこ

とがなかった。こうして子どものトラウマは 20 世紀にようやく発見され研究

の対象となるまで長い年月を要することとなった。その後の研究の歴史につい

ては第 4 章にて詳述する。  

現実には多くの子どもが成長の過程で，例えば親しい者との別れ，被災・被

害，仲間はずれやいじめなどのストレスを体験し，時としてそれを乗り越えら

れない。むしろ同じトラウマに暴露された場合でも，成人に比べて子どものほ

うが影響を受けやすく，PTSD になりやすいという意見さえみられる（Donnelly 

et al., 2004）。その一方で，同じ体験をしてもすべての子どもがトラウマを抱

えるわけではなかったり，子どもによって回復する速度が違ったり，子どもの
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トラウマ症状が成長における甘えやわがままと区別がつかなかったりと，子ど

ものトラウマとレジリエンスに関する疑問は多く残されている。子どものトラ

ウマは 21 世紀になってさらに人格形成や身体的な影響なども関心を向けられ

て発展を遂げており，今後の研究が望まれる分野である。  

 

1.4 本章のまとめ  

本章ではトラウマの歴史を振り返り，成人のトラウマの発見に遅れて子ども

のトラウマが発見されてきた歴史について概観した。心的外傷がもたらす影響

は歴史や時代の流れによって，児童虐待，レイプや暴力に対する女性運動，戦

争や帰還兵に対するストレス反応や補償といった社会的問題が波のように後押

しをして進め，推されたり圧されたりを繰り返しながら今日までたどり着いた。

遅ればせながら子どものトラウマへの関心は，19 世紀に虐待の発見から子ども

の存在が尊重される時代を迎え，20 世紀の法整備を経て現在まで発展している。

しかし現代でも，子どもが何らかの暴力などに晒される事実は続いており，ト

ラウマに苦しむ子どもは後を絶たない。未来を担う子どもたちがトラウマを乗

り越えて成長することは社会の願いであり今後の研究が望まれている。  
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第２章 子どものトラウマに起因する疾患  

前章まではトラウマの概念の変遷や，子どものトラウマの発見をめぐる歴史

を振り返った。本章では子どもがトラウマを受けるとどのような症状を呈する

か診断基準を検討し臨床像を明らかにする。  

 

2.1 子どもの PTSD の臨床像  

2.1.1 ６歳以上の子どもの PTSD 

トラウマによる精神症状は典型的には PTSD 症状と同一である。よって

PTSD の診断基準に沿って説明する。そもそも，成人の PTSD の診断基準は米

国精神医学会（American Psychiatric Association, 以下 APA）が出版する「精

神疾患の分類と診断の手引第３版（DSM-Ⅲ）（APA，1980）」において初めて掲

載された。当初は「不安障害」のサブカテゴリ―という位置づけであったが，

症状は解離性障害，転換性障害，身体化障害などとのオーバーラップも多いこ

とや，児童虐待により人格形成に重篤な影響を与えられた場合は，より複雑な

PTSD 概念が必要となることなどの問題が積み残されていた（大塚・中根，2000）。

それでも診断の基準となる症状の特徴は「出来事基準」を筆頭に，「侵入・再体

験，回避・麻痺，過覚醒」という三大主症状を中心に明確にまとめられ十分な

存在感を示した。症状の特徴は Kardiner が記述したものに近く，それまでレ

イプトラウマ症候群，被殴打女性症候群，ベトナム帰還兵症候群，被虐待児症

候群などの異なった名称で呼ばれていた症候群が１つのカテゴリーのもとに含

まれる形になった（飛鳥井，2011）。その後，WHO による「国際疾病分類（ ICD）」

にも PTSD の概念は取り入れられ，今日まで改定さてきた。最新の DSM-5 に

おける成人，青年，６歳を超える子どもに関する診断基準を表１にまとめた。  

表１ DSM-5 における成人，青年，６歳を超える子どもの  

心的外傷後ストレス障害（抜粋，下線は筆者）  

A 
実際にまたは危うく死ぬ，重傷を負う，性的暴力を受ける出来事への，

以下のいずれか１つ（またはそれ以上）の形による曝露：  

  (1)心的外傷的出来事を直接体験する。  

  (2)他人に起こった出来事を直に目撃する。  
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(3)近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする

（暴力的なものまたは偶発的なものでなくてはならない）。  

  

(4)心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に繰り返しまたは極端

に曝露される体験をする（仕事に関連するものでない限り，電子媒体，

テレビ，映像，または写真による曝露には適用されない）。  

B 
心的外傷的出来事の後に始まる，その心的外傷的出来事に関連した，以

下のいずれか１つ（またはそれ以上）の侵入症状の存在：  

  

(1)心的外傷的出来事の反復的，不随意的，および侵入的で苦痛な記

憶。子どもの場合出来事の主題または側面が表現された遊びを繰り返す

ことがある。  

  
(2)夢の内容と感情またはそのいずれかが心的外傷的出来事に関連している，

反復的で苦痛な夢。子どもの場合内容のはっきりしない恐ろしい夢のことがある。  

  

(3)心的外傷的出来事が再び起こっているように感じる，またはそのよ

うに行動する解離症状。子どもの場合，心的外傷に特異的な再演が遊び

の中で起こることがある。  

  
(4)心的外傷的出来事の側面を象徴するまたはそれに類似する，内的ま

たは外的なきっかけに曝露された際の強烈なまたは遷延する心理的苦痛  

  
(5)心的外傷的出来事の側面を象徴するまたはそれに類似する，内的ま

たは外的なきっかけに対する顕著な生理学的反応  

C 
心的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避。心的外傷的出来事の後

に始まり，以下のいずれか１つまたは両方で示される。  

  
(1)心的外傷的出来事についての，または密接に関連する苦痛な記憶，

思考，または感情の回避，または回避しようとする努力  

  

(2)心的外傷的出来事についての，または密接に関連する苦痛な記憶，

思考，または感情を呼び起こすことに結びつくものの回避，または回避

しようとする努力  

D 

心的外傷的出来事に関連した認知と気分の陰性の変化。心的外傷的出来

事の後に発現または悪化し，以下のいずれか２つまたはそれ以上で示さ

れる。  
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  (1)心的外傷的出来事の重要な側面の想起不能（通常は解離性健忘） 

  (2)自分自身や他者，世界に対する持続的で過剰に否定的な信念や予想  

  
(3)自分自身や他者への非難につながる，心的外傷的出来事の原因や結

果についての持続的でゆがんだ認識  

  (4)持続的な陰性の感情状態  

  (5)重要な活動への関心または参加の著しい減退  

  (6)他者から孤立している，または疎遠になっている感覚  

  (7)陽性の情動を体験することが持続的にできないこと  

E 

心的外傷的出来事と関連した，覚醒度と反応性の著しい変化。心的外傷

的出来事の後に発現または悪化し，以下のいずれか２つまたはそれ以上

で示される。  

  
(1)人や物に対する言語的または身体的な攻撃性で通常示される，ほと

んど挑発なしでのいらだたしさと激しい怒り  

  (2)無謀なまたは自己破壊的な行動  

  (3)過度の警戒心  

  (4)過剰な驚愕反応  

  (5)集中困難  

  (6)睡眠障害  

F 障害の持続が 1 ヶ月以上  

 診断基準 A がいわゆる「出来事基準」である。直接体験だけでなく，出来

事の目撃や近しい者に起こる出来事を耳にする体験も含まれる。次いで基準 B

が「再体験・侵入」，C が「回避・麻痺」，E が「過覚醒」の概念を概ねカバー

している。解離や解離性健忘の表現が含まれ，症状の中でも解離症状と認知の

障害が強調されるようになった。また，過覚醒症状の中に一見すると境界性パ

ーソナリティ障害とも思われる自己破壊的行動が含まれるようになった（金，

2012）。DSM-5 からは PTSD が「不安障害」の下位分類ではなく「心的外傷

およびストレス因関連障害群」という独立した分類を確立し「反応性愛着障

害」や「脱抑制型対人交流障害」をその下位分類に含めたことは，この分野の

研究が，虐待的環境と子どもの発達という分野を含めて日々進化し続けてお

り，まだこれから新たに判明することも多い分野であることを示している。  
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DSM と ICD はこれまで交互に改定されてきた。順調にいけば ICD-11 の発

刊後に DMS-5 発刊の予定だが， ICD にかなりの改定があるため発行が大幅に

遅れ，DSM-Ⅳ出版から 19 年が過ぎ DSM-5 が先に出版された経緯がある。ICD-

11 は 2018 年 6 月 18 日にようやく公表され（厚生労働省ホームページ  

https://icd.who.int/ 平成 30 年 10 月 20 日参照）翻訳中であるが，新しく

「 complex PTSD（複雑性 PTSD）」という疾患名が加えられているという（杉

山，2017）。幼少期からの虐待による長期・複雑なトラウマが成人以後にもたら

す認知や感情の変化について考慮された結果であり，DSM の次の改定に影響

すると考えられる。診断分類における PTSD の変遷を，飛鳥井（ 2011）を一部

修正し表２にまとめた。交互に改定されながら徐々に疾患が明確に分類されて

いく様子がうかがえる。  

表２「精神疾患の分類と手引（DSM）」と「国際疾病分類（ ICD）」における  

外傷性ストレス症候群の変遷  

発行年  診断マニ

ュアル名  

診断名  特徴  

1952 年  DSM-Ⅰ  「 重 度 ス ト レ ス 反

応」  

正常な人格にも圧倒的な恐怖を引き

起こす，普通にはないような重度の

ストレスに対する一過性かつ可逆的

な反応  

1968 年  DSM-Ⅱ  「 重 度 ス ト レ ス 反

応」の削除  

 

1979 年  ICD-9 「ストレスに対する

急性反応」  

 

1980 年  DSM-Ⅲ  「心的外傷後ストレ

ス 障 害 （ 以 下 ，

PTSD）」  

不安障害の章中に含められる  

ほとんどすべての人間に生じるよう

なストレッサーに起因  

侵入的想起と悪夢，感情反応の引き

こもり，不眠，集中困難，想起刺激

の回避，想起刺激による症状再燃，
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生存者罪悪感  

出来事後数時間から数日での発症が

多いが，数カ月，数年後の発症もあ

る  

1987 年  DSM- Ⅲ

⁻R 

「PTSD」  人間が通常体験する範囲を超えてお

り，ほとんどすべての者に顕著な苦

痛を生じるような出来事と定義  

少なくとも１カ月以上の症状持続  

1992 年  ICD-10 「 急 性 ス ト レ ス 反

応」「PTSD」  

破局的体験後の持続的人格変化  

1994 年  DSM-Ⅳ  「急性ストレス障害

（以下，ASD）」  

「PTSD」  

ASD は出来事から４週間以内と定

義し，PTSD には出来事基準 A を変

更し，主観的反応も重視した  

複雑性 PTSD は不採用  

2000 年  DSM- Ⅳ

-TR 

「ASD」  

「PTSD」  

特に大きな変化なし  

2013 年  DSM-5 「ASD」  

「PTSD」  

心的外傷およびストレス因関連障害

群という分類に反応性アタッチメン

ト障害や脱抑制型対人交流障害，適

応障害も含む  

解離性障害は解離性障害群に分類  

一方，DSM に「子どもの PTSD 概念」が記載されたのは 1987 年の DSM-Ⅲ

-R（APA, 1987/1988）からである。そこでは成人の PTSD 症状に併記される形

で，PTSD が小児期を含むいかなる年齢でも起こり得ることが明記されている。

しかしその内容は成人の特徴をそのまま子どもに当てはめた説明であり，それ

ほど子どもの特有性は説明されていない。その後 DSM-Ⅳ（APA, 1994/1995），

DSM-Ⅳ -TR（APA, 2000/2002）へと内容を改定させる間に，６歳以上の子ども

は成人の診断基準に再演や回避など子どもによく見られる状態を具体的に説明

されるようになり，DSM-5（APA, 2013/2014）は６歳以下の子どもには別表が

作られた。その変遷を表３にまとめた。  
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表３  子どもの PTSD 症状の DSM における変遷  

診断マニュアル  診断基準（補足説明された子どもの行動特徴を抜粋）  

DSM-Ⅲ -R 

（ 1987/1988）  

再体験；反復的かつ意識に侵入的な事件の想起（年少の子どもに

あっては，心的外傷の主題や，ある側面が表現される遊びを繰り

返す）  

回避；重要な活動に対する興味の著しい減退（年少の子どもにあ

っては，排便や言語のような最近獲得した発達的技能の喪失）  

子どもは心的外傷について沈黙したり拒否したりする。  

（年少の子どもでは事件についての嫌な夢は数週間のうちに，

怪物や他人を助けることなどの一般的な悪夢に変化するが，子

どもはそれが過去の再現であるという感覚を持たない）  

将来への方向性を著しく変化させることがある。  

胃痛，頭痛など様々な身体症状を示すことがある。  

DSM-Ⅳ  

（ 1994/1995）  

出来事；患者の反応は強い恐怖，無力感または戦慄に関するもの

である。子どもの場合はむしろ，まとまりのないまたは興奮した

行動によって表現されることがある。  

再体験；出来事の反復的で侵入的で苦痛な想起で，それは心象，

思考または知覚を含む。小さな子どもの場合，外傷の主題または

側面を表現する遊びを繰り返すことがある。  

反復的で苦痛な夢；子どもの場合は，はっきりとした内容のない

恐ろしい夢であることがある。外傷的な出来事が再び起こって

いるかのように行動したり感じたりする。小さい子どもの場合，

外傷特異的な再演が行われることがある。  

DSM-Ⅳ -TR 

（ 2000/2002）  

出来事；患者の反応は強い恐怖，無力感または戦慄に関するもの

である。子どもの場合はむしろ，まとまりのないまたは興奮した

行動によって表現されることがある。  

再体験；出来事の反復的，侵入的な苦痛を伴う想起。小さい子ど

もの場合，心的外傷の主題または側面を表現する遊びを繰り返

すことがある。  
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反復的夢；子どもの場合ははっきろとした内容のない恐ろしい

夢であることがある。出来事が再び起こっているかのように感

じる。  

注；小さい子どもの場合，心的外傷特異的なことの再演が行われ

ることがある。  

DSM-5 

（ 2013/2014）  

反復的，侵入的記憶；6 歳を超える子どもの場合，心的外傷的出

来事の主題または側面が表現された遊びを繰り返すことがあ

る。  

夢；内容のはっきりしない恐ろしい夢のことがある。  

心的外傷に特異的な再演が遊びの中で起こることがある。  

  

2.1.2 ６歳未満の子どもの PTSD 

幼児も PTSD を呈することは MacLean（1977）を始めとして症例報告が指

摘している。わが国でも，ドメスティックバイオレンスに晒された 1 歳～6 歳

まで 58 名の調査で PTSD 症状が疑われる行動がみられた幼児の報告がある（米

田，2009）。DSM-5 の基準では，6 歳以下の子どもには特別の記述がなされて

いる。子どもは発達段階によって症状の表現形態が異なり，若年であるほど言

語能力の乏しさから自らの苦痛を表現することが出来ず診断が困難である（青

木ら，2010）。奥山ら（2009）も，概ね 7～8 歳以上であれば成人と同様の PTSD

症状を示すとしており，6 歳を一つの年齢の区切りとすることは概ね妥当であ

る。DSM-5（APA, 2013/2014）の「6 歳以下の子どもの心的外傷後ストレス障

害」について表４a に掲載した。さらに言語表現が未熟な 4 歳未満の乳幼児の

PTSD については，Sheeringa et al（1995/2003）に詳しい。さらに幼い 0 歳

から 3 歳までの乳幼児の PTSD 診断基準として National Center for Infants, 

Toddlers and Families が出版した診断基準を表４b にまとめた。  
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表４a DSM-5「6 歳以下の子どもの心的外傷後ストレス障害」(抜粋 ,下線筆者 ) 

A. 6 歳以下の子どもにおける，実際にまたは危うく死ぬ，重症を負う，性的

暴力を受ける出来事への以下のいずれか１つ（またはそれ以上）の形による曝

露：  

（1）心的外傷的出来事を直接体験する。  

（2）他人，特に主な養育者に起こった出来事を直に目撃する。  

注：電子媒体，テレビ，映像，または写真のみで見た出来事は目撃に含めない。 

（3）親または養育者に起こった心的外傷的出来事を耳にする。  

B. 心的外傷的出来事の後に始める，その心的外傷的出来事に関連した，以下

のいずれか１つ（またはそれ以上）の侵入症状の存在：  

（1）心的外傷的出来事の反復的，不随意的，および侵入的で苦痛な記憶。  

注：自動的で侵入的な記憶は必ずしも苦痛として現れるわけではなく，再演す

る遊びとして表現されることがある。  

（2）夢の内容と情動またはそのいずれかが心的外傷的出来事に関連している，

反復的で苦痛な夢。  

注：恐ろしい内容が心的外傷的出来事に関連していることを確認できないこと

がある。  

（3）心的外傷的出来事が再び起こっているように感じる，またはそのように

行動する解離症状（例：フラッシュバック）（このような反応は１つの連続体

として生じ，非常に極端な場合は現実の状況への認識を完全に喪失するという

形で現れる）。このような心的外傷に特異的な再演が遊びの中で起こることが

ある。  

（4）心的外傷的出来事の側面を象徴するまたはそれに類似する，内的または

外的なきっかけに曝露された際の強烈なまたは遷延する心理的苦痛。  

（5）心的外傷的出来事を想起させるものへの顕著な生理学的反応。  

C. 心的外傷的出来事に関連する刺激の持続的回避，または心的外傷的出来事

に関連した認知と気分の陰性の変化で示される，以下の症状のいずれか１つ

（またはそれ以上）が存在する必要があり，それは心的外傷的出来事の後に発

現または悪化している。  

刺激の持続的回避  
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（1）  心的外傷的出来事の記憶を喚起する行為，場所，身体的に思い出させる

ものの回避，または回避しようとする努力  

（2）  心的外傷的出来事の記憶を喚起する人や会話，対人関係の回避，または

回避しようとする努力  

認知の陰性変化  

（3）  陰性の情動状態（例：恐怖，罪悪感，悲しみ，恥，混乱）の大幅な増加  

（4）  遊びの抑制を含め，重要な活動への関心または参加の著しい減退  

（5）  社会的な引きこもり行動  

（6）  陽性の情動を表出することの持続的減少  

D. 心的外傷的出来事と関連した覚醒度と反応性の著しい変化。心的外傷的出

来事の後に発現または悪化しており，以下のうち２つ（またはそれ以上）によ

って示される。  

（1）人や者に対する（極端なかんしゃくを含む）言語的または肉体的な攻撃

性で通常示される。（ほとんど挑発なしでの）いらだたしさと激しい怒り  

（2）過度の警戒心  

（3）過剰な驚愕反応  

（4）集中困難  

（5）睡眠障害（例：入眠や睡眠維持の困難，または浅い眠り）  

E.障害の持続が１カ月以上  

 

表４b 「精神保健と発達障害の診断基準― 0 歳から 3 歳まで」（National 

Center for Infants, Toddlers  and Families, 1994/2000） (抜粋 ,下線筆者 ) 

1．  以下の少なくとも１つによって証明される外傷的な出来事の再体験：  

a. ポストトラウマティックプレイ（外傷のある側面の再演を表すプレイ）  

b. プレイ外での外傷的な出来事の反復的想起  

c. 反復される悪夢。特に内容がトラウマと突き止められトラウマと明確な

関連がある場合。  

d. 外傷を想起させるものに対する苦痛  

e. フラッシュバックあるいは解離の客観的な特徴をもったエピソード  
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2．  外傷的な出来事の後に現れ，以下のうち少なくとも１つによって明らか

にされる反応性の麻痺あるいは発達力の妨害：  

a. 社会からのひきこもりの増大  

b. 感情の広がりの制限  

c. すでに獲得した発達的スキルの一時的な喪失（トイレット・トレーニン

グ，言語，他者とのかかわりなどにおいて）  

d. 外傷的な出来事の前の子どものプレイのパターンと比較した際のプレイ

の減少あるいは制限  

3．  外傷的な出来事の後に出現する覚醒亢進の症状で，以下のうち少なくと

も１つによって明らかにされる：  

a. 夜驚  

b. 寝る時間に強く抗議したり，寝つくのに問題があったりすることで証明

される入眠困難  

c. 悪夢や夜驚とは無関係に反復される夜間覚醒  

d. 著しい注意集中困難と集中力の減少  

e. 過度の警戒心  

f. 過剰な驚愕反応  

4．  外傷的な出来事以前は存在していなかった症状（特に恐怖や攻撃性）で，

以下のうち少なくとも１つを含む：  

a. 仲間，大人あるいは動物に対する攻撃性  

b. 分離不安  

c. 1 人でトイレに行くことの恐怖  

d. 暗闇への恐怖  

e. その他の新たな恐怖  

f. 悲観あるいは自滅的行動，操作主義（コントロールを獲得することをも

くろんで），マゾヒスティックな挑発性（虐待を引き起こすような行動） 

g. 子どもの年齢にふさわしくない性的で攻撃的な行動  

h. 身体症状，運動性の再演，皮膚の小斑，痛みあるいは特有の姿勢などを含

む，心的外傷時に経験されたその他の非言語的反応  

i. その他の新たな症状  
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＊もし外傷的出来事が起こり，上記の症状が存在すれば，心的外傷ストレス障

害という診断が他の一時診断に優先される。  

 乳幼児の PTSD 症状には，ぐずりや夜泣き，親から離れないなどの行動がみ

られるが，それらは普段甘えるときに幼児によくみられる行動でもあるため気

付かれることが稀である。表現力も乏しいため，夢などを片言の言葉で報告し

たり，遊びに取り入れたりしていても，よほどに印象的に繰り返し表現されな

い限り事の重大さは見逃されやすい。特に下線で示した解離としてのフラッシ

ュバックが起きているのかどうかを，ぼんやりしていたり急に不機嫌になった

りする様子だけで判断することは困難を極める。乳幼児の場合，「いつもより元

気がない」という普段との比較が診断のポイントとなるため，通常の様子をよ

く知る第三者，多くは養育者による「普段よりも育てにくさや気難しさを感じ

る」のような客観的な印象が重要である。例えば夢などによる睡眠障害でも，

寝つきの悪さや中途覚醒，泣きぐずりなどの行動について，養育者からの何気

ない「いつもより夜泣きが増えた」などの実感を聞き漏らさないことが大切で

ある。また，全般性不安障害や恐怖症などの症状が前面に出ていることで PTSD

症状をわかりにくくすることもあるため，実際に外傷的出来事の体験があるか

どうかも，やはり養育者からの聴取を以て総合的に診断されることが求められ

る。稀に子どもの場合，症状が形成されるまでに時間がかかることもあり，ト

ラウマとなるイベント発生からかなり経過してからの疾患出現となり因果関係

の発見を困難にしていることもある。養育者から注意深く経過を聴き，外傷的

な出来事以前にみられなかった行動が追加されたり，獲得されていたはずの発

達のスキルが消失する一過性の退行がみられたりした場合には特に注意を払う

べきである。乳幼児の特徴を含め，子どもの PTSD 診断は多角的で細やかな観

察と，第三者による事実レベルの聴取や客観的視点が必要といえる。  

 

2.1.3 子どもの「出来事基準」とトラウマの定義  

 精神疾患の診断基準である DSM-5 において，成人，青年，６歳を超える子ど

もに PTSD の診断をする場合は，トラウマを与える出来事として「実際にまた

は危うく死ぬ，重症を負う，性的暴力を受ける出来事」（APA, 2013/2014）の存

在が必須とされており，これがいわゆる「出来事基準」である。この，「出来事」
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に関して子どもからの報告や他のそれに匹敵する証拠がない状態では診断はで

きない (Cohen et al.,  2010)。一方，ICD-10 にも「例外的に著しく脅威的な，あ

るいは破局的な性質をもった，ストレスの多い出来事あるいは状況」（WHO, 

1992/1993）とされ，「出来事」の基準は特異的である。従って，成人のトラウ

マとは医学的診断の見地からいえば，「命を脅かすほどの非日常的な危機体験

がもたらす心の傷つき」がないと PTSD と診断できないといえる。しかし「ト

ラウマ」という言葉が広く知られるようになったことで，医学的にはトラウマ

と呼べないような日常体験における傷つきも，一般社会では気軽にトラウマと

呼ばれている。そのせいか，出来事基準に相応しなくても PTSD 症状が揃えば

PTSD とするシンドローム・エビデンス診断がみられたり，激しい症状を呈し

たので出来事も重いはずと結論したりといった混乱が成人の PTSD 診断に散見

されるという（飛鳥井，2005）。しかしながら子どもの場合は状況が異なる。

「命を脅かす」と感じるかどうかは主観的な判断であり，その時命の危険を感

じたのであれば体験の如何に関わらず精神的には同じように傷つくと。そして

それは人生経験の少ない子どもたちにとっては，ありふれた出来事すら「命を

脅かすような」体験ととらえられる可能性を示唆する。例えば，自力で食糧を

獲得できない子どもにとって，食事を与えられない経験は命の存続の危機とつ

ながっている。食事中に喉が詰まって息が苦しくなった時でも，「死ぬかもしれ

ない」と思い込めばそれは命をおびやかす体験となる。大人から見れば軽微な

体験でも，また見聞だけの体験でも，子どもの想像力と知識で判断すれば十分

に命をおびやかされる体験と成り得るのである。この定義に沿えば，子育ての

極端な失調は子どもにとって心身の安全を脅かされる体験であり，もちろん心

的外傷の条件を満たすといえる（滝川，2017）。  

子どもの PTSD 診断をする際には外傷的な出来事体験の存在が養育者などか

ら語られることが必要であることは既に述べた。DSM-5 における「出来事基準」

には，成人の場合と同様に子どもにも死亡や死の恐怖，重症を負う体験，性的

被害があげられているが，子どもの場合はそれに加えて，目撃や伝聞によるト

ラウマ体験についても「近親者あるいは養育者に生じたもの」に限って認めら

れているという特徴がある（金，2014）。子どもは，養育者に起こった出来事を

自分に起こったことと同じように体験しやすい。また，電子媒体やテレビ，映
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像，写真のみで見た出来事は目撃に含まれないと書き添えられているのだが，

実際はインターネットの動画など日常に蔓延しうるものも精神的なショックを

与える動画などに晒されることで PTSD を起こし得る。一方，Sheeringa ら  

（1995/2003）や，ICD-10 では特に出来事としての具体的な基準を設定しては

いない。やはり子どもにとって何が「外傷的」といえるかどうかは議論の余地

があるためと思われる。さらに，長期に積み重なる心的外傷的出来事に関して

は，どのような出来事のことを指すかはいまだ曖昧である。例えば，反応性ア

タッチメント障害の診断基準には「安楽，刺激，および愛情に対する基本的な

情動欲求が養育する大人によって満たされることが持続的に欠落するという形

の社会的ネグレクトまたは剥奪」（APA, 2013/2014）と説明されるが，これが

子どもの側からみて明確に心的外傷として訴えられることは少ない。廣常ら

（2005）は，「子どもにとって慢性的，持続的な『逆境』について明示すること

は難しい」としており，子どもにとっての心的外傷とは，出来事の軽重に関わ

らず，もっと広い範囲を含むのではないかと推測される。La Greca（2000/2007）

によれば，家族や友人，あるいは自分の財産や所有物の喪失，そして家や学校，

地域からの移転といった，大切なものの喪失と日々の暮らしの崩壊も子どもに

とっては PTSD を引き起こすという。また Amaya-Jackson（2000）も，子ど

もは幼いほど外傷的出来事の危険性や意味について理解できておらず，親のト

ラウマに対する反応が大きく影響するという。つまり周囲の大人がどのような

反応をし，その体験にどのような意味付けをするかによっても子どもが主観的

に体験する恐怖は変化しうるといえる。幼児の PTSD 症状では，治療により過

敏，怖がり，攻撃性，落ち着きのなさは改善するものの，反対に退行が大きく

なることが報告されており（米田，2009），子どもが安全と安心を確認したのち

に，ようやく親への愛着形成が始まると考えられる。  

このように，DSM は出来事基準を明示することで PTSD の診断を氾濫させ

ない意図が見受けられるが，現場で出会う事例は PTSD 症状が激しいものの出

来事基準に沿わないことも多く，診断をつけることが出来ないまま治療を求め

られていることもある。このあたりの診断における議論は今後も尽きないであ

ろう。結論として，本論文における「トラウマ」は，医学的診断の概念である

「危うく死ぬ，重傷を負う，性的暴力を受ける」出来事に曝露されたときの心
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の傷だけでなく，広義の意味で「大人からは軽微と思えるが子どもにとっては

命をおびやかすような脅威と思える」出来事への曝露による心の傷も含めたも

のと定義する。ただし，第 4 章の文献展望においては医学的診断名に依拠し，

出来事基準を持つ PTSD 事例に限ることとする。  

 

2.1.4 子どもの PTSD の予後  

 一般的な PTSD の症状は年余にわたって持続することは少ないとの意見があ

る（La Greca, 2000/2007）。例えば 1992 年フロリダを襲ったハリケーンアン

ドリューによって被害を受けた子どもの 39％が初期に PTSD 診断基準を満た

したが，7 か月後に 24％，10 か月後に 18％へと減少したことが報告されてい

る（Vernberg et al., 1996）。この研究から PTSD の重症度が月日と共に軽減し

ていくことが示されており，総じて子どもたちは単回の出来事に遭遇して数カ

月内に PTSD 症状を呈するものの，多くは時間の経過とともに改善していくと

いえる。ただし，虐待や戦争・テロなどにより複数回繰り返される出来事によ

るトラウマを受けた場合は当然，時間の経過とともに自然に回復していくこと

が困難な病態を形成する。小児の PTSD 患者にリバーミード記憶検査を実施し

た研究では，全般的に成績不良であり，見当識と展望記憶が低下していること

が報告されている（Mordi et al., 1999）。PTSD に罹患することで海馬や前頭

前野を中心とした長期記憶システムの機能低下をもたらすことが推測される

（元村，2013b）。トラウマが繰り返し加えられると子どもの人格発達に影響を

与え，トラウマが子どもの中に取り込まれることで基本的信頼関係が障害され

る（花田，2002）。 ICD-11 から取り入れられた「複雑性 PTSD」の病態は，長

期に渡り複数回のトラウマが与えられた場合に発症するものであるが，難治で

あり有効な治療方法に関する議論も乏しく（杉山，2017），予後は見通せない。

トラウマのタイプによって予後が良いものと悪いものが存在するといえる。  

 

2.1.5 子どもの PTSD の脆弱性と疫学  

Kessler ら（1995）の全米疫学研究によると，成人男性の 61％，成人女性の

51％が生涯に一度はトラウマ体験をし，PTSD の生涯有病率は男性で 5％，女

性は 10％といわれる。つまり，人口のほぼ半数が生涯においてトラウマ体験を
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するが，そのうち PTSD を発症するものは僅かでありトラウマ体験をしたすべ

ての人が PTSD になるわけではないといえる。反対に，それほど深刻には思え

ないような出来事から激しい症状が出る人もある。そこからいえることは，や

はり「心因的な素因としての精神的な脆弱性の想定が必要となる（飛鳥井，

2005）」ことである。トラウマ症状に影響を与える危険因子として， Brewin ら

（2000）や Ozer ら（2003）は，体験の重篤度に加え，女性であること，先行

するトラウマ体験があること，ソーシャルサポートの欠如などを報告した。

Shalev ら（1996）は外傷体験時に解離した感覚が続くことが PTSD を予測す

るとした。これは成人だけではなく，子どもにおいても同じような傾向がみら

れる。ロサンジェルスのノースリッジで地震に巻き込まれた子どもの調査から，

閉じ込められた，けがをしたという客観的事実体験に加え，死の恐怖を感じた

とか心臓の鼓動が速まるのを感じたとか，地震の際に誰かがとった行動につい

てひどく戸惑いを感じたといったような主観的体験が，５か月後の PTSD の全

般的な重症度を予測する因子と明らかになったという（ van der Kolk ら，

1996/2001）。子どもはよく，虐待の理由を自分に帰属させることがあるよう

に，子どもは事態に対する主観的な認知が中心であり，それが後の症状形成に

影響を与えるといえる。さらに，湾岸戦争被災者の反応をアタッチメントスタ

イルで分類し調査した Mikuliner ら（1993）の研究からは，安定型（タイプ B）

の者は高い質のソーシャルサポートを求め，精神的ストレスもより少なかった

としている。個人のアタッチメントタイプによって求められるソーシャルサポ

ートが異なり，アタッチメントスタイルが安定型でないことが危険因子という

見方もできる（飛鳥井，2000a）。いずれにしても，潜在していた過去のトラウ

マ体験は，次のトラウマ体験によって再活性される危険があり，過去のトラウ

マ体験が発達過程のどの時期で起こり，どれほど解決されていたのかはその後

の重要な道標となる。  

一方，子どもの PTSD の疫学については近年まで診断基準が十分に確立され

ていなかったため，大規模調査や疫学的知見はまだ十分ではなく，子どもの

PTSD の生涯診断有病率は報告によって極端に異なる（廣常ら，2005）。子ども

の場合，出来事診断基準もやや曖昧であるため外傷となる出来事の種類が多様

であり，また研究によって外傷後の測定期間や対象児の年齢なども揃っていな
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い。そこで子どもから成人までの範囲を含めた先行研究から疫学データを示す。

18 歳以下の子どもを対象とした調査ではないが，Breslau ら（1991）が 21～

30 歳の若者への無作為抽出調査で，男性の 6％，女性の 10.4％がトラウマを体

験しており，サンプル全体で PTSD の生涯診断有病率は 9.2％であったと報告

している。また，全米併存症調査（US National Comorbidity Survey）の 1995

年の調査では，15～55 歳のアメリカ人男性人口の 5％，女性人口の 10.4％（男

女合計平均 7.8％）が生涯で DSM-Ⅲ⁻R 基準でいう PTSD を罹患するとしてい

る。最近の研究でも，子どもが大人になるまでに少なくとも１回トラウマを体

験するのは 14～67％と研究によって異なるが，そのおよそ 0.5～3％は PTSD

に，13.4%は何らかのトラウマ後ストレス症状（PTSS）になったと報告してお

り（Diehle et al., 2015），子どもも成人と同じような傾向があると推測できる。

さらに，その脆弱性の素地は，発達期早期のトラウマ体験によって形成される

ことが Koenen ら（2007）に論じられている。これは PTSD 発症の危険因子を

11 歳以前に確認された 1037 人が，その後 26 歳の時にトラウマ暴露の有無と

PTSD 発症の有無を調べた大規模出生コホート調査である。結果として最も危

険因子として有意差が出たのは，3 歳と 5 歳時における「気難しさ」，5 歳，7

歳，11 歳時に教師によって評価された「反社会的行動と多動傾向」，「母親の精

神科的症状」，11 歳以前の「養育者の喪失」であったという。この結果から，

子どもの PTSD 発症しやすさは，子どもの発達年齢や親の反応とも複雑に影響

しあうといえる。  

ところで，外傷的出来事に曝露して PTSD を発症する男女比については女児

が高いとする報告が多い（Pfeffebaum, 1997）。男女差については白川（2008）

がトラウマ脆弱性形成の重要因子としての性差を分析し，一般に男児のほうが

暴力的出来事への遭遇が多く暴力の程度も強いにもかかわらず，女児の有病率

のほうが高いことについて，女児は性的虐待，性暴力の存在があり，性差形成

にレイプや性虐待などの性的トラウマが関与している可能性があるとした。ま

た Olff ら（2007）による「トラウマを受けた女性は内在化症状（抑うつ，不安，

身体化）を呈しやすく，男性においては外在化症状（攻撃的行動，反社会的行

動）が多い」という指摘からは，トラウマを受けた男児の症状は行動に反映さ

れるものが多いため，精神的疾患の有病率に反映されないのではないかとも考
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えられた。わが国で児童自立支援施設に入所する中学生を対象とした IES-R に

よる質問紙調査では，PTSD のハイリスク群に該当する男子は 42.9％，女子は

71.1％であった（野坂，2011）。この結果から施設に入所している中学生が複数

のトラウマ体験を持ち，PTSD 症状が強いことが明らかとなった。トラウマの

影響による反社会的行動への支援という視点が今後必要となることを示唆して

いる。  

一方，トラウマティックイベントに出遭う前に，何らかの心理的課題を抱え

ていた場合，子どもは PTSD を発症しやすくなることが指摘されている。例え

ば出来事に出遭う 15 カ月前の不安の程度が，災害後の PTSD を予測できたと

いう研究がある（La Greca et al., 1998）が，これは子どもが不安や愛着の基

盤を抱えている状態でトラウマティックイベントにさらされることが PTSD 発

症の脆弱性となることを意味する。チョウチラでのバス誘拐事件の被害者 25 人

を４年間追跡調査した Terr（1983）は，子どもの PTSD の重篤度が，それまで

の家族の病理，コミュニティとのつながりの欠如，最近の家族の問題，個々の

脆弱性と明白な関係性があったと結論付けた。  

子どもは長いライフタイムで様々なトラウマティックイベントに出遭うこと

は避けることが出来ない。それが PTSD を形成しないよう脆弱因子を避けレジ

リエンスを高める研究が求められているといえる。  

 

2.2 子どもの解離性障害の臨床像  

子どもの解離は比較的よく見られる状態像である（金，2014）。子どものトラ

ウマ症状における解離をいち早く指摘したのは van der Kolk である。彼はま

だ米国の精神科医療関係者の中でトラウマの心理的影響がまだほとんど関心を

払われていなかった 1980 年代後半にすでに大著「サイコロジカル・トラウマ」

において，「虐待が子どもの思考に及ぼす影響に関する理論的発展」という章を

立て，「被催眠性の高い子どもたち（7 歳から 11 歳）では，自己催眠は虐待す

る対象からの逃避となりうる。子どもたちは虐待者の前に身体だけを残して，

透明人間のようになり，自分の一部を自由に漂わせることを学ぶ。こうして多

重人格などの解離性障害を生む土台が築き上げられる」とした（ van der Kolk, 

1986/2004）。  
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一方 Terr（1991）は，子どものトラウマを単回で短期のタイプⅠトラウマと，

複数回で長期にわたるタイプⅡトラウマとに分類し，タイプごとにその主な症

状を示した（図１）。そして特にタイプⅡトラウマを受けた子どもに否認，精神

的麻痺や自己催眠状態，解離などの症状が見られることを指摘し，解離はタイ

プⅡトラウマを疑える指標となることが示された。  

  

 

 

 

 

図１ タイプ別トラウマを受けた子どもの症状（廣常ら，2005 参照）  

また同じ頃，Putnam は「離散的行動状態モデル」を掲げ解離の説明を試み

た。彼の説明によれば，乳児は状態依存的に刺激に反応し，多次元な行動状態

間を移行している（離散的な行動状態を状態移行している）が，成長や，親の

行動状態との相互交流により連絡経路を複雑に発達させ，やがて行動状態を自

己調整できるようになるという。特に幼児期初期における，自己の行動状態を

制御しようとする試みが自己刺激行動（おしゃぶりを吸う，身体を律動的に揺

する，など）であり，親が子どもの身体的・心理的欲求に応じて適った介入を

行うことで状態のわかちあいが起こる体験が愛着反応の中核的構成成分である

と説明した。ところがその大切な時期に親の不適切な養育が行われると苦痛な

情動は離散的情動状態を生み出し，引き金となる刺激があるたびに繰り返し再

体験するという。「この離散的状態は恐怖に条件づけられ，脅威であるような刺

1）驚くほど詳細な記
憶

2）前兆形成

3）誤認知

1）否認，精神的麻痺

2）自己催眠，解離

3）激しい怒りと受身
性

タイプⅠ  タイプⅡ  

共通の症状：  

１）反復的な視覚化された記憶  

２）反復的行動  

３）トラウマに結びついた特定恐怖  

４）人生や将来に対する基本的な態度の変容  
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激に対し扁桃核／側頭葉の反応を起こすのであり，持続的非道処遇もそれ以外

のストレスも児童の行動状態の自己統御力獲得を阻害する」とし，つまり離散

的行動状態モデルによれば「多重人格障害をはじめとする児童期外傷関連障害

群における同一性の断片化は，それ以前は完全であった同一性が「粉砕」され

た結果ではなく，離散的意識状態の発達過程における整理統合の失敗」と考え

られた（Putnam, 1997/2001）。その後 Cohen ら（2006/2014）は子どものトラ

ウマ症状を，感情面，行動面，認知面，複雑性 PTSD，精神生物学的トラウマ

症状という５つに区分し（表５），「行動面にみられるトラウマ症状」の「回避」

では自分を守れないほど圧倒されると感情の麻痺が起こり，さらに重篤な場合

は解離を生じるとした。また，DSM-5（2013/2014）においては PTSD の診断

項目に，フラッシュバックを例とした解離症状の記載が含まれ，「解離反応は１

つの連続体として生じ，非常に極端な場合は現実の状況への認識を完全に喪失

するという形で現れる」と説明され，PTSD の症状形成における解離の役割は

明確になった。つまり，最初に再体験症状として現実感を失い，あたかも被害

がまた生じているかのように感じることが基本的に解離であると位置付けられ，

フラッシュバックはその中に含まれたと考えられる（金，2014）。このようにト

ラウマ症状と解離は密接に関連しており，解離はトラウマ症状が重篤な場合を

示す指標に成り得るといえる。  

表５ 子どものトラウマ症状（Cohen et al,2006/2014 より抜粋 ,下線筆者）  

感情 面の トラ

ウマ症状  

恐怖：恐ろしい状況に対する本能的かつ学習された反応  

抑うつ気分：他者や世の中に対する信頼の喪失，自責感  

怒り：トラウマ体験は不公平であった，自分はそれに値するよ

うな悪いことは何もしていないという目覚め  

情動調節障害：気分がころころ変わり否定的な感情を対処でき

ない  

行動 面の トラ

ウマ症状  

回避：トラウマを思い出させる刺激を回避する  

感情の麻痺や解離：より重篤なケースで回避が使えなくなった

とき  

不適応的な行動や対処戦略の学習：不適切な行動のモデリング
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と，不適切なアタッチメントの力動が含まれる。時に攻撃者へ

の同一化もある。また性的行動化や物質乱用，自傷行為も含ま

れる  

認知 面の トラ

ウマ症状  

非合理な信念を持つ：自責感からくる歪んだ認知，裏切られ体

験による誰も信じられないという一般化，自己イメージの損傷

など  

複雑性 PTSD 繰り返し続いてきた，あるいは今もなお続くトラウマ的なライ

フイベントにより，複数かつ重要な領域（たとえば情緒調節，

対人関係，自尊心，自己効力感，学業，職業的機能，個人の安

全管理の点など）における広汎にわたる問題を抱える。  

精神 生物 学的

トラウマ症状  

脳の構造的変化（頭蓋内容積が小さく，IQ が低く成績が不良，

脳梁が小さい，など）をもたらす。これらの変化の進度は不適

切な養育が経過した時間の長さに相関。  

これらの意見は，解離が子どもにとって決して稀な症状ではなく，むしろ子

どもに一般的な症状として注目すべきであることを示唆した。災害後の強い解

離は，事態を文脈で把握できない年少者であればあるほど起こしやすく，のち

の PTSD の出現と強く関連していることから PTSD の危険性を予測できる症

状としても注目される。  

DSM-5 において，解離性障害は，解離性同一症／解離性同一性障害，解離性

健忘，離人感・現実感消失症／離人感・現実感消失障害を含む。解離性同一性

障害には子どもの場合の注意事項があり「その症状は想像上の遊び友達または

他の空想的遊びとしてうまく説明されるものではない」とされているが，それ

以外には子どもの場合のみの別記はされていない。子どもの場合の客観的判断

は診断基準においても困難である示しといえる。成人の解離性障害は決して稀

な疾患ではなく，海外における有病率調査の疫学を概観した杉下ら（ 2009）に

よると解離性障害の一般人口における有病率は 1～5％頻度と報告されている。

一方，子どもの有病率はこれまではっきりと示されていない。その理由として，

子どもにおいては健忘・遁走や解離性同一性障害のような「病的解離」と別に，

日常生活における些細な没頭や想像上の友達とやりとりする体験，想像力によ

って現実を再構築した遊びなどを含めた「正常解離」が多く存在することがあ
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げられる。白川（2009）は，１０代までの子どもは通常でも解離を起こしやす

く，１０歳前後に正常解離現象のピークがあると述べており，子どもが正常解

離体験にあふれた日常を送っていることで病的とはとらえられにくい現状が指

摘される。先ほどの Putnam（1997/2001）は，そもそも幼児期の心性が睡眠や

泣きなど生理学的状態が不連続に存在する「離散的行動状態」にあり，発達と

共になされるべき統合が阻害された状態が解離性障害であるとしており，子ど

もの場合は解離が発達と共に観察されていく病態であることを示唆している。

このように子どもの解離は決して稀な状態像ではないといえる。特にわが国に

おける子どもの解離性障害の報告は多く，その原因には解離性障害の外傷に共

通する「安心していられる居場所の喪失」（柴山，2007），過敏で感受性の強い

子どもと過干渉な親との感性のずれからくる「関係性のストレス」（岡野，2007），

「感情制御の発達不全」の子どもが解離を頻繁に使用する（大河原，2008）な

どの指摘がなされているものの，いまだ統一的な知見が得られているわけでは

ない。  

解離性障害の中でも重篤とされる解離性同一症／解離性同一性障害は，古く

は多重人格と呼ばれていた病態を指す。解離性同一症は自己感覚の不連続を感

じ，感情や記憶の変容が認められ同一性が破綻する状態なのだが，これは心的

外傷的な出来事とも関連している。Kluft は解離性同一症になる要因（Kluft の

DID４因子説）（Kluft, 1984）として①潜在的被催眠能力，②幼児虐待の生活体

験に対する解離性の防衛，③医原性，④社会の不適切なサポートをあげ，幼児

期の虐待体験を持つことは解離性同一症の危険因子であると述べている。年少

児はそもそも自己同一性が未完成であり，出来事などの記憶や叙述が曖昧であ

る。そこに虐待のように連続する大きな心的外傷的体験が自己同一性や記憶に

多大な影響を与えることは容易に想像できる。従って，子どもの解離性同一症

には虐待のように連続した繰り返される心的外傷の体験と，発症時にある程度

の年齢を超えていることが想定される。  

 

2.3 子どもの愛着障害の臨床像  

子どものトラウマと関連の深い疾患に愛着障害がある。愛着障害は DSM-5 に

おいて「反応性アタッチメント障害／反応性愛着障害」と「脱抑制型対人交流
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障害／反応性愛着障害･脱抑制型」の二種類にわけられ，ともに「心的外傷及び

ストレス症候群」の下位に分類されている。  

愛着研究の第一人者である Bowlby, J.はダーウィンの発想を受け，本能シス

テムは適応性のある環境において種の生存を促進するよう構造化されていると

して，愛着行動は人間の生存率を高める方略であるとした（Bowlby, 1969/1991）。

新生児が社会的微笑を示して養育者からの愛情と保護を本能的に求めるように，

人間の子どもは養育者に寄り添うことで安全基地が保障され，そこから探索に

出て，時には危険を察知して養育者のもとに戻って安心することを繰り返して

成長する（Bowlby, 1973/1995）。その過程を経て自己への信頼と自律性がうま

れ，さらに他者への共感や協力といった社会的な感覚を身につけることができ

るのであり，養育者との安心で安全な擁護的環境が子どもの心の発達には不可

欠といえる。つまり，人生最早期かつ最大の打撃となり得る心的トラウマは，

安全基地の喪失である。母性はく奪の影響を研究していた Bowlby は，母親の

不在に対する子どもの反応を観察することで将来の人格形成に何らかの予測が

出来るのではないかと考え，母親との分離後と，母親との再会後に子どもが示

す反応を観察した。そして，母親とある程度安定した関係を築いていた 15～30

カ月の幼児が母親から離されると，「protest：抵抗（分離に対し激しい悲しみ

や怒りを表現する）」，「despair：絶望（母親の不在に対する激しい反応は減退

するが，単調に泣いたり非活動的になったりする）」，「detachment：脱愛着（や

がて周囲に関心を示し，回復したかにみえる様になるが，いざ母親と再会して

も気乗りしない顔をして，あたかも意識から愛着体験を排除したかのように母

親への関心を失った態度を示す）」，という３段階の様子がみられることを発見

した。そして，複数回の長期に渡る母性はく奪により脱愛着感を持ち続けた幼

児は，分離に対する反応すら示さなくなることを指摘した（Bowlby, 1973/1995）。

この，母性はく奪の研究結果は母子分離という瞬間的な出来事だけでなく，児

童虐待やネグレクトなどで繰り返し擁護的環境が奪われることによる影響につ

いても示唆できるといえる。  

これを多重人格障害の基盤として引用したのが Barach, P.である。彼は，

Bowlby が観察していた「脱愛着」が，愛着を受けてこなかった子どもがみせる

解離の一部であると考え，養育者の不在あるいは無反応性が，子どもの解離状
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態を作るのではないかと考えた（Barach, 1991）。虐待を受けた子どもが，どん

なに助けを求めて泣き叫んでも自分は孤独であることに気付くことは耐え難い

苦痛である。逆にいえば，脱愛着の状態は，子どもがそれに気が付いて傷つく

ことから守ってくれているともいえる。Barach は，トラウマを受けているとき

子どもは苦痛，恐怖や圧倒される感情を感じて親を求めるが，それが得られな

い結果，虐待は自分ではない誰かに行われていると想像する意識状態が脱愛着

の意識状態を作るのだと考えたのである。さらに，Barach の理論を拡張した

Liotti（1999）は，愛着システムは人間が恐怖やトラウマイベントにさらされ

るたびに活性化されるものとし，「タイプ D：無秩序・無方向型」（Main & 

Solomon, 1990）といわれる愛着行動を示す子どもは将来的に解離性障害を発

症させやすくなると示唆した。タイプ D とは Main らの研究による母子のアタ

ッチメント４タイプの１つであり，子どもが母親との分離再会時に突然すくん

だり，顔をそむけた状態で親へ接近したり，再会の際に親にしがみついたかと

思うとすぐに離れ壁に寄ったりする行動をとる，いわば接近と回避が同時に活

性化されるような動きをとるタイプである。  

Putnam（1997/2001）は，「非道処遇された児童は，典型的には，「崩れた構

造」の愛着行動（タイプ D）を示す」と指摘したうえで，このような外傷を負

ったものは外傷素材と感情から自己を隔離しようとすることで病的解離をひき

おこすとして，愛着障害が解離と密接にかかわっているとした。また，Main & 

Morgan(1996）は，12 カ月の乳児のアタッチメントタイプを測ったうえで， 8

歳で再度トラウマ暴露の有無と，PTSD や分離不安，全般低不安障害などの有

無を調査したところ，タイプ D アタッチメントパターンを持っていた子どもに

回避・再体験症状が有意に多いことを報告した。  

これらの反復・長期に渡るトラウマの影響が子どもの発達段階に種々の影響

を与え，解離性障害や PTSD，人格障害，身体表現性障害などを呈することを，

Herman（1992）や van der Kolk（2005）が指摘した状態像こそが「複雑性

PTSD」という疾患概念であり，それまでの単純な PTSD とは別の分類と考え

る必要性があることを主張している。子どもの愛着と発達という複雑な相互作

用を経て症状は形成されるといえる。  
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2.4 本章のまとめ  

 ここまで子どものトラウマに起因する疾患として PTSD や解離性障害，愛着

障害を取り上げ，その精神症状について DSM-5 などの診断基準を中心にまと

めた。その結果どの症状も相互に影響しあっており，トラウマのタイプとも密

接にかかわっていることが示された。子どものトラウマに関連する疾患は診断

が難しく，多角的で細やかな観察と，親などの報告による客観的事実を要する

と考えられた。さらに子どものトラウマは早期に対処することで将来的には疾

患の形成や症状の重篤化を防ぐことが明らかとなった。  
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第３章 子どものトラウマに対する心理療法  

 前章までは子どものトラウマに起因する疾患として，PTSD や解離性障害，

愛着障害に関する診断基準を考察した。本章では子どものトラウマに対し現在

どのような治療が推奨されているか，ガイドラインを中心に検討する。  

 

3.1 子どものトラウマ治療総論  

3.1.1 トラウマ治療の前提  

van der Kolk（1996/2001）は，効果的なトラウマ治療に含まれるべき５つの

段階として以下を示した。  

１）  教育と身体的な状態を言語化することによる感情の同定を備えた安定化  

２）  トラウマ性の記憶と反応の条件付けの解除  

３）  トラウマに関する個人のシェーマの再構築  

４）  安全な社会的つながりと対人関係能力の再構築  

５）  回復的な情緒体験の蓄積  

これらの段階の移行は個人により異なるが，複雑なケースであるほど，１）

の安定化の段階を繰り返す必要があるとされる。また，治療のある段階で効果

が認められたことが，別の段階で同様に有効とは限らないとされる。例えば，

１）の安定化の段階での薬物療法は，自律神経系の興奮抑制，悪夢の軽減，睡

眠促進などの効果が得られて有効だが，長く続けていると疲労や無力感が生じ

たり，自己の内面を振り返ることでの感情に圧倒されたり，対人関係における

別の問題が出てきたりする。その状況は４）の安全な社会的つながりと対人関

係能力の再構築を目指す段階にあると考えられ，漫然と薬物療法をして効果が

得られるとは考えにくく，自己コントロール感覚を再構築できるような社会的

活動に従事することを進めていくような方法が望ましい。そうすることで，や

がて５）の回復的な情緒体験を蓄積する段階へと移行でき，例えば運動や野外

活動，芸術的な創作活動などトラウマによって浸食されない喜びを持てる活動

への参加を促すことが治療的といえる。子どもの場合においても段階を意識し

て，子どもの状態に適した支援方略が必要であり，何か一つの治療方法が常に

有効であるわけではないことを前提として以下に治療や心理療法を論じる。  
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3.1.2 海外のガイドラインに推奨される治療と心理療法  

1988 年 12 月，アルメニアで M6.8 の地震があり，学校において子どもと家

族のトラウマ暴露の程度やトラウマ後の反応について大規模な調査が行われ，

精神医学的に問題のある子どもには心理的支援が提供された（Goenjian, 1993; 

1995）。そこではまず，心理教育やソーシャルスキルトレーニングのような個

別や集団での教育的支援が提供され，必要な親子には心理療法（精神力動的心

理療法や認知行動療法，遊戯療法など）と薬物療法が施された。この子どもと

その家族への治療プログラムは精神医学的問題を早期にとらえ，見逃されがち

な抑圧された怒りや罪悪感，否認などの感情を取り上げることで，トラウマ後

の精神的な問題の進行を防ぎ，複雑化を予防するために重要であったという。

このような 20 世紀後半の調査を皮切りに PTSD の治療に関するガイドライン

が出版された。中でも著名なものを以下にまとめた。  

 

①国際トラウマティック・ストレス学会（ International Society for Traumatic 

Stress Studies, 以下 ,ISTSS）による「PTSD 治療の臨床実践ガイドライン第

二 版 （ Effective Treatments for PTSD Practice Guidelines from the 

International Society for Traumatic Stress Studies Second Edition.）（Foa et 

al., 2009）」  

表６ ISTSS による PTSD 治療ガイドライン（訳筆者）  

Guideline1 
 

Psychological Debriefing for Adults  

（成人への心理的 ディブリーフィング） 

Guideline2 
 

Acute Interventions for Children and Adolescents  

（児童青年への緊急介 入 ） 

Guideline3 
 

Early Cognitive-Behavioral Interventions for Adults  

（成人への早期認知行 動介入 ） 

Guideline4 
 

Cognitive-Behavioral Therapy for Adults  

（成人への認知行動療 法 ） 

Guideline5 
 

Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents 

（児童青年への認知行 動療法 ） 
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Guideline6 
 

Psychopharmacotherapy for Adults  

（成人への精神薬理療 法）  

Guideline7 
 

Psychopharmacotherapy for Children and Adolescents  

（児童青年への精神薬 理療法）  

Guideline8 
 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing  

（眼球運動による脱感作と再処理法 ） 

Guideline9 
 

Group Therapy 

（集団療法） 

Guideline10 
 

School-Based Treatment for Children and Adolescents  

（児童青年への学校を主体とした治療 ） 

Guideline11 
 

Psychodynamic Therapy for Adults  

（成人への精神力動的 療法 ） 

Guideline12 
 

Psychodynamic Therapy for Child Trauma 

（子どものトラウマへの精神力動的療法 ） 

Guideline13 
 

Psychosocial Rehabil itation 

（心理社会的リハビリテーション） 

Guideline14 
 

Hypnosis 

（催眠） 

Guideline15 
 

Couple and Family Therapy for Adults  

（成人への夫婦・家族療 法 ） 

Guideline16 
 

Creative Therapies for Adults  

（成人への諸芸術療法） 

Guideline17 
 

Creative Arts Therapies for Children  

（子どもへのクリエイティブアートセラピー） 

Guideline18 
 

Treatment of PTSD and Comorbid Disorders  

（PTSD とその併存症への治療） 

このガイドライン項目から子どもへの適用が推奨されているのは，認知行動

療法（Cognitive Behavioral Therapy, 以下 , CBT），精神薬理療法（薬物療法），

精神力動的療法，クリエイティブアートセラピーであった。EMDR，集団療法，
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催眠も成人・子どもの区別なく治療の選択肢に含まれていた。なお，ISTSS で

は間もなくガイドラインの第３版を出版するが，それに先駆けて治療の方法論

とガイドラインをインターネットで公開しており，そこで EMDR が子どもに

対 し て も 強 く 推 奨 さ れ る と 認 め ら れ て い る （ Berliner, et al., 2019 ）。

(http://www.istss.org/treating-trauma/new-istss-prevention-and-treatment-

guidelines.aspx 平成 31 年 1 月 25 日参照 ) 

 

②米国児童青年精神医学会（ American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 以下 AACAP）による「トラウマ治療ガイドライン（ Practice 

Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents 

with Posttraumatic Stress Disorder.）（Cohen, 2010）」  

ガイドラインに推奨された１１項目から治療段階に関する推奨項目を抜粋し

表７にまとめた。推奨の度合いは４段階で以下の通りである。  

MS（Minimal Standard：「最低限の基準」：厳しい実験上のエビデンスに基

づいた推奨事項につけられる評価）  

CG （Clinical Guideline：「治療的ガイドライン」：強いエビデンスに基づく

推奨事項につけられる評価）  

OP（Option：「選択肢」：最近登場したエビデンスに基づいた受け入れ可能な

推奨事項につけられる評価）  

NE（Not Endorsed：「承認されない」：効果がないまたは否定されたといわ

れる事項につけられた評価）  

表７ AACAP による PTSD 治療ガイドライン（訳筆者）  

治療に関する推奨   

recommendation4 Treatment planning should consider a comprehensive 

treatment approach which includes consideration of the 

severity and degree of impairment of the child's PTSD 

symptoms (MS). 

治療計画は子どものPTSD症状の重症度や実害 の程度を考

慮した包括的治療方略 を考慮すべきである。（MS） 

http://www.istss.org/treating-trauma/new-istss-prevention-and-treatment-guidelines.aspx　平成31
http://www.istss.org/treating-trauma/new-istss-prevention-and-treatment-guidelines.aspx　平成31
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recommendation5 Treatment planning should incorporate appropriate 

interventions for comorbid psychiatric disorders (MS).  

治療計画は合併する精神疾患への適切な介入 を組み込むべ

きである。（MS） 

recommendation6 Trauma-Focused psychotherapies should be considered 

first-line treatment for children and adolescents with 

PTSD (MS). 

児童青年期のPTSD治療にはトラウマに焦点付 けられた心理

療法が第一に考慮に入 れられるべきである。(MS) 

Cognitive-behavioral therapies 

認知行動療法に関してTF-CBTの効果が認められる。EMDRはCBTに含める。 

Psychodynamic trauma-focused psychotherapies 

精神力動的トラウマ焦点化心理療法 に関してChild-Parent Psychotherapyの効果が

認められる。 

recommendation7 SSRIs can be considered for the treatment of children and 

adolescents with PTSD (OP). 

SSRIはPTSDの児童青 年期の子どもの治療に考慮される。

（OP） 

recommendation8 Medications other than SSRIs may be considered for 

children and adolescents with PTSD (OP). 

SSRI以外の薬物治療 を考慮に入れてもよい。（OP） 

recommendation9 Treatment planning may consider school-based 

accommodations (CG).  

治療計画は学校施設 内 での実施を考慮してもよい。（CG） 

recommendation10 Use of restrictive “rebirthing” therapies and other 

techniques that bind, restrict, withhold food or water, or 

are otherwise coercive are not endorsed (NE). 

制限的“再生”治療や，人を拘束し，制限し，食 事や水を制限

し，従わないと強制的となる技法の使用は認められない。（NE） 
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このガイドラインでは，子どもの場合はトラウマ体験の有無を必ずアセスメ

ントするよう推奨されている。また，子どもは回避症状などから詳細を述べな

いために症状が過小評価される危険性があり，子ども個別の事情に合わせて聴

き方を工夫し，トラウマ体験の詳細は具体的に程度や開始時期，期間などを聴

きとるよう推奨されている。治療としては PTSD 症状を解決するに特化したト

ラウマ治療が薦められており，最も推奨されているのは CBT だが，中でもトラ

ウマ・フォーカスト認知行動療法（Trauma Focused Cognitive Behavioral 

Therapy，以下 TF-CBT）はエビデンスが高いとされる。  

 

③その他のガイドライン  

NICE（2005）やWHO（2013）のPTSD治療ガイドラインでは，CBTとEMDR

が推奨されている。  

NICE（2005）では，子どものトラウマにTF-CBTかEMDRの治療を行うべき

だとする。そこには心理教育による情報提供も含まれている。また，成人の治

療に関する欄で，トラウマに焦点づけられていない，例えばリラクゼーション

や非指示的療法などトラウマ記憶を扱わないような治療的介入を，慢性 PTSD

の人に漫然と提供していてはいけないことも記されている。トラウマへの専門

的治療を推奨し，それまでよく使用されていたリラクゼーションや傾聴などの

効果を認めないと明示したのは初めてのことである。  

WHO（2013）では，トラウマに焦点化された個人CBT，集団CBT，EMDRに

治療の効果があると推奨した。また，ストレスマネジメントに効果があるとい

うエビデンスはなかったとされた。  

Forbes ら（2010）は，世界的に著名な７つのガイドライン（表８）をレビュ

ーし，その結果，これらガイドラインにおける明白で重要な違いは，a）薬物療

法の割合，b）推奨される心理療法の要因と，EMDR が TF-CBT と同等に治療

の第一選択となるかどうか，c）どのガイドラインがどのくらいエビデンスを求

め，そして介入に加えスクリーニングやアセスメントの分野における推奨度合

を提供するか，であるとした。最近の研究では Diehle, et al.（2015）において，

TF-CBT と EMDR を PTSD の子どもにランダムに割り付けて比較したところ

症状の低減に有意差はみられなかったとした。その上で，TF-CBT のほうが親
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への関与が大きいことから親の訴えが低下することと，EMDR のほうが有意で

はないもののわずかにセッション数が短いことが報告されている。  

表８ Forbes らが参照した PTSD 治療のガイドライン（Forbes et al., 2010） 

 発表年  ガイドライン名  出版元  

1 2004 Clinical Practice Guidel ine for the 

Management of Post-Traumatic 

Stress. 

VA/DoD Management of 

Post-Traumatic Stress 

Working Group 

2 2004 American Psychiatric Association 

Practice Guideline for the Treatment 

of Patients with ASD and PTSD.  

American Psychiatric 

Association 

3 2005 UK National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) Guidelines. 

National Institute for Health 

and Clinical Excellence 

4 2007 Australian National Health and Medical 

Research Council (NHMRC) Guidelines.  

Australian Centre for 

Posttraumatic Mental 

Health 

5 2008 The International Society for 

Traumatic Stress Studies (ISTSS) 

Guidelines 

Foa, Keane, Friedman, & 

Cohen 

6 2010 American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry (AACAP) 

Practice Parameters for PTSD in 

Children and Adolescents.  

American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry; 

Cohen et al .  

7 2007 Institute of Medicine. Treatment of 

PTSD: Assessment of the evidence.  

The National Academies 

Press, Washington, DC 

 

3.1.3 国内のガイドラインに推奨される治療と心理療法  

 わが国における子どもの PTSD 治療ガイドラインは少ないが，平成 20 年度

厚生労働科学研究における子ども家庭総合研究事業報告書に「子どものトラウ

マへの標準的診療に関する研究」（奥山ら，2009）がある。一般の精神科医や小
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児科医が実践可能なトラウマ診療についてのガイドライン作成を目的とした研

究である。しかしながら，方法としては海外の主要なガイドライン①米国児童

青年精神医学会（AACAP），②国際トラウマティック・ストレス学会（ ISTSS），

③英国・国立医療技術評価機構（NICE）のレビューであり国内独自の提案では

ない。子どものトラウマ診療に関するニード調査では，子どものこころの診療

医を目指す小児科医と精神科医 65 名を対象に質問紙を実施しており，ほぼ半

数の医師がトラウマの診療経験があり，ほぼ全員がガイドラインの利用を希望

したという。この調査からは，わが国の実態として，子どものトラウマへの治

療についての病態，面接法，評価法などの知識が，医師間で共有されていると

はいいがたい状況と結論付けられた。  

 現在，インターネットを通して得られるガイドラインとして以下の①～④が

あり，それぞれ病院や学校などで利用しやすいリーフレット形式で疾患の説明

している（平成 30 年 10 月 20 日参照）。これらに治療として紹介されている心

理療法は，TF-CBT，長時間曝露法（Prolonged Exposure, 以下 PE），EMDR

である。  

①  厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」  

（http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciali ty/detail_ptsd.html）  

②  国立成育医療研究センターこころの診療部による「子どものトラウマ診療ガ

イドライン（専門家向け）」  

（https://www.ncchd.go.jp/kokoro/disaster/to_torauma.pdf）  

③  文部科学省による海外子女教育，帰国・外国人児童生徒教育等に関する総合

ホームページ（CLARINET）「心の外傷とその対応」  

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/003/005/002.htm）  

④  静岡大学による「支援者のための災害後のこころのケアハンドブック」  

（https://www.shizuoka.ac.jp/th_earthquake/care_hndbk_R.pdf）  

 

3.2 心理療法各論  

3.2.1 眼球運動による脱感作と再処理法（EMDR）  

EMDR は Shapiro, F が 1989 年に発表したトラウマの治療に用いられる心

理療法である。これまでにイギリス保健省，アメリカ心理学会・アメリカ精神
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医学会，アメリカ国防総省・アメリカ合衆国退役軍人省などから「実証された

最も効果がある療法」の１つとして評価され，現在までに全世界で 4 万人以上

の専門家により多くの実践がなされている（市井・吉川，2010）。わが国では熊

野（1992）が最初に臨床事例を紹介したが，その後 1996 年に第１回 EMDR レ

ベル１トレーニングが行われ，その修了生による EMDR Japan（現，日本 EMDR

学会）が発足して以降，現在までにトレーニングを受けた療法家は全国に 1500

人を超え医療や教育の現場で広く活動している（日本 EMDR 学会，2015）。  

EMDR は，適応的情報処理理論に基づいている。人は本来，経験を適応的な

連想に結びつけ自然に解決する能力を持つ（適応的情報処理能力）という理論

である。健康な人はひどい出来事に遭っても，それを一晩考え，誰かに話し，

時には夢に見ることで基本的には自然に体験を乗り越えて，前日よりも前向き

な考えに至る。これは健康な状態の脳には適応的情報処理能力が備わっている

ためである。しかしトラウマを受けた人は，反復夢による中途覚醒，反復強迫

の行動維持，統制できない侵入思考，不要な過剰反応などを起こし記憶の情報

処理に行き詰まりを生じる。Shapiro はこれが適応的情報処理システムの機能

不全であると説明し，眼球運動によりその行き詰まりを改善する，つまり，眼

球運動はその情報処理システムを適応的に賦活する生理的メカニズムを作動さ

せると考えられ，情報処理を促進させることで解決に導くとした（ Shapiro, 

1995/2004）。しかしその作用機序はいまだ明確にはされておらず，二重注意に

よる情報処理の活性化，リラクセーション反応，定位反応など諸説が検討され

ている（市井，2015）。眼球運動の効果は，REM 睡眠中に自然に起こる記憶の

整理に似ているため，当初は眼球運動に脳の自然な治癒のプロセスを動かし不

安や恐怖を軽減する「脱感作」の機能があると考えられていた。しかしその後

の研究で，認知の修正や新しい感情への気付きなどの効果が得られると分かり，

「再処理」の機能が付加された。実際の臨床では眼球運動を加えることでそれ

まで固執していた根強い否定的認知が，新しい肯定的認知へと速やかに転換し

クライエントが深く納得できることも良く起こる。眼球運動が記憶の連合作用

を促進して情報処理を促進していることが実践を通して明らかとなっている。

最近の作用機序に関する脳血流の研究では，眼球運動が感情を伴う記憶処理に

影響を与えていることが示唆されており，EMDR は眼球運動を通して扁桃体に
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作用し，恐怖条件付けを解除している可能性が指摘されている（天野，2016）。  

EMDR は，精神分析や行動療法，認知療法などを広く踏襲しており，ケース

フォーミュレーションを重視する。技法としての眼球運動ではなく，心理教育

や環境調整，準備と終了の手続きなどケース全体のプロセスを含む心理療法と

考えられている。精神分析が過去の外傷体験と無意識のプロセスを重視するの

と同様，EMDR でも過去の外傷的体験とその Nondeclarative Memory を重視

する。精神分析家から EMDR の治療プロセスは「ターボエンジンつきの自由連

想法だ」と表現されたように（遊佐，1999），EMDR は認知療法や精神分析的

側面を多く含み，速度のある療法である。この流れを「精神分析からいったん

行動療法，つまり無意識から意識，認知に治療の焦点を移し，人間の心理的プ

ロセスには焦点をあてず，観察できる行動に焦点を当てようとし，離れていた

振り子が降り戻ってきたようだ」と遊佐（2003）は表現している。  

EMDR の方法は，ケースフォーミュレーションの中で３分岐のプロトコル

（病状の土台となる過去の出来事，障害が生じている現在の状況，適切な将来

の行動に向けての未来の鋳型）に注目しながら，事例全体を見立てたうえで，

ひとつひとつの体験に対し８段階のプロセスを適用していく（表９）。十分な聞

き取りと安定化の準備を整えてようやく，トラウマ記憶の処理を扱う第３段階

に入ることができる。第３段階アセスメントにおける評価尺度としては１～７

の尺度で適応的な認知の妥当性を自己判定する「認知の妥当性（Validity Of 

Cognition，以下 VOC）」の上昇を目標に，０～１０までの尺度で出来事の苦痛

の度合いを自己判定する「主観的障害単位尺度（Sujective Unit of Distarvance，

以下 SUD）」の下降を評価しながら，ある出来事の苦痛の度合いがいまここで

０に感じられるまで脱感作を継続する。最後の第８段階は次回の面接時に行う

手続きであるが，ここまでで１つの記憶が処理されたことを意味しており，手

順に従って正しく進めることが求められる。  
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表９ EMDR の８段階 （Shapiro（2005/2015）より引用）  

第１段階： 

生育歴・病歴

の聴取  

生育歴の聴取からクライエントの準備性が整っているか，安全感を

与える要因があるかなど確認する。解離などの症状スクリーニングを

含めた病歴を聴取する。ターゲットとして扱う過去 ，現在，未来の記

憶を同定し，治療計画を立てる。 

第２段階： 

準備  

クライエントとの関係性を形成し，将来像の形成，安全な場所のエク

ササイズと資源の開発と植え付け技法などを通して，肯定的な記憶

の活性化やクライエントの安定化を進める。二重注意刺激のテストや

心理教育なども適宜実 施する。  

第３段階： 

アセスメント 

ターゲットとなる出来事の代表的な映像の同定，否定的認知・肯定

的認知の同定，認知の妥当性尺度の評価，感 情の命名，主観的障

害単位尺度の評価，身 体感覚の同定をする。  

第４段階： 

脱感作  

二重注意刺激により記 憶を再処理する。このとき，養分を与える記

憶やブロックする信念への対処や，過小・過剰アクセスへの戦略，編

み込み技法など様々な技術を要する。  

第５段階： 

植え付け 

選択された出来事に対して，より好ましい肯定的認知を植え付ける。  

第６段階： 

ボディスキャン 

身体上の不快な感覚がないか調べ，適切に処理をする。  

第７段階： 

終了  

クライエントが安定した状態で終了出来るようにする。変化や将来像

についてモニターする。 

第８段階： 

再評価  

次回において，前回からの変化やターゲット記憶を評価する。関連し

た題材で新しく処理が必 要な記憶がないかチェックする。  

子どもへの使用は成人の場合と幾つかの違いがある。Alder and Settle（2008）

は子どもの発達段階と家庭環境のアセスメントを必ず含め，言葉遣いを変えて

子どもに情動調律することを前提としている。Shapiro（1995/2004）は子ども

の場合はまず安心感を持てる環境を整え，１セッションの時間も成人は 90 分

だが，子どもの場合は 45 分ほどにし，他の治療的技法（例えば音楽や体を動か

すこと，イメージ，描画，箱庭など）の併用を推奨している。EMDR の８段階

についても第３段階の SUD に両手の広さをスケールとして表現させたり，感
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情同定に絵カードを使わせたりと目に見える具体的な表現方法の使用を認めて

いる。また，子どもには難しい肯定的・否定的認知では「言っちゃだめ」「言っ

てもいいよね」など子どもの使用した言葉をそのまま使うことも認めている。

第４段階の脱感作においては眼球運動に指人形やおもちゃの使用，両手法や楕

円運動の追視などを提案し，眼球運動の代わりに交互に振動を出す機械や，ド

ラムを叩く，セラピストとタッチをする，セラピストが身体の一部を軽くタッ

ピングする，交互に音を聞かせる，などのモダリティの使用も提案されている。

Shapiro（1995/2004）は，子どもは少ないセッションでも急速な治療効果があ

ると述べ，子どもへの使用は短いセッションで効果を上げるとした。  

 

3.2.2 精神力動的心理療法  

 精神力動的心理療法（psychodynamic therapy，力動的精神療法と訳される

場合もあるが本論文では精神力動的心理療法に統一した）は，伝統的な精神・

心理療法であり，言葉のやりとりを通して，無意識を意識化したり，自己を深

く洞察したり，気付きを促したりすることで葛藤の解決へと導くものである。

Freud などによる精神分析や，その娘 Freud, A.などによる自我心理学，Klein, 

M などによる対象関係論，Kofut, H.の自己心理学など多くの理論が含まれる。

Freud の精神分析は Jung, C.G.や Adler, A.などにも強く影響を与えており，

広義にはほとんどの精神分析的療法を含んだ概念と言える。先の ISTSS ガイド

ラインにおいても，精神力動的心理療法に，精神分析，プレイセラピー，親子

の二者関係を扱う精神療法などをいうとしており，Bowlby の愛着療法に基礎

を置いた精神療法などもその仲間とみなしている（Alicia et al.,2009）。  

１章に述べてきた通り，トラウマ治療の歴史とはまさに精神分析の歴史であ

り，その中心となる治療方法は抑圧されていたトラウマ体験を思い出すことと

されてきた。Charcot や Freud が行っていた治療とは，本人すら覚えていない

ような無意識の体験を，催眠を使って意識にのぼらせることであった。その後

Freud は「自由連想法」や「夢分析」を考案し，その身体症状や言語表現から

読み解いた解釈を与え，抑圧や投影などの様々な防衛機制を解除させることで

意識にのぼらせ除反応を起こすことに成功した。有名な症例 Anna, O.では催眠

下で過去の外傷体験を思い出したことで症状が消えたといわれる（Breuer & 
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Freud, 1985/2004）が，これは「談話療法（カタルシス法）」とされ，外傷体験

を意識化させ語ることの重要性を世に知らしめたといえる。  

一方，子どものトラウマに対する精神力動的心理療法は，子どもが症状を呈

した時には親の分析が必要だと考えられており，子どもをどう治療するのか，

まだ未確立であった（Sidori and Devies, 1988/1992）。その後，精神分析を子

どもにも取り入れた Klein による児童分析が芽吹き，同じ時期に Freud, A.も

登場して，児童精神分析の方法について議論を戦わせたといわれる。そこでは

トラウマを受けた子どもたちへ個別の心理療法の必要性は強く訴えられたが，

方法についてはプレイセラピーで表現されたものを精神分析的に観察して，考

察し，解釈を与えていくことが進められていた。そしてプレイの最中にトラウ

マ場面がテーマとなることもごく自然な流れであり Klein と Freud, A.によっ

て子どものトラウマセラピーの原型がつくられていったといえる。それはやが

て，Terr や Gil といった遊戯療法によるトラウマセラピーへと受け継がれてい

くだけでなく，Winnicott や Bowlby といった様々な児童精神分析家に影響を

与え，多くの精神分析的治療の礎となった。他にも，プレイセラピーがよりセ

ラピユーティックに構造化され，安心できる空間を提供し，非侵入的かつプレ

イフルに体系化されたセラプレイ（Jernberg, 1979/1987），子どもの体験した

感情へのワークを通して情緒的な愛着形成過程を修復する修復的愛着療法

（Levy et al., 1998/2005），子どもに修正的経験もしくは回復的経験を提供で

きるものとして注目されている。精神力動的心理療法は多くの子どもの心理療

法における基本の概念として存在してきた。  

 さらに，精神力動的心理療法は単に子どもの症状を取り除くことだけを目標

としていない。パーソナリティの一貫性や健康な発達を促進することも最終的

な目標である（Alicia, et al., 2009）。つまり，CBT や PE などのトラウマ症状

の緩和や除去を目的とする治療法とは目標が異なるため，心理療法の終結に関

しても症状緩和がゴールにならず，トラウマ体験を通してより人間的な成長を

目指すものと考えられた。  
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3.2.3 トラウマ・フォーカスト認知行動療法（TF-CBT）  

 TF-CBT は Judith A. Cohen が Mannarino, A. P.と Deblinger, E.と共に 1996

年頃から 20 年以上にわたり性虐待や複雑なトラウマを受けた子どもや青年と，

非加害の養育者に対する治療として開発したものである。TF-CBT の効果を示

した RCT 研究と，治療終結から１年が経過しフォローアップが終わったのち，

TF-CBT が複数のトラウマを経験した子どもや，治療開始時に抑うつ症状が深

刻だった子どもにも有用であることが明らかになった研究（Cohen et al., 2004; 

Deblinger et al., 2006）から，TF-CBT はトレーニングとして多くの臨床家に

受 け 入 れ ら れ て い る 。 TF-CBT は ア メ リ カ の 物 質 依 存 精 神 保 健 管 理 庁

（Substance Abuse and Mental Health Services Administration:  SAMHSA）

に認められマニュアル化された（Cohen et al., 2006/2014）。マニュアルは日本

でも厚生労働省科学研究に研究され，兵庫県こころのケアセンターなどで研修

会が開催された。またサウスカロライナ医学学校（Medical University of South 

Carolina）の提供で TF-CBT Web（https://tfcbt.musc.edu）が開発されており

無料で学ぶことができる。また，兵庫県こころのケアセンターのホームページ

には専門家が使用できる実施の手引きや，被害を受けた子どもがすぐに使うこ

とが出来る記入式ワークブックが掲載されており利用しやすい環境が整えられ

ている（http://www.j-hits.org/child/index2.html 平成 30 年 10 月 20 日参照）。 

 TF-CBT は心理社会的治療モデルに基づく要素から構成され，認知行動療法，

アタッチメント療法，人間学的心理療法，エンパワメント，家族療法の要素が

組み入れられている。また，いくつかの重要な治療要素はそれぞれの子どもや

家族に特有のニーズに合わせて柔軟に対応するようにデザインされている。１

２セッションで実施するが，その構成要素は PRACTICE という頭文字で表さ

れる以下の内容である。  

・心理教育（Psychoeducation）  

・ペアレンティングスキル（Parenting skills）  

・リラクセーション（Relaxation）  

・感情の表現と調整（Affect expression and regulation skills）  

・認知対処と認知処理（Cognitive coping skills and processing）  

・トラウマナラティブ（Trauma narrative）  
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・実生活内でのトラウマの制御（ In-vivo mastery of trauma）  

・親子合同セッション（Conjoint parent-child sessions）  

・将来の安全と発達の強化（Enhancing safety and future development）  

TF-CBT では PTSD 症状の軽減だけでなく，うつや不安を軽減することが確

認されており，そのことによって家庭や学校での対人関係を好転させることが

期待される。例えば性的逸脱行動や暴力といった行動上の問題，他人への信頼

感と社会適応力が改善するとされる。  

 

3.3 本章のまとめ  

本章では子どものトラウマ治療のガイドラインに推奨されている治療や心理

療法について調べた。心理療法の前に，安定化や心理教育，ソーシャルスキル

トレーニングや薬物療法を準備した上で，子どものトラウマに対する心理療法

として国際トラウマティック・ストレス学会によるガイドラインから，認知行

動療法，精神力動的療法，クリエイティブアートセラピー，EMDR，集団療法，

催眠療法が挙げられた。米国児童青年精神医学会によるガイドラインからはト

ラウマを解決するに特化した心理療法として TF-CBT が最も推奨された。一方，

国内で発表されたガイドラインでは，TF-CBT，長時間曝露法，EMDR がトラ

ウマに対するエビデンスを認められた心理療法であった。EMDR，精神力動的

心理療法，TF-CBT は，それぞれに方法や目的に違いがあることが明らかとな

った。現実には EMDR や CBT の実践家は少なく臨床場面ではどの心理療法を

どう使用しているのか疑問が残されており，次章は事例論文の文献展望を通し

てわが国における疾患の現状や心理療法の特徴を検討する。   
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第４章 子どものトラウマに関する研究展望  

 前章までは子どものトラウマに起因する疾患の臨床像と，子どものトラウマ

に対して推奨された心理療法について述べた。本章では文献展望を通して，わ

が国における子どものトラウマに対する現状を具体的に検討する。  

まず海外におけるこれまでの子どものトラウマ研究の流れを振り返ると，

1940 年頃から子どものトラウマを扱った研究が報告され始めた。初期には

Levy（1945）による小児の直接的観察による精神分析的研究がある。扁桃摘出

手術などの外科手術を受けた後の反応が第二次世界大戦後の兵士のトラウマ反

応に類似していることを指摘した研究である。また Bonaparte（1945）はある

40 代女性が人生早期に目撃した性的外傷性記憶を精神分析的に解釈したこと

で症状が回復した事 例を報告している。 しかし当時の論調 は Freud, A.

（Aldridge, 2014）や Carey-Trefzger（1949）のように病因や回復の要因を親

の養育態度に置いており，例えば Bloch ら（1956）は，親が災害体験をどう乗

り越えたかが子どもの不安定さに強く影響したとするなど，どのようなトラウ

マがあっても親の態度さえ安定していれば子どもに大きな影響はないと考えら

れていた（廣常ら，2005）。しかしこの考えは，大きな災害や事件に巻き込まれ

た子どもの調査研究が報告されるようになり変化した。1966 年イギリスのアバ

ーファン石炭採掘集積場で小学校が土砂に飲み込まれた事故の追跡調査

（Lacey, 1972）や，1972 年アメリカのバッファロークリークのダム崩壊で子

どもが犠牲となり（Newman, 1976），被災地域の子どもたちの追跡調査から，

災害直後は 32％にみられた PTSD が 17 年後でも 7％に残っていたとする報告

（Green et al., 1994），1976 年カリフォルニア州チャウチラでのスクールバス

誘拐事件で 23 人の被害児童がパニック発作や人格変化を示し，悪夢を訴え

PTSD になったとの報告（Terr, 1979）などが有名である。やがて 1980 年の

DSM-Ⅲにより PTSD の診断基準が示され Eth & Pynoos（1985）が発表される

など，子どもへの言及は次第に増加した（清水・野田，2000）。これらの災害や

事件によるトラウマ研究に子ども虐待の医学的臨床像に関する研究が加わり，

人格形成に不可逆的影響を与えるとする「複雑性 PTSD（Harman, 1997/1999）」

や，「発達性トラウマ障害（van der Kolk, 2005）」の概念に継承され，Teicher

ら（2003）による神経心理学的の発展へとつながった。現在は，van der Kolk 
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と D ’Andrea ら（2012）による ADHD の症状と慢性の虐待的環境に育つ子ども

に現れる症状の類似性の指摘や，発達の中で受けるトラウマが子どもの脳や対

人 関 係 の 発 達 と ど う 関 係 す る の か 解 明 す る 「 対 人 関 係 神 経 生 物 学

（ Interpersonal neurobiology）（Siegel, 2001）」（藤本，2008）など，他分野

の研究と混じり合いながら発展しているといえる。  

 

4.1 子どものトラウマに関する文献展望  

わが国においてはトラウマという概念そのものが導入されてまだ歴史が浅く，

国立情報学研究所論文データベース（以下，CiNii）でみると，吉田（1909）が

最古であるが詳細は不明であり，入手可能な最古の文献は谷田貝ら（1973）に

よる子殺し事例を新聞記事から収集した調査である。その後しばらく研究は途

絶え，ようやく森山（1990）に PTSD の歴史が発表されるが，近藤（2011）に

よると三宅（1993）による三宅島噴火後の調査報告が初期に子どもの PTSD を

紹介した文献の１つとされる。その後，わが国の子どものトラウマ研究を牽引

した西澤（1994）が海外で学んだ虐待に関する知識を啓蒙し，また藤森（1999）

は自身の体験した北海道南西沖地震後の子どもの報告に加え，災害，非行，犯

罪被害，いじめなどテーマごとの識者による子どもの心のケアを初めて書籍化

し，実用的で利便性の高い内容を示した。1994 年には「日本子どもの虐待防止

研究会（現，一般社団法人日本子ども虐待防止学会）」が発足するなど，わが国

における子どものトラウマ研究は 1990 年頃からが黎明期と捉えられる。  

本節ではこれ以降のわが国における子どものトラウマ研究の詳細を明らかに

することを目的とし以下に文献展望を行った。  

 

4.1.1 方法  

まず，CiNii を利用し「子ども×トラウマ」をキーワードに論文を検索し 212

編を抽出し研究数の推移を調べた（平成 28 年 4 月 9 日検索）。  

次に，CiNii を利用し子どもの心のケアや子どものトラウマを特集した雑誌

を検索し，どのような特集が増加しているか調べた。  

さらに，研究が活発となった 2000 年以降の文献に絞るため 2000 年以前の文

献（西澤，1995; 1996; 1997b; 1997c; 1999，Terr・武笠，1999，上村，1999）
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を除外した 212 編を対象とし内容を分析した。わが国はトラウマと PTSD の用

語の使用が混在して研究されている傾向があるため「子ども×PTSD」のキーワ

ード検索で得られた 113 編（平成 28 年年 4 月 27 日検索）から，「子ども×ト

ラウマ」と重複した 27 編を除く 86 編も対象に含め，合計 298 編を分析の対象

とした。  

内容のカテゴライズに関して，「災害関連」と「虐待関連」は最も大きなカテ

ゴリーと考えられ，Terr の提唱したタイプⅠとタイプⅡのトラウマとしても分

類が可能である。そこで「災害・被災・震災」などのキーワードがタイトルに

含まれる文献をカテゴリー「災害」と分類し，「虐待・児童養護・DV」などの

キーワードがタイトルに含まれる文献をカテゴリー「虐待」と分類した。なお，

「学校におけるトラウマ災害支援」のようなタイトルは「災害」の分類とした。  

同様に，書評や翻訳，解説，紹介を目的とした「概論」，治療方法や手順に関

する話題を扱う「治療論」，学校や教師に関する話題を扱う「学校」，病院や疾

患に関する話題を扱う「病院」，発達障害に関する話題を扱う「発達障害」，こ

れらに分類されない「その他」に分類した。  

 

4.1.2 結果  

文献数の結果を図２にまとめた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ CiNii による「子ども×トラウマ」の文献数の推移  
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次に近年の雑誌に特集されている内容を表１０にまとめた。  

表１０ 子どものトラウマと心のケアを特集した主な雑誌  

雑誌名  刊行年  巻号  特集タイトル  

世界の児童と母性  1999 47 「子ども虐待と心のケア」  

コミュニティ心理学研究  2002 5 巻 2 号  「トラウマを受けた子どもたちおよび家

族への支援」  

へるす出版生活教育  2003 47 巻 1 号  「虐待する母親と虐待される子どものこ

ころのケア」  

トラウマティック・ストレス  2005 3 巻 2 号  「子どものトラウマ」  

治療  2005 87 巻 12 号  「虐待のプライマリ・ケア  子ども虐待・

DV・高齢者虐待」  

トラウマティック・ストレス  2008 6 巻 1 号  「子どもの虐待」  

トラウマティック・ストレス  2011 9 巻 1 号  「施設保護を受けた子のトラウマ」  

トラウマティック・ストレス  2011 9 巻 2 号  「東日本大震災－１」  

トラウマティック・ストレス  2012  10 巻 1 号  「東日本大震災－２」  

こころの科学  2012 165 号  「トラウマ」  

日本社会精神医学会雑誌  2015 24 巻 1 号  「子どものトラウマ回復の治療戦略」  

子どもの心と学校臨床  2015 13 巻  「学校コミュニティと学校トラウマへの

支援」  

発達  2016 37 巻 145 「子どものトラウマのケアとレジリエン

ス」  

精神科  2016 29 巻 4 号  「子どものトラウマ的ストレス」  

子どもの虐待とネグレクト  2016 18 巻 2 号  「戦争体験と子ども虐待」  

子育て支援と心理臨床  2016 11 「東日本大震災から 4 年：子どもと保護者

のストレスとトラウマ」  

そだちの科学  2017 29 「発達障害とトラウマ」  
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さらに子どものトラウマに関する文献の主なテーマを分類し表１１に示した。 

表１１ 子どものトラウマ研究 298 編の主なテーマ  

テーマ  文献数  主な研究（主な研究論文を抜粋）  

虐待関連  85 編  

（約 29％）  

西澤（ 2000），藤森（ 2000），小西（ 2001），森田（ 2003），奥山（ 2005），

玉井（ 2006），澤田ら（ 2007），酒井ら（ 2007），森田（ 2008），青木（ 2008），

杉山（ 2008b），森（ 2011），増沢（ 2016），鈴木（ 2016），など  

災害関連  64 編  

（約 21％）  

久留ら（ 2003），田中（ 2012），冨永ら（ 2012），松丸（ 2012），渡部（ 2013），

八木（ 2013），本間ら（ 2014），田中（ 2014），菊池（ 2016），など  

概論  33 編  

（約 11％）  

花田（ 2002），福田ら（ 2002），田中（ 2003），廣常（ 2004，2005），亀岡（ 2011），

新村（ 2015），など  

治療論関

連  

30 編  

（約 10％）  

冨永（ 2002），村本（ 2002），大河原（ 2004），伊東（ 2006），正木ら（ 2007），

田中（ 2008），楢原ら（ 2010）浅野（ 2011），國吉（ 2011），亀岡（ 2012），

高田（ 2012），元村（ 2013a），中村ら（ 2015），など  

学校関連  20 編  

（約 6％）  

中井（ 2001），岩切ら（ 2005），藤森（ 2005），礒邊（ 2008），ト部（ 2012），

村山（ 2015），など  

病院関連  19 編  

（約 6％）  

横手（ 2004），合田ら（ 2003），井伊（ 2010），舟橋（ 2011），飯塚（ 2013）

星野（ 2013），佐藤（ 2013），など  

発達障害

関連  

6 編  

（約 2％）  

杉山（ 2008a），田中（ 2009），友田（ 2012a），丸山ら（ 2015）など  

その他  41 編  

（約 14％）  

長尾ら（ 2004），斉藤ら（ 2005），飛鳥井（ 2006），小田（ 2006），白川（ 2008），

藤本（ 2008），舟橋（ 2010），西（ 2011），藤川（ 2012），友田ら（ 2016），

など  

 

4.1.3 考察  

図２からわが国においても子どものトラウマ研究は増加傾向にあると示され

た。CiNii による「子ども×トラウマ」の検索結果 212 編を「子どものトラウ

マ」論文と仮定し，同じく CiNii で「トラウマ」の検索結果 1653 編（平成 28

年 4 月 9 日検索）を，成人を含めたトラウマ研究の総数と仮定すれば，「子ど

ものトラウマ」文献は全体の約 12.8％の研究規模といえ，わが国においては子
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どもを対象に絞った研究は成人に比べるとまだ少ないといえる。  

表１１から，およそ 2000 年以降は多くの雑誌で子どものトラウマが特集・

テーマとされた状況が示された。歴史上の災害も連動し，災害によるトラウマ

研究が注目され研究の発展期を迎えたといえる。わが国は地理的にも地震によ

る災害被害が多く，被害の大きかった 1995 年の阪神淡路大震災，2011 年の東

日本大震災では多数の子どもたちが犠牲となった。2016 年の熊本地震は記憶に

新しく，被災した子どもが新聞やマスメディアに大きく取り上げられた。また，

社会的衝撃の大きい子どもの被害事件では 2001 年の池田小学校事件があり，

子どもの PTSD が注目されるきっかけとなった。現在では子どもが被害者とな

る事件・事故や，子どものいじめや自殺などの報道において「子どもの心のケ

アに心の専門家を」等の文言が当たり前となった。これら時代の流れの中で，

米国に本部を置く ISTSS の連携組織である，日本トラウマティック・ストレス

学会（JSTSS）が 2002 年に設立され，トラウマ研究が活発になったことは追

い風となった。学会活動には，2006 年に結成された国際トラウマ解離研究学会

の日本におけるコンポーネントグループによる解離の研究，心理療法を研究す

る学術団体として 1976 年以降の日本行動療法学会（2014 年に日本認知・行動

療法学会と改称）による，持続エクスポージャーやトラウマ・フォーカスト認

知行動療法などの心理療法研究が活発となった。また，日本 EMDR 学会は 1996

年に設立し，2006 年以降は日本人トレーナーによるトレーニングを実施した。

2000 年以降は子どものトラウマに関心が集まり，議論できる学会活動の場が増

えてきたといえる。  

表１２から得られたわが国の研究内容の特徴を，以下に a)～g)の観点で考察

する。  

a) 「虐待関連」や「災害関連」の研究は合わせると全体の半数（ 50％）を占め

最も研究数が多いことが示された。虐待関連は主に児童養護施設など社会的養

護分野での取り組みを多く含んでいた。また災害関連は，わが国に起こる災害

後の状態を報告するものや，公衆メンタルヘルスケアの視点から災害後のトラ

ウマケアの取り組みを含んでいた。  

b) 「概論」のように海外の研究を紹介する文献は約 11％と多く，未だ研究の

多くが導入段階であることを示す。  
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c) 「治療論関連」の研究は約 10％であり，トラウマに特化した治療法である

TF-CBT や EMDR，トラウマインフォームドケアだけでなく，音楽療法や性暴

力治療教育プログラム，親子・家族治療，動作法などの実践や，治療法の概論

なども扱われていた。  

d) 「学校関連」は 6％であるが，いじめとトラウマをテーマとするものが含ま

れた。岩切（2002）はいじめがトラウマになることは十分ありうるとしたうえ

で，いじめでのトラウマは客観的な事実より主観的な認知に注目した方がよい

という。出来事基準を満たさないような対人トラブルが学校には多く，それを

子どもがどうとらえたかによっては PTSD 様の症状を示す例があるといえる。 

e) 「病院関連」は疾患に伴うトラウマ研究で約 6％である。小児がんなどの生

命を脅かしかねない疾患に罹り，苦痛を伴う検査や治療を反復して受けなけれ

ばならない体験の報告がなされ，この PTSD を「医療 PTSD」と表記するまで

になった（上別府，2003）。永田ら（2005）は，小児がんの罹病に伴う闘病体

験を外傷的出来事とした PTSD についてレビューし，結果として患児の家族に

比較的効率に PTSD がみられ，両親の心理社会的状態が子どもに影響を及ぼす

ことなどが指摘された。さらに泉ら（2008）は，小児がん患児の両親に生じる

PTSD 症状の予測因子となり得るものとして，特性不安（親の不安になりやす

さ）と生命危険性の主観的評価（子どもの生命の危険性を感じやすいこと）で

あるとした。医療 PTSD と親の精神状態は密接な関係として研究されることが

示された。  

「学校関連」や「病院関連」といった子どもの生活する場所での研究は合わ

せて約 12％を占める。これはわが国の子どものトラウマが学校や病院で多く発

見され，強い関心が払われていることを示唆するものと思われる。  

f) 「発達障害関連」の文献数は 2％と少ないものの，研究が増えつつある分野

である。この分野の先駆者は杉山（2008a）による発達障害と子どもの心的トラ

ウマの関係を示唆した研究であり多くの研究に影響を与えている。  

発達障害は養育する親にとって学習面や生活面で繰り返し指導をしなくては

ならないことで焦りや怒りを生じさせ，子どもへの過剰なしつけが虐待に発展

することがあるという（小野，2014）。さらに遺伝的特性が家族集積する可能性

があり，発達障害の子どもの家族には発達障害を認める可能性が高い（Virkud 
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et al., 2009）。このことから，養育者が発達障害を有している場合も同様に，

育児行動が適切に取れないことで子どもへのマルトリートメントにつながるこ

とが危惧される。また子どもの側にもトラウマを受けやすい素地がある。丸山・

吉川（2015）は，感覚の過敏性や養育者との関係，社会的コミュニケーション

の苦手さなどがトラウマにつながると指摘する。例えば養育者との関係では，

子どもが笑わない，物に執着する，不安にさらされても親にすがらないなど養

育者の戸惑いや傷つきによって愛着の形成を阻害することが指摘できる。発達

障害の子どもは出来事基準に該当しない日常的なストレス体験であっても多彩

なトラウマ症状を呈することは少なくないとされ（大塚ら，2016），聴覚過敏性

により大きな声で叱る場面がトラウマとなったり，コミュニケーションの問題

がいじめのトラウマとなったり，記憶の特性，認知の仕様などもトラウマ記憶

として残りやすいことが指摘されている（杉山，2017）。さらに子ども虐待が発

達障害の憎悪因子であることも明らかとなっている。トラウマを受けて育つ子

どもが愛着障害を来たし，のちに発達障害のような症状を呈することが示され

（杉山，2017），「発達障害」と「トラウマ」の関連は，臨床現場においても重

要な視点として今後一層の研究が期待される。  

g) 「その他」は 14％であるがレジリエンス研究や支援活動報告やコミュニテ

ィ予防学，戦争とトラウマ体験の特集，トラウマの程度を測定する尺度研究，

神経生物学的研究などが含まれている。中でも友田（2012b，2016）は Teicher

に学び，児童虐待によって海馬や視覚野に形態的変化が起こる神経生物学的研

究をわが国に初めて伝えた先駆者である。ストレスを受けた脳はダメージから

の回復に大量のコルチゾルを分泌するが，長期的多量のコルチゾル分泌は海馬

を破壊する。また恐怖に対し扁桃体が過活動となると，キンドリングという神

経細胞の発火現象が起きる。これが繰り返すことで神経細胞がより刺激に反応

しやすくなるとされ，これがトラウマを受け続けた脳の視覚，聴覚，身体感覚

に関わる部分が少しの刺激にも敏感に反応するようになる理由であるとする。

このキンドリングは幼い脳ほど起こしやすく，したがって幼いころからトラウ

マを受け続けた子どもの脳はストレスに脆弱になるとされた（友田・藤澤，

2018）。  
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4.2 子どものトラウマに起因する疾患に関する事例論文の文献展望  

4.2.1 子どもの PTSD に関する事例論文の文献展望  

 子どもの PTSD が認められて 30 年以上が経過した。海外の文献に関しては

PubMed において「PTSD×children and adolescents」をキーワードに抽出さ

れた 3787 編をみても図３の通り研究数の増加は明らかである（平成 28 年 4 月

9 日検索）。  

 

図３ PubMed による PTSD 研究数の推移  

海外における研究数は 2013 年をピークにやや下降に転じている様子も伺え ,

堅実に積み上げられてきたが近年ひと段落ついた状態と考えられた。一方，わ

が国における子どもの PTSD の研究は前節に述べた通り未だ発展途中であり，

どのような子どもにどのような症状が現れ，どのような治療が選択されており

予後はどのようであったか，など実態の全容に対する研究はない。  

本節ではわが国における子どもの PTSD の事例論文に関する文献展望を通し

て，その実態と課題を明らかにすることを目的とする。  

 

4.2.1.1 方法  

国内の文献は CiNii と医中誌（特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会が作

成した国内医学論文情報インターネット検索サービス）を利用し「PTSD×子ど

も」をキーワードに論文を検索した。結果として，CiNii から 127 編（平成 28
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年 4 月 27 日検索），医中誌からは症例報告に絞って検索し 37 編（平成 26 年 9

月 19 日検索）を抽出した。そのうち心理学的な事例研究論文として PTSD ま

たは急性ストレス障害（以下，ASD）と診断された事例論文 20 編に絞り，そこ

で扱われている 22 事例を分析の対象とした。また，臨床心理学において事例

研究を中心とした「心理臨床学研究」の 1999 年から 2015 年までを調べ，事例

中に子どもの PTSD または外傷後ストレス障害と記載がある論文からの 4 事例

を含め，26 事例を対象として分析をした。尚，「子ども」とは 18 歳以下とした。  

まず，論文を年代ごとに分類し，基本情報として「初診時年齢」「性別」，第

2 章の脆弱性や予後にあるように家族背景や発達歴，母親の精神状態などを調

査するために受診前の記述における「家族背景」「前駆となる外傷体験の暴露」

「発達歴，性格特徴」「生活史上のトラウマエピソードと受診までの期間」，症

状の記述にある「診断時の主症状の概要と分類」，そして治療後の記述として

「治療の場」「治療形態および主な治療技法」「治療期間」「転帰」を抽出項目と

した。治療期間について記載がないものは「不明」としたが，記述から計算で

きるは筆者が算出した。治療の「転帰」は，治療記述の終わり方の表現が症状

の軽快や社会復帰のみられるものは「良好」としカッコ内に残遺症状を記した。

その他，治療が続いているものは「治療継続」，内容からは判断ができない，或

いは転帰が曖昧であるものは「不明」に分類した。  

 

4.2.1.2 結果  

表１２に結果の一覧を示す。  
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表１２ 子どもの PTSD に関する文献  
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校

。頭
の

中
が

事
故

の
こ

と
で

占
め

ら
れ

る
。睡

眠
障

害

と
不

眠
、悪

夢
。自

分
を

責
め

る
罪

悪
感

、う
つ

感
情

。

A, B, C

小 児 科

本
人

へ
の

心
理

教

育
、認

知
や

感
情

の
自

己
理

解
、行

動
療

法
、薬

物
療

法

１回
良

好
(二

週

間
後

)

基
本

情
報

報 告 者 （ 年 ）

症
状

の
記

述

A：
再

体
験

（反
復

的
、不

随
意

的
、侵

入
的

で
苦

痛
な

記
憶

。再
演

す
る

遊
び

。

反
復

的
で

苦
痛

な
夢

。出
来

事
が

再
び

起
こ

っ
て

い
る

よ
う

に
感

じ
る

、ま
た

は

そ
の

よ
う

に
行

動
す

る
解

離
症

状
、フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
）

B：
回

避
（出

来
事

に
関

連
す

る
刺

激
の

持
続

的
回

避
、ま

た
は

心
的

外
傷

的
出

来
事

に
関

連
し

た
認

知
と

気
分

の
陰

性
の

変
化

、活
動

の
減

退
、引

き
こ

も
り

、

分
離

不
安

）

C：
過

覚
醒

（人
や

者
に

対
す

る
攻

撃
性

、い
ら

だ
た

し
さ

と
激

し
い

怒
り

、過
度

の

警
戒

心
、過

剰
な

驚
愕

反
応

、集
中

困
難

、睡
眠

障
害

）

D:
身

体
症

状
、身

体
化

受
診

前
の

記
述

発
達

歴
、性

格
特

徴
家

族
背

景
事 例

初 診 時 年 齢

性 別

前
駆

と
な

る
外

傷
体

験
の

暴
露

治
療

後
の

記
述

転 帰

生
活

史
上

の
トラ

ウ
マ

エ
ピ

ソ
ー

ド
、受

診
ま

で

の
期

間

治 療 の 場

治
療

形
態

お
よ

び

主
な

治
療

技
法

治 療 期 間
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  4
奥

山
ら

（1
99

9）

3
女

発
達

に
問

題
な

し
。

父
と

乗
っ

て
い

た
車

が
バ

イ
ク

と
衝

突
。

相
手

は

本
児

の
い

る
助

手
席

め
が

け
て

ぶ
つ

か
り

窓
ガ

ラ
ス

は
粉

々
に

な
り

、
相

手
は

跳
ね

上
げ

ら
れ

道
路

に
た

た
き

つ
け

ら
れ

て
意

識
不

明
。

直
後

父
は

相
手

の
介

抱
を

し
本

児
は

車
内

に
一

人
。

事
故

後
１

０
日

で
受

診
。

一
日

に
数

回
の

嘔
吐

。
夜

間
や

昼
寝

の
途

中
に

突
然

起
き

て
「怖

い
、

怖

い
」と

叫
ぶ

。
母

か
ら

離
れ

ら
れ

な
い

。
「車

ポ
ー

ン
」な

ど
と

限
界

の
あ

る
言

語
能

力
を

駆
使

し
て

事
故

の
こ

と
を

伝
え

、
興

奮
し

、
激

し
く

啼
泣

し
た

。

B
,

C
,

D

小 児 科

遊
戯

療
法

（ト
ラ

ウ

マ
ワ

ー
ク

）

不
明

良
好

(一
ヶ

月
後

身
体

症
状

は
消

失
、

２
ヶ

月

後
分

離
不

安
と

夜
間

覚
醒

や
わ

ら
ぐ

)

5
竹

中
ら

(1
99

9)

11
女

母
、

本
児

以
外

は

記
載

な
し

。
母

は
不

安
を

感
じ

や
す

い
。

同
じ

頃
に

祖
母

が
他

界
し

、
死

に
対

す
る

恐
怖

を
よ

り
一

層
感

じ
て

い
た

。

不
安

を
感

じ
や

す

い
性

格
。

O
-1

57
食

中
毒

。
回

復
か

ら
２

～
３

ヶ
月

は
元

気

だ
っ

た
が

、
給

食
再

開
後

も
な

ま
も

の
や

給
食

を

拒
否

、
発

熱
腹

痛
を

繰
り

返
し

た
た

め
受

診
。

O
-1

57
報

道
に

過
敏

に
反

応
。

台
湾

で
の

豚
コ

レ
ラ

感
染

症
の

報
道

後
に

豚
肉

が
食

べ
ら

れ
な

く
な

っ
た

。
発

熱
や

腹
痛

あ
り

。

B
,

D

小 児 科

行
動

療
法

的
脱

感

作

不
明

良
好

6
竹

中
ら

(1
99

9)

10
女

母
と

本
児

、
祖

母

の
記

載
の

み
で

あ

と
は

不
明

。
母

も
不

潔
や

清
潔

に
極

度

に
過

敏
。

O
-1

57
食

中
毒

。
食

中
毒

症
状

は
軽

微
で

あ
っ

た
が

、
祖

母
が

二
次

感
染

に
伴

う
腸

炎
で

尿
毒

症
を

合
併

し
IC

U
入

院
。

本
児

は
給

食
や

な
ま

も
の

は
全

く
受

け
付

け
ず

、
ス

ー
パ

ー
の

肉
売

り
場

に

近
づ

く
と

冷
や

汗
や

顔
面

蒼
白

、
腹

痛
の

増
強

エ
ピ

ソ
ー

ド
を

繰
り

返
し

た
。

医
療

施
設

に
搬

送
さ

れ
る

ニ
ュ

ー
ス

を
み

て
不

眠
、

驚
愕

な
ど

の
精

神
症

状
。

入
院

中
の

祖
母

の
イ

メ
ー

ジ
か

ら
一

切
病

院
に

来
院

で
き

ず
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

施
設

に
通

所
す

る
。

B
,

C
,

D

心 理 療 法 施 設

不
明

不
明

治
療

継
続

7
竹

中
ら

(1
99

9)

8
男

母
、

本
児

の
記

載

の
み

。
母

も
強

迫

的
な

ほ
ど

清
潔

不

潔
に

過
敏

で
日

常

生
活

に
も

支
障

。

精
神

科
通

院
歴

も

あ
る

。

O
-1

57
食

中
毒

。
回

復
後

約
半

年
は

元
気

。
外

出
先

で
買

っ
た

弁
当

が
食

べ
ら

れ
な

い
と

泣
き

出
し

、
７

か
月

後
か

ら
給

食
拒

否
。

学
校

に
箸

な
ど

を
お

け
ず

、
密

封
し

た
割

り
ば

し
で

な
い

と
食

事
が

食
べ

ら

れ
な

い
。

母
の

付
き

添
い

な
し

で
は

登
校

で
き

ず
母

が
体

調
を

崩
す

と
不

登

校
。

テ
レ

ビ
の

ニ
ュ

ー
ス

で
医

療
的

騒
動

が
あ

る
と

体
の

震
え

が
止

ま
ら

ず

不
眠

、
腹

痛
を

訴
え

、
清

潔
不

潔
に

極
度

に
過

敏
と

な
る

。

B
,

C
,

D

小 児 科

遊
び

を
通

し
た

カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

、
母

面
接

９
ヶ

月

後

良
好

(約

９
ヶ

月
後

か
ら

登
校

再
開

)

8
竹

山
ら

（2
00

0）

3
男

母
、

兄
、

姉
、

本
児

の
４

人
家

族
。

父
は

本
児

が
乳

児
の

こ

ろ
に

離
婚

。
兄

は

仕
事

で
別

居
。

家

族
関

係
は

良
好

。

幼
児

期
の

両
親

の

離
婚

と
、

経
済

的
困

窮
、

夜
間

の
母

親
不

在
、

阪
神

淡
路

大
震

災
被

災
、

な
ど

の
度

重
な

る
対

象
喪

失

経
験

あ
り

人
懐

こ
く

育
て

や
す

い
子

。
保

育
所

で
も

適
応

良
好

。

夜
間

、
母

が
本

児
を

残
し

て
自

動
車

か
ら

離
れ

た
時

に
他

車
に

追
突

さ
れ

、
加

害
者

は
闘

争
。

本
児

は
助

手
席

か
ら

転
落

し
ダ

ッ
シ

ュ
ボ

ー
ド

で

頭
部

打
撲

。
救

急
搬

送
時

の
X

線
・脳

波
は

異

常
な

し
。

事
故

後
８

日
目

で
受

診
。

事
故

直
後

の
頭

痛
嘔

吐
は

２
～

３
日

で
消

失
。

無
表

情
で

何
も

話
せ

な
い

状

態
が

数
時

間
持

続
。

事
故

を
契

機
に

夜
驚

、
入

眠
困

難
・中

途
覚

醒
、

自
動

車
や

暗
闇

に
対

す
る

恐
怖

、
母

子
分

離
不

安
な

ど
の

退
行

現
象

。
登

園
拒

否
。

B
,

C

小 児 科

本
児

は
プ

レ
イ

セ

ラ
ピ

ー
、

母
は

カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

２
年

３
ヶ

月

良
好

9
角

野

（2
00

1）

16
男

父
、

母
、

姉
２

人
の

６
人

家
族

。
父

は
自

営
業

、
母

は
主

婦
。

放
任

主
義

で
干

渉

な
し

。
両

親
が

新
興

宗
教

の
信

者
。

中
３

の
冬

、
家

の
ガ

レ
ー

ジ
で

大
工

仕
事

中
に

ス

ト
ー

ブ
を

つ
け

た
と

こ
ろ

揮
発

し
た

ガ
ソ

リ
ン

に

引
火

し
爆

発
。

二
度

の
皮

膚
移

植
に

よ
る

強
烈

な
痒

み
か

ら
不

眠
、

焦
燥

感
、

苛
立

ち
が

あ
り

精

神
科

受
診

。

夜
間

の
掻

痒
感

に
よ

る
不

眠
、

イ
ラ

イ
ラ

、
焦

燥
感

。
母

親
に

夜
通

し
背

中
を

た
た

く
作

業
を

強
い

て
お

り
、

苛
立

ち
か

ら
母

親
へ

の
攻

撃
性

を
強

め

た
。

学
校

で
喧

嘩
を

す
る

こ
と

も
増

え
た

。

C
精 神 科

薬
物

療
法

、
描

画

（自
由

画
）

約
８

ヶ

月

良
好
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 10
高

橋

(2
00

2)

小
４

(1
0)

女
両

親
、

本
児

の
記

載
は

あ
る

が
他

は

不
明

。
家

族
関

係

は
安

定
。

情
緒

的
な

問
題

は

な
い

。

下
校

途
中

、
普

段
は

仲
の

良
く

な
い

同
級

生
か

ら
溝

の
中

の
ボ

ー
ル

を
取

る
よ

う
頼

ま
れ

た
。

仕
方

な
く

応
じ

た
と

こ
ろ

手
の

上
に

重
い

金
属

製

の
蓋

を
落

と
さ

れ
手

指
に

重
傷

を
負

い
、

手
術

と
２

週
間

の
入

院
を

要
し

た
。

事
故

後
８

ヶ
月

経

過
し

て
も

負
傷

し
た

場
所

へ
の

恐
怖

感
の

た
め

通
学

路
を

利
用

で
き

ず
、

精
神

科
に

受
診

。

入
院

中
か

ら
不

眠
、

悪
夢

が
出

現
し

た
。

退
院

後
も

整
形

に
通

院
し

て
い

た

が
、

処
置

を
受

け
た

医
院

を
見

る
と

つ
ら

い
、

テ
レ

ビ
の

残
酷

な
場

面
を

見

る
と

泣
く

、
悪

夢
に

う
な

さ
れ

る
な

ど
持

続
。

目
撃

し
て

い
た

同
級

生
が

「見

て
い

な
い

」と
発

言
を

翻
し

た
こ

と
、

近
く

に
い

た
人

が
救

急
車

を
呼

ん
で

く

れ
な

か
っ

た
こ

と
な

ど
に

憤
り

を
感

じ
て

い
た

。
再

手
術

の
可

能
性

が
あ

る
こ

と
も

心
配

。
金

属
製

の
蓋

を
見

る
こ

と
を

嫌
が

る
。

A
,

B

精 神 科

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
、

箱
庭

療
法

約
5か

月
（計

算
す

る

と
約

18

週
）

良
好

11
上

別
府

（2
00

3）

10
男

両
親

、
姉

２
人

、
本

児
、

弟
の

６
人

家

族
。

母
は

不
安

が

高
ま

り
や

す
い

。

２
歳

７
か

月
で

急
性

白
血

病
発

症
、

退
院

後
し

ば
ら

く
夜

驚
。

６

歳
児

に
誘

拐
未

遂

に
遭

い
ト

イ
レ

な
ど

に
一

人
で

行
け

な
く

な
っ

た
。

８
歳

白
血

病

の
再

発
。

自
由

な
欲

求
は

統

制
す

る
性

格
。

大

人
び

て
非

常
に

他

者
配

慮
的

。

９
歳

時
に

１
１

カ
月

の
長

期
入

院
。

こ
の

間
に

骨

髄
移

植
を

し
た

。
経

過
は

順
調

だ
っ

た
が

退
院

後
約

１
年

た
っ

て
も

精
神

不
安

が
続

い
た

た
め

受

診
。

入
院

中
か

ら
「ベ

ッ
ド

が
揺

れ
て

い
る

」と
怖

が
っ

た
り

悪
夢

の
訴

え
。

中
途

覚
醒

し
悲

鳴
を

あ
げ

る
。

一
人

に
な

る
こ

と
を

回
避

す
る

。
過

度
な

警
戒

心

と
過

剰
な

驚
愕

反
応

。

A
,

B
,

C

病 院 精 神 科

本
児

の
遊

戯
療

法
、

描
画

、
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

。
母

は
ガ

イ
ダ

ン
ス

２
年

６

カ
月

良
好

12
伊

藤

(2
00

4)

8
男

両
親

と
本

児
の

３

人
。

父
は

刑
務

所

に
服

役
中

で
７

年

間
不

在
。

重
症

黄
疸

で
光

線

療
法

施
行

。
発

達

に
遅

れ
な

し
。

青
信

号
で

横
断

歩
道

を
自

転
車

で
横

断
中

、
左

折
車

と
衝

突
。

全
身

打
撲

と
擦

過
傷

の
み

で
外

来
通

院
と

な
っ

た
が

事
故

か
ら

２
週

間
後

受
診

。

夜
間

覚
醒

し
う

な
り

な
が

ら
手

足
を

ば
た

つ
か

せ
、

「怖
い

よ
、

マ
マ

」と
泣

く
、

聞
き

取
り

に
く

い
言

葉
で

ぶ
つ

ぶ
つ

話
す

、
夜

驚
と

夜
尿

。
悪

夢
に

対
す

る
恐

怖
で

入
眠

が
怖

い
、

す
ぐ

に
覚

醒
す

る
睡

眠
障

害
。

学
校

で
急

に
ふ

さ
ぎ

込
む

。
横

断
歩

道
を

渡
れ

な
い

。

A
,

B
,

C

小 児 科

薬
物

療
法

約
１

か

月
で

症

状
改

善

し
６

カ

月
で

終

診

良
好

13
中

島

(2
00

4)

18
女

両
親

、
妹

の
４

人
家

族
。

小
・中

で
い

じ
め

、
高

校
で

は
長

期
の

悪

戯
電

話
を

さ
れ

た
。

父
は

本
人

を
溺

愛
。

母
は

自
分

本

位
、

妹
は

自
由

奔

放
。

両
親

に
心

配

を
か

け
た

く
な

く
て

話
し

て
い

な
い

小
１

の
と

き
居

住
し

て
い

た
団

地
エ

レ
ベ

ー
タ

ー

内
で

若
い

男
性

か
ら

身
体

や
性

器
へ

の
悪

戯
を

被
る

。
泣

き
叫

ぶ
も

誰
か

ら
も

助
け

て
も

ら
え

ず

以
来

男
性

へ
の

恐
怖

心
が

強
く

人
の

目
が

気
に

な
る

。
男

性
不

信
が

留
学

な
ど

将
来

の
夢

に
支

障
を

き
た

す
こ

と
か

ら
学

生
相

談
室

に
相

談
。

男
性

が
恐

く
て

好
き

に
な

れ
な

い
。

自
殺

願
望

が
あ

る
。

B
相 談 室

イ
メ

ー
ジ

療
法

（壺

イ
メ

ー
ジ

、
夢

）

1年
8ヶ

月

良
好

(男
性

恐
怖

は
男

性
嫌

悪
程

度
に

継
続

)

14
中

津
ら

(2
00

4)

14
男

両
親

と
本

児
の

３

人
。

父
は

ト
ラ

ッ
ク

う
運

転
手

、
母

は

専
業

主
婦

。

几
帳

面
、

積
極

的
、

負
け

ず
嫌

い
な

性

格
。

級
友

か
ら

遊
び

に
誘

わ
れ

て
行

く
と

、
「む

か
つ

く
」と

言
わ

れ
腕

や
腹

部
胸

部
を

蹴
ら

れ
両

橈
骨

骨
折

。
被

害
か

ら
約

３
か

月
後

に
小

児
科

に
入

院
。

恐
怖

感
が

続
き

、
家

に
鍵

を
か

け
、

誰
か

が
家

を
訪

ね
る

と
奥

に
隠

れ
る

。

食
欲

が
低

下
し

元
気

が
な

く
な

る
。

学
校

で
過

ご
す

こ
と

が
で

き
な

い
。

嘔
気

の
た

め
夜

眠
れ

ず
。

腹
痛

や
下

痢
。

B
,

C
,

D

小 児 科

薬
物

療
法

入
院

治
療

T
FT

(T
ho

ug
ht

Fi
el

d 
T

he
ra

py
)

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ

約
3か

月
半

で

退
院

良
好

(外
出

時
の

不
安

や
嘔

気
は

残
る

)

15
中

津
ら

(2
00

4)

12
男

両
親

、
祖

父
母

、
曾

祖
母

、
弟

、
妹

の
８

人
家

族
。

明
る

く
ま

じ
め

な
性

格
。

学
校

の
昼

休
み

に
い

き
な

り
友

達
に

体
を

持
ち

上
げ

ら
れ

頭
か

ら
落

と
さ

れ
、

頭
部

と
後

頚
部

を

打
撲

し
た

。
夕

方
よ

り
嘔

吐
が

あ
り

救
急

外
来

に
て

頸
部

捻
挫

と
診

断
。

１
週

間
ほ

ど
休

ん
で

登
校

し
た

ら
、

加
害

児
童

ら
か

ら
無

視
さ

れ
る

よ

う
に

な
り

症
状

憎
悪

。
発

熱
、

下
痢

、
食

欲
低

下
、

嘔
吐

に
よ

り
入

院
。

嘔
気

と
食

後
の

嘔
吐

が
続

き
、

時
に

腹
痛

、
下

痢
を

伴
っ

た
。

加
害

児
童

の

親
が

見
舞

い
に

来
た

あ
と

症
状

が
増

強
し

元
気

が
な

く
な

っ
た

。
入

眠
や

睡

眠
の

障
害

。
中

学
入

学
の

た
め

一
旦

退
院

し
た

が
、

中
学

校
で

も
嘔

吐
、

腹

痛
、

倦
怠

感
あ

り
。

体
格

の
大

き
な

子
を

見
る

だ
け

で
怖

い
。

外
泊

す
る

と

「家
に

帰
り

た
く

な
い

」と
泣

い
た

。
「さ

み
し

い
、

怖
い

」と
訴

え
た

。

B
,

C
,

D

小 児 科

薬
物

療
法

入
院

治
療

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ

約
3年

良
好
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 1
6

長
尾

ら

(2
0
0
5
)

小
６

(1
2
)

男
両

親
と

本
児

の
３

人
。

父
は

上
場

企

業
社

員
。

頑
固

で

一
本

気
で

本
児

と

は
ほ

と
ん

ど
話

さ

な
い

。
母

は
専

業

主
婦

。
些

細
な

こ
と

が
気

に
な

り
言

い

た
い

こ
と

を
我

慢

す
る

。
ラ

イ
フ

イ

ベ
ン

ト
で

う
つ

・
不

安
が

生
じ

や
す

い
。

発
症

以
前

は
楽

天

的
で

明
る

く
ひ

ょ
う

き
ん

。
外

で
虫

取
り

な
ど

元
気

に
遊

ぶ

こ
と

を
好

み
頑

張
り

屋
で

根
気

が
あ

る
。

成
績

は
良

い
。

几
帳

面
だ

が
面

倒

が
る

と
こ

ろ
も

あ
っ

た
。

O
-
1
5
7
に

よ
る

集
団

感
染

。
腹

痛
・
下

痢
で

発

症
し

、
数

日
後

に
血

便
が

で
て

強
い

不
安

と
恐

怖
を

感
じ

た
。

腎
機

能
障

害
の

た
め

１
ヶ

月
通

院

し
た

こ
ろ

軽
症

児
が

急
死

し
た

ニ
ュ

ー
ス

を
聞

い

て
自

分
も

死
ぬ

と
思

っ
た

。
５

か
月

後
受

診
。

軽
症

児
の

死
や

腎
機

能
障

害
か

ら
急

に
死

の
恐

怖
を

抱
き

、
そ

の
こ

ろ
か

ら

ト
イ

レ
に

行
く

た
び

母
に

排
便

を
み

せ
「
大

丈
夫

か
」
と

確
認

。
手

洗
い

を
１

日
に

何
十

回
も

す
る

。
料

理
の

過
熱

を
過

度
に

要
求

。
果

物
や

生
も

の
を

拒
否

し
母

の
手

作
り

以
外

食
べ

な
い

。
テ

ィ
ッ

シ
ュ

を
１

日
１

～
２

箱
使

い
口

の
周

り
を

何
度

も
拭

く
、

無
理

に
唾

を
吐

く
。

学
校

で
も

唾
を

口
い

っ
ぱ

い
に

た
め

る
。

元
気

が
な

く
な

り
登

校
で

き
ず

勉
強

や
遊

び
に

集
中

で
き

な
い

。

突
然

腹
を

立
て

て
物

を
投

げ
た

り
母

を
殴

る
真

似
を

し
た

り
す

る
。

A
,

B
,

C

精 神 科

グ
ル

ー
プ

療
法

の

中
で

遊
戯

療
法

、

心
理

教
育

個
別

相
談

認
知

療
法

で
不

安

段
階

表
を

作
成

、

自
律

訓
練

法
や

転

換
法

、
イ

メ
ー

ジ
に

よ
る

コ
ン

ト
ロ

ー

ル
入

院
療

法

薬
物

療
法

９
年

良
好

1
7

福
地

ら

(2
0
0
5
)

1
2

女
両

親
と

本
児

、
妹

、

弟
の

５
人

。
父

は
事

故
前

年
よ

り
単

身

赴
任

中
。

子
育

て

に
は

非
協

力
的

で

感
情

の
起

伏
が

激

し
く

し
つ

け
に

な
る

と
ひ

ど
く

叱
責

す

る
こ

と
が

あ
る

。
母

は
仕

事
の

た
め

本

児
が

兄
弟

の
面

倒

を
見

て
い

た
。

遠

方
に

祖
母

が
お

り

困
る

と
電

話
を

し

て
い

た
。

事
故

の
約

２
年

前
に

父
方

祖
父

が
亡

く
な

り
葬

式
で

号
泣

し

た
。

発
達

の
異

常
な

し
。

熱
性

痙
攣

の
既

往
。

引
っ

込
み

時

間
。

年
少

児
の

面

倒
見

が
よ

く
周

囲

か
ら

慕
わ

れ
て

い

た
。

正
確

は
お

お
ら

か
で

無
頓

着
。

思

い
通

り
に

な
ら

な
い

と
苛

々
し

て
者

に

あ
た

る
こ

と
も

あ
っ

た
。

勉
強

は
苦

手
。

家
族

で
旅

行
中

、
車

が
ト

ン
ネ

ル
内

で
単

独
事

故
を

起
こ

し
た

。
シ

ー
ト

ベ
ル

ト
を

装
着

し
て

お
ら

ず
車

は
全

壊
、

妹
弟

は
車

外
に

放
り

出
さ

れ
重

傷
。

本
児

は
右

ひ
ざ

に
大

き
な

裂
傷

。
本

児
は

事
故

の
直

後
ま

で
眠

っ
て

い
た

。
事

故
か

ら
５

か

月
後

で
も

本
児

の
み

様
々

な
精

神
症

状
が

続
き

受
診

と
な

る
。

事
故

後
は

車
に

乗
る

こ
と

を
嫌

が
る

。
４

ヶ
月

が
過

ぎ
た

頃
か

ら
イ

ラ
イ

ラ

し
や

す
く

、
怒

り
っ

ぽ
く

な
り

、
友

人
や

兄
弟

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
増

え
た

。
一

人

で
眠

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
電

気
を

消
す

と
事

故
を

思
い

出
し

て
「
怖

く
な

る
、

胸
が

ど
き

ど
き

す
る

」
た

め
不

眠
。

頻
回

に
ト

イ
レ

に
行

く
。

寝
る

前
に

家
の

鍵
が

閉
ま

っ
て

い
る

か
、

電
気

が
消

え
て

い
る

か
を

何
度

も
確

認
す

る
。

イ
ラ

イ
ラ

す
る

と
抜

毛
、

爪
咬

み
。

A
,

B
,

C

小 児 科

薬
物

療
法

心
理

面

接

1
年

６

カ
月

良
好

(軽
度

の
爪

咬
み

以
外

)

1
8

青
木

ら

(2
0
1
0
)

1
女

両
親

、
本

児
以

外

記
載

な
し

。
父

が
支

配
的

で
暴

力
が

あ

る
。

両
親

間
の

暴
力

の

目
撃

。

父
が

母
の

髪
を

つ
か

ん
で

引
き

ず
り

回
し

た
。

本
児

も
冷

蔵
庫

で
頭

を
打

っ
た

。
直

後
受

診
し

た

が
身

体
的

異
常

な
し

。
初

診
か

ら
３

カ
月

以
内

に

受
診

。

大
き

な
音

を
怖

が
る

。
男

性
を

見
る

と
避

け
る

。
昼

間
ぼ

ー
っ

と
し

呼
び

か

け
に

反
応

し
な

い
。

元
気

が
な

く
同

世
代

に
入

ら
な

い
。

二
語

文
が

消
え

単

語
し

か
話

さ
な

い
。

寝
る

こ
と

を
拒

み
寝

付
い

て
か

ら
１

時
間

前
後

で
大

声

を
だ

し
て

叫
び

手
足

を
震

わ
せ

息
も

荒
く

な
る

こ
と

が
２

、
３

分
続

く
。

母
か

ら

離
れ

る
の

を
怖

が
る

。

A
,

B
,

C

病 院

遊
戯

療
法

の
よ

う

で
あ

る
が

技
法

名

記
載

な
し

不
明

不
明

1
9

秋
谷

(2
0
1
0
)

1
3

女
特

記
事

項
な

し
。

本

人
に

協
力

的
。

発
達

歴
に

指
摘

な

し
。

知
的

に
問

題
な

し
。

中
学

入
学

後
に

発
熱

が
続

き
腹

部
M

R
Iで

卵
巣

腫
瘍

と
診

断
さ

れ
手

術
。

術
後

１
年

後
か

ら
授

業

中
に

呼
吸

が
苦

し
く

な
り

救
急

搬
送

。
症

状
が

続

い
た

た
め

抗
不

安
薬

の
静

脈
注

射
で

意
識

清
明

と
な

っ
た

が
う

つ
む

い
て

全
く

返
答

な
し

。
そ

の
後

不
登

校
と

な
り

２
ヶ

月
後

受
診

。

手
術

後
よ

り
「
腫

瘍
、

抗
が

ん
剤

、
再

発
、

入
院

」
な

ど
の

言
葉

を
き

っ
か

け

に
呼

吸
困

難
出

現
。

急
に

不
安

に
な

り
、

息
苦

し
く

な
る

こ
と

や
寝

ら
れ

な
く

な
る

こ
と

が
た

び
た

び
あ

る
。

人
と

会
話

す
る

こ
と

や
テ

レ
ビ

を
見

る
の

が

怖
く

な
る

。
両

親
が

気
分

転
換

さ
せ

て
も

一
向

に
良

く
な

ら
ず

外
出

し
た

が
ら

な
い

。

B
,

C

小 児 心 身 症 外 来

ト
ラ

ウ
マ

に
切

り
込

ん
だ

精
神

療
法

。

母
面

接
な

ど
の

家

族
面

談
。

５
か

月

後

良
好

2
0

小
林

(2
0
1
0
)

1
0

女
両

親
、

兄
、

本
児

の

４
人

。
父

は
会

社

員
、

母
は

パ
ー

ト
勤

務
。

乳
幼

児
期

に
母

親

の
病

気
療

養
の

た

め
甘

え
を

ほ
と

ん
ど

体
験

で
き

な
か

っ

た
。

お
と

な
し

く
気

の
優

し
い

ま
じ

め
な

性

格
。

自
己

主
張

は

少
な

い
。

友
達

か
ら

慕
わ

れ
て

い
た

。

昨
年

度
友

達
数

名
と

帰
宅

途
中

に
自

転
車

に

乗
っ

た
中

学
生

男
子

に
す

れ
違

い
ざ

ま
に

突
然

胸
を

掴
ま

れ
る

痴
漢

被
害

に
あ

っ
た

。
そ

の
時

は
混

乱
を

示
さ

な
か

っ
た

が
数

日
後

か
ら

不
安

に
な

り
男

性
に

会
う

こ
と

が
怖

く
な

っ
た

。
や

が
て

不
登

校
に

な
り

小
児

科
受

診
と

な
っ

た
。

不
安

に
な

る
と

母
親

に
激

し
く

当
た

り
散

ら
す

。
「
お

母
さ

ん
を

殺
し

て
私

も

死
ぬ

」
と

ま
で

言
い

手
首

自
傷

を
は

か
る

。
登

校
で

き
ず

悪
夢

を
み

る
。

イ

ラ
イ

ラ
が

あ
る

。
夕

方
の

外
出

で
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
が

起
き

る
。

A
,

B
,

C

小 児 科

薬
物

療
法

母
親

同
席

面
接

1
1
か

月
良

好
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 2
1

中
元

ら

(2
0
1
0
)

5
女

両
親

、
長

兄
、

次

兄
、

本
児

と
弟

の
６

人
家

族
。

父
は

ま
じ

め
で

温
和

で
あ

る

が
頑

固
。

母
は

専

業
主

婦
で

周
囲

に

冗
談

や
思

い
や

り

あ
る

言
葉

か
け

を

す
る

な
ど

明
る

く

優
し

い
人

柄
。

待
望

の
女

児
で

あ

り
家

族
や

親
族

か

ら
可

愛
が

ら
れ

た
。

兄
弟

仲
は

良
く

、
家

族
関

係
は

良
好

。

発
達

歴
に

特
記

す

る
こ

と
な

し
。

保
育

園
で

数
名

の
男

児
に

よ
る

不
特

定
園

児

へ
の

嫌
が

ら
せ

が
多

発
し

て
い

た
。

本
児

に
も

性

的
嫌

が
ら

せ
が

多
発

し
て

い
た

。
あ

る
日

遊
ん

で
い

た
と

き
に

男
児

３
人

か
ら

首
を

絞
め

ら
れ

押

し
倒

さ
れ

パ
ン

ツ
を

ず
ら

し
陰

部
を

触
ら

れ
た

。

事
件

か
ら

1
7
日

後
受

診
。

頻
回

に
抱

っ
こ

を
せ

が
む

赤
ち

ゃ
ん

返
り

、
夜

間
叫

び
声

を
だ

す
夜

驚
、

不

登
園

。

A
,

B
,

C

小 児 科

母
子

並
行

面
接

に

よ
り

母
は

心
理

面

接
、

本
児

は
遊

戯

療
法

１
年

５

か
月

良
好

2
2

吉
松

・

青
木

（
2
0
1
0
）

3
男

両
親

、
本

児
以

外

は
登

場
し

て
い

な

い
。

父
が

運
転

し
母

が
同

乗
す

る
車

で
高

速
道

路
上

の
ト

ン
ネ

ル
を

走
行

中
後

ろ
か

ら
猛

ス
ピ

ー
ド

で

追
い

越
そ

う
と

し
て

き
た

車
に

衝
突

さ
れ

、
車

は

横
転

、
ス

ピ
ン

し
た

。
事

故
後

本
児

は
車

を
衝

突
さ

せ
回

転
さ

せ
る

遊
び

を
繰

り
返

し
ト

イ
レ

に

一
人

で
い

け
な

い
、

理
由

も
な

く
泣

き
わ

め
き

母

親
を

た
た

く
、

暗
闇

を
怖

が
る

、
食

事
を

と
り

た

が
ら

な
い

な
ど

症
状

を
呈

し
受

診
と

な
る

。

車
を

衝
突

さ
せ

る
再

演
遊

び
を

し
、

ぼ
ー

っ
と

し
て

い
る

こ
と

が
多

い
。

「
ん

ー
ん

ー
」
な

ど
の

発
声

が
殆

ど
と

な
る

言
葉

の
退

行
。

ト
ン

ネ
ル

な
ど

外

傷
に

関
連

す
る

も
の

の
回

避
。

入
眠

困
難

、
集

中
力

低
下

。
横

断
歩

道
線

の
ず

っ
と

後
ろ

で
待

つ
な

ど
の

過
剰

な
警

戒
心

。

A
,

B
,

C

心 療 内 科 ク リ ニ ッ ク

遊
戯

療
法

、
母

親

の
外

傷
反

応
に

対

す
る

セ
ラ

ピ
ー

、

母
親

ガ
イ

ダ
ン

ス
、

母
子

関
係

の
評

価

と
改

善
（
複

数
セ

ラ

ピ
ス

ト
に

よ
る

母

子
同

席
面

接
）

1
年

3
ヶ

月

良
好

2
3

秋
谷

(2
0
1
1
)

4
男

両
親

、
本

児
の

記

載
は

あ
る

が
他

は

不
明

。

P
D

D
（
広

汎
性

発

達
障

害
）

境
界

知
能

通
園

中
に

オ
ー

ト
バ

イ
と

接
触

し
、

頭
部

と
体

幹

部
に

軽
い

打
撲

を
負

い
、

数
分

間
の

意
識

消
失

を
認

め
た

。
受

傷
２

か
月

後
精

神
症

状
か

ら
小

児
心

身
症

外
来

受
診

。

受
傷

日
か

ら
本

人
を

注
意

す
る

と
パ

ニ
ッ

ク
行

動
、

睡
眠

障
害

、
頭

を
自

分

で
た

た
く

、
壁

に
う

ち
つ

け
る

な
ど

の
自

傷
行

為
。

遺
尿

・
遺

糞
、

外
出

渋

り
、

緘
黙

や
母

へ
の

分
離

不
安

の
出

現
。

B
,

C

小 児 心 身 症 外 来

薬
物

療
法

２
年

良
好

(フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
や

夜
驚

は
残

る
)

2
4

古
賀

ら

（
2
0
1
1
）

6
男

父
（
会

社
員

）
母

（
専

業
主

婦
）
、

本

児
、

弟
、

祖
父

母
の

６
人

家
族

。

乳
幼

児
期

に
問

題

な
く

、
幼

稚
園

で
は

ど
ち

ら
か

と
い

え

ば
お

と
な

し
い

タ
イ

プ
。

先
生

の
話

も

行
儀

よ
く

聞
く

こ
と

が
で

き
、

離
席

す

る
よ

う
な

こ
と

は
一

度
も

な
か

っ
た

。

近
隣

住
民

か
ら

執
拗

な
嫌

が
ら

せ
を

受
け

る
。

本
児

は
登

下
校

時
に

罵
倒

さ
れ

た
り

追
い

か
け

ら
れ

た
り

し
て

外
出

が
で

き
な

く
な

り
、

突
然

「
殺

さ
れ

る
」
と

叫
び

泣
き

出
し

奇
声

を
あ

げ
、

あ
ば

れ
過

呼
吸

を
起

こ
す

な
ど

の
パ

ニ
ッ

ク
症

状
を

呈
し

た
た

め
S

C
か

ら
小

児
科

を
紹

介
さ

れ
、

小

児
科

か
ら

精
神

科
へ

の
紹

介
と

な
っ

た
。

不
眠

、
イ

ラ
イ

ラ
、

不
安

、
落

ち
着

か
な

い
、

待
つ

こ
と

が
で

き
な

い
、

物
音

に
敏

感
、

急
に

「
殺

さ
れ

る
」
と

言
い

泣
き

叫
ぶ

、
外

出
を

嫌
が

る
。

自
分

の

顔
が

悪
い

と
い

い
「
僕

な
ん

か
生

き
て

い
な

い
ほ

う
が

い
い

」
と

述
べ

る
。

学

校
で

は
離

席
み

ら
れ

、
授

業
に

集
中

で
き

な
い

。

B
,

C

病 院

プ
レ

イ
セ

ラ

ピ
ー

、
環

境
調

整

8
ヶ

月
良

好

2
5

山
室

ら

(2
0
1
2
)

1
4

男
母

、
本

児
、

妹
の

３

人
家

族
。

母
子

家

庭
。

母
は

妹
を

出

産
後

離
婚

し
、

そ
の

後
う

つ
病

、
パ

ニ
ッ

ク
障

害
で

通
院

中
。

両
親

の
離

婚
。

祖
父

母
は

他
界

し
て

お
り

頼
れ

り
親

戚
が

乏
し

い
。

発
達

の
異

常
な

し
。

勉
強

は
苦

手
。

お

お
ら

か
で

家
族

思

い
だ

が
自

分
勝

手

な
と

こ
ろ

も
あ

る
。

友
達

関
係

は
問

題

な
く

部
活

も
活

発
。

母
の

知
人

の
運

転
す

る
車

の
後

部
座

席
に

妹

と
共

に
遊

ん
で

い
た

と
こ

ろ
に

、
路

肩
を

通
り

抜

け
よ

う
と

し
た

車
が

接
触

し
て

逃
走

し
た

。
本

児

が
車

の
ナ

ン
バ

ー
を

覚
え

て
い

た
。

事
故

後
約

１
週

間
後

よ
り

精
神

症
状

が
あ

り
１

ヶ
月

後
受

診

事
故

か
ら

１
週

間
後

よ
り

早
朝

に
目

が
覚

め
る

。
電

気
を

消
し

て
暗

く
す

る

と
事

故
の

こ
と

を
思

い
出

し
て

胸
が

ど
き

ど
き

す
る

と
訴

え
車

に
乗

る
こ

と

を
怖

が
る

。
時

折
悲

し
く

な
い

の
に

涙
が

出
る

。
イ

ラ
イ

ラ
し

や
す

く
怒

り
っ

ぽ
く

な
る

。
授

業
に

集
中

で
き

ず
友

達
に

誘
わ

れ
て

も
断

る
。

A
,

B
,

C

精 神 科

薬
物

療
法

母
へ

の

支
持

的
関

わ
り

８
ヶ

月

経
過

し

治
療

中

良
好

(回
避

や
集

中
力

の
低

下
は

持
続

)

2
6

山
室

ら

(2
0
1
2
)

1
0

女
母

、
兄

、
本

児
の

３

人
家

族
。

母
子

家

庭
。

母
は

本
児

を

出
産

後
離

婚
し

、
そ

の
後

う
つ

病
、

パ

ニ
ッ

ク
障

害
で

通

院
中

。

両
親

の
離

婚
。

祖
父

母
は

他
界

し
て

お
り

頼
れ

る
親

戚
が

乏
し

い
。

発
達

の
異

常
な

し
。

夜
尿

が
幼

稚
園

ま

で
続

い
た

。
人

懐
っ

こ
く

活
発

で
、

学
校

も
元

気
に

登
校

し

て
い

た
。

母
の

知
人

の
運

転
す

る
車

の
後

部
座

席
に

妹

と
共

に
遊

ん
で

い
た

と
こ

ろ
に

、
路

肩
を

通
り

抜

け
よ

う
と

し
た

車
が

接
触

し
て

逃
走

し
た

。
本

児

は
窓

を
あ

け
て

い
た

た
め

窓
ガ

ラ
ス

の
端

で
眼

球
部

を
打

撲
。

１
ヶ

月
後

受
診

。

事
故

後
１

週
間

後
か

ら
夜

間
に

う
な

り
な

が
ら

手
足

を
ば

た
つ

か
せ

、
「
怖

い

よ
」
と

泣
く

。
夜

尿
が

出
現

し
、

そ
れ

を
母

が
厳

し
く

叱
っ

た
た

め
夜

尿
を

し
て

し
ま

う
の

で
は

な
い

か
と

不
安

増
強

。
そ

の
た

め
不

眠
。

急
に

泣
き

出
し

て
母

か
ら

離
れ

ず
、

母
の

洋
服

を
一

部
切

り
取

っ
て

常
に

持
ち

歩
く

。
学

校
で

排

尿
の

失
敗

を
級

友
に

か
ら

か
わ

れ
て

か
ら

学
校

を
休

む
。

目
が

見
え

に
く

い

と
訴

え
る

。

A
,

B
,

C

精 神 科

薬
物

療
法

母
へ

の

支
持

的
関

わ
り

と

心
理

教
育

８
ヶ

月

経
過

し

治
療

中

良
好

(事
故

現
場

か
ら

の
回

避
、

再
体

験
や

分
離

不

安
、

不
登

校
は

持
続

)
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以下に a)～ i)までの観点で結果を示す。  

a) 論文数  

図４に 20 事例を論文発表年代別に示した。論文数が少ないので，5 年ごとに

まとめた。  

 

図４ 発表年代別事例数  

b) 初診時年齢と性別  

 初診時の年齢をまとめるにあたり，事例の中２は 14 歳，小４は 10 歳，小６

は 12 歳と便宜上振り分けた。26 事例中最も多かったのは 10 歳で 5 事例（約

19％）であり，次に多かったのは 3 歳の 4 事例（約 12％）であった。最低年齢

は 1 歳であった。男女比は男子：女子＝14 人：12 人であり，男子のほうがわ

ずかに多かった。  

c) 家族背景  

 明確に記載されていないものを除くと特にカテゴライズできる特徴はない。

記載中に母親の不安やうつなど情緒不安定さを記載した事例が 7 事例（約 27％）

みられる。  

d) 前駆となる外傷体験の曝露  

 前駆となる外傷体験の曝露があると思われる事例が 10 事例（約 38％）みら

れる。  

e) 発達歴，性格特徴  

 発達における指摘がある事例は 1 事例のみ。性格特徴もまじめさや几帳面さ

が表現されるものもあるが，概ね否定的な表現は見受けられない。  

4

8

5

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000年以前 2001～2005年 2006～2010年 2011～2015年

（事例数）
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f) 生活史上のトラウマエピソード  

挙げられた事例は O-157 や白血病などの医療関連，交通事故や性的被害など

の事故・事件関連であり単回性の出来事を契機に発症したものである。  

g) 診断時の主症状の概要と分類  

A（再体験）は 13 事例（約 50％），B（回避）は 24 事例（約 92％），C（過

覚醒）は 23 事例（約 88％），D（身体化）は 6 事例（約 23％）にみられた。  

h) 治療の場  

24 事例（92％）は医療機関（小児科・精神科・小児心身症外来，児童精神科

などの病院やクリニックなど）であり，1 事例は病院の治療を拒否したため連

携のとれる心理施設に通所したものと，1 事例は心理士の相談室である。  

i) 治療形態および主な治療技法  

 治療の場として医療機関が多いこともあり，薬物療法が 12 事例（約 46％）

にみられた。心理療法としては遊戯療法が最も多く 8 事例（約 31％），次いで

イメージや描画を使う治療法が 3 事例（約 31％），行動療法が 2 事例（約 8％），

あとは箱庭療法，認知療法，精神療法がそれぞれ１事例ずつみられた。面接の

構造として母親面接（同席・並行）がみられたものは 7 事例（約 27％）であっ

た。  

j) 治療期間と転帰  

 治療期間は短いものでその 1 回の受診で良好となっているが，長いものは 9

年経過をみているものがある。ただし，それらと不明であるものを除いた 18 事

例の平均は約 1 年と 1 ヶ月である。全体のうち 2 事例のみ治療継続中か，不明

であり，残る 24 事例（約 92％）が症状軽減を含め，登校再開やセラピー終結

が出来るまでに回復しており概ね予後良好といえる。  

 

4.2.1.3 考察  

 事例数が少ないため，以下はあくまでも“傾向として認められた”という結

論に留まる。わが国における PTSD 事例の発表論文は 2001～2005 年をピーク

に減少の兆しを見せ始めており，子どもの PTSD という話題全体の勢いは緩徐

に低下していると思われる。事例の年齢は 10 歳が最も多いが，10 歳前後の子

どもから受診の機会を得られていると考えられる。男女比はほぼ半々であった
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が PTSD は一般に女子に多い報告がなされているため，男子の事例の稀有さか

ら事例発表に多く取り上げられたとも考えられる。また，海外では虐待やネグ

レクトなどの環境に育った子どもは PTSD を発症しやすいという研究がある

が，今回の事例の中では家族背景，成育歴，性格特徴にはそれほど目立った共

通点はなく，約 27％とやや多めに母親の不安定さの記述がみられている程度で

あった。ただし，親の不安定さは子どもの安定度に影響を与えることは複数の

論文で指摘されており（例えば星野，2013 など），出来事が起こった後の親の

対応は子どもに影響を与えていると考えられ，母親の不安定さは影響すると考

えられる。また，海外では PTSD 患児には前駆となるトラウマ体験があること

が示されているが，今回の事例の中でも約 38％と高く，これは海外の報告と一

致している。  

PTSD となるトラウマエピソードは事故や事件など単回性の出来事であり出

来事基準に合致しているといえる。単回性のトラウマによる子どもの PTSD 症

状として，回避が殆どの事例に出現しており，次いで過覚醒症状が多くみられ

た。回避症状は自らが意志を示している症状であり，トラウマ現場を嫌がるな

どの行動として周囲から発見されやすい症状である。一方の過覚醒や再体験は

不眠や気難しさなど，周囲からは単なるわがままのようにも見えトラウマとの

関連に気付かれにくい。回避症状は子どもが呈しやすいと同時に周りからも発

見されやすい一つの表現形態かもしれない。治療の場としては医療機関にかか

ることがほとんどであり，したがって薬物療法を行った事例が必然的に多くな

った。わが国では親がまず小児科や児童精神科に受診する疾患であるといえる。

しかし子どもの精神障害の有無に関する自己報告と親の評価の一致度は極めて

低く（Leaf et al., 1996），子どもの受診には被害児をとりまく大人の判断に大

きく影響されやすい（Finkelhor et al., 2001）。子ども自らが治療を望むことは

極めて少ないうえ大人による発見の遅れや症状の過小評価，受診の敬遠などが

潜在するとなれば，本来はもっと多くの事例が適切な受診のタイミングを逃し

ているといえる。周囲の大人たちの PTSD に対する知識と子どもの行動・情緒

面の変化への目配りが重要である（後藤，2006）。一方心理療法では，遊戯療法

やイメージや描画を使う伝統的な心理療法が多くみられ，海外で多い行動療法

や認知療法はわが国ではまだ少ないことが示された。一般の医療現場にはトラ
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ウマに有効なエビデンスのある心理療法技術を持つ医療者が少ないことが影響

していると考えられた。わが国では専門的な心理療法を行う場や研究が進んで

おらず，主に経過を観察するうちに安定していく様子を見守ることが現場の主

流となっている現状が示唆される。また，治療期間はおおむね短く，１年程度

で良好な転帰となり医療行為を必要としなくなった。これは一般にはどのよう

な家庭に育つどのような子どもであっても，命を脅かすような出来事に遭えば

誰でも PTSD 症状を呈する危険があるものの，治療としては最初に医療機関に

かかって薬物療法や心理療法を受けることで，およそ 1 ヶ月強で状態は安定し，

概ね予後良好に治療が終了するという一つのパターンがあることが窺える。し

かしながら，このパターンでは治療困難な事例が確実に存在するはずであるが

報告は乏しく，困難事例がどこに紹介されどの治療を受けているかは明らかに

されていない。  

 

4.2.2 子どもの解離性障害に関する事例論文の文献展望 1 

解離性障害への関心は近年増え続けており（岡野，2011），それは子どもの臨

床においても同様と言われる（杉山ら，2002）。  

解離概念を紐解くと 19 世紀後半のヒステリー症状への関心に辿り着く。

Janet の解離概念は DSM-Ⅱ (1968)に「Hysterical Neurosis; Dissociative type」

として反映され，DSM-Ⅲ (1980)では「Dissociative Disorder（解離性障害）」

というカテゴリーが採択された。その後の DSM-Ⅳ (1994)で「 Dissociative 

Identity Disorder（解離性同一性障害）」が登場し，最近の DSM-5 では，「解

離症群／解離性障害群」の中に「解離性同一症／解離性同一性障害」「解離性健

忘」「離人感・現実感消失症／離人感・現実感消失障害」などの下位分類が含ま

れる形に落ち着いた。「解離」という状態は PTSD にも含まれているが，「解離，

同一性破綻，健忘や離人感」などを総称したいわゆる「解離性障害」の疾患単

                                                   

1 緒川和代 (2014). 子どもの解離性障害に関する研究展望－事例論文を中心

に－ . 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要（心理発達科学），61，123‐

136.  
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位は，Janet の功績を再評価し個別の疾患とされている。海外では子どもの解

離の適切な評価基準が急がれ（Pinegar, 1995），大人になって対処するより複

雑さは少なく，治療も短い期間で済む（La Porta, 1992）ことから，子どもの

解離性障害の実態把握は急務とされている。一方で，わが国においては事例報

告こそ増加傾向にあるものの実態は明らかでない。  

本節ではわが国における子どもの解離性障害の事例論文に関する文献展望を

通して，その実態として子どもの性格傾向や疾患につながるエピソード，治療

方法と予後などを把握し，わが国における特徴や課題を明らかにすることを目

的とする。  

 

4.2.2.1 方法  

CiNii と医中誌（特定非営利活動法人  医学中央雑誌刊行会が作成する国内医

学論文情報のインターネット検索サービス）を利用し「解離性障害」をキーワ

ードに論文を検索し 194 編を抽出した。そこから，精神科・小児科・臨床心理

学の雑誌における子どもの「解離性障害」の論文を抽出し，その中に記載され

る 18 歳以下の 50 事例を分析の対象とした。なお，解離症状は初診年齢以前に

発症していることが多いため，18 歳以前に症状の記載があるものも一部含めた。 

まず，解離性障害の論文を年代ごとに分類した。次に分析方法において 50 事

例について「初診時年齢」「性別」「診断名」「家族背景」「生活史上のエピソー

ド」「症状」「主治療者の職種」「治療形態および主な治療技法」「治療期間」「転

帰」の点から分類した。なお「診断名」は論文著者の表現を記載した。治療期

間について記載がないものは「不明」としたが，記述からわかるものは筆者が

計算した。治療の「転帰」は，症状軽快をもって終了とするものや入院治療の

期間のみを論文化したものなど文献によって終着点が異なるため，治療記述の

終わり方の表現が症状の軽快や社会復帰のみられる「良好」，症状に顕著な変化

はなく継続治療しているものは「治療中」，内容からは判断ができない，または

転帰が曖昧であるものは「不明」に分類した。  
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4.2.2.2 結果  

表１３に結果の一覧を示す。  

表１３ 子どもの解離性障害の文献  
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状
の
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要

と
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渉
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待
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ら
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友
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。
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療
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3
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祖
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宅
。
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継
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H
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者
。

幼
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ら
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め
。

中
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で
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校

。

知
ら

な
い
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に
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傷
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の
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動
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憶
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。
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。
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。
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。
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、

催
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、
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。
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。
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状
痕

あ
り

自
殺

企
図

疑
い

。
対

人
的

無
防

備
で

、
他

者
か

ら
体

を
触

ら
れ

る
性

的
い

た
ず

ら
を

受
け

る
。

A
,

C
, F, H
,I

医 師

入
院

治
療

、

箱
庭

療
法

・描
画

療
法

1年 1ヶ
月

良 好

9
田

中
究

ら （1
99

8）

22
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

は
自

営
業

で

祖
母

が
養

育
。

父

は
愛

人
が

い
て

帰

宅
せ

ず
。

母
は

新

興
宗

教
入

信
し

躾

に
厳

し
い

。
H

有

お
と

な
し

く
引

っ
込

み

思
案

。
友

人
が

い
な

い
。

父
か

ら
母

へ
の

暴
力

。
本

人
を

溺
愛

す

る
一

方
で

暴
力

。
8歳

、
父

か
ら

近
親

姦
と

帰
宅

途
中

に
性

的
外

傷
体

験
。

8歳
心

因
性

視
力

障
害

。
祖

母
の

お
金

を
盗

む
。

夢
中

遊
行

。
高

校
よ

り
記

憶

が
断

片
的

。
16

歳
時

旅
先

で
他

人
と

言
い

争
い

健
忘

。
不

眠
、

心
窩

部
痛

、
偏

頭
痛

。
勤

務
先

を
解

雇
さ

れ
無

目
的

が
な

大
量

購
入

。
耳

鳴
り

に
自

殺
を

命

じ
ら

れ
る

。
統

合
失

調
症

疑
い

で
入

院
。

離
人

感
、

被
注

察
感

増
強

。
薬

物
を

自
己

調
整

し
て

服
薬

し
再

入
院

。
家

人
と

口
論

し
家

出
し

健
忘

。
自

傷
行

為
、

入
水

自
殺

企
遂

に
よ

り
再

々
入

院
。

A
,

B
,

D
, F, G
,I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

3ヶ
月

治 療 中
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 10
古

荘
ら

（1
99

8）

14
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

と
弟

。

無

中
2よ

り
気

管
支

喘
息

発
作

。
頭

痛
・腹

痛
・動

悸
・全

身
の

し
び

れ
出

現
。

不
登

校
。

電
車

や
人

ご
み

で
人

の
目

が
気

に
な

る
。

頭
痛

、
腹

痛
、

動
機

、
全

身
の

し
び

れ
。

繁
華

街
へ

買
い

物
に

い
っ

た
り

衝
動

的
に

暴
力

行
為

を
起

し
、

幼
児

的

に
甘

え
て

夜
中

に
泣

く
。

視
線

恐
怖

、
虚

言
、

人
格

変
換

、
体

型
に

対
す

る
劣

等
感

や
将

来
の

不
安

、
自

責
感

訴
え

る
。

C
,

D
, F, H

医 師 ・ 心 理

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

3ヶ
月

治 療 中

11
別

府
ら

（1
99

9）

16
女

解
離

性
障

害
両

親
と

弟
妹

。
父

は
幼

稚
。

母
親

は

多
忙

。

無

面
倒

見
が

良
い

。
成

績
優

秀

中
2よ

り
過

呼
吸

発
作

。
高

1の
秋

、
耳

痛
と

数
分

間
耳

が
聞

こ
え

な
い

心
因

性
難

聴
。

A
, D

医 師

通
院

治
療

、

精
神

療
法

7ヶ
月

良 好

12
石

黒

（2
00

0）

19
男

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

共
働

き
で

祖

母
が

養
育

。
父

躁

う
つ

病
。

H
有

父
か

ら
の

暴
力

。
10

歳
で

祖
母

が
突

然

姿
を

消
す

。
13

歳
で

留
学

先
で

性
的

外

傷
体

験
。

帰
国

後
学

校
で

暴
力

を
受

け

る
。

16
歳

で
父

が
家

出
。

19
歳

の
失

恋
を

き
か

っ
け

に
副

人
格

出
現

。
過

量
服

薬
、

女
装

、
見

知
ら

ぬ
女

性
と

宿
泊

、
解

離
性

健
忘

に
て

入
院

。
自

傷
行

為
、

ス
タ

ッ
フ

へ
の

暴
力

行
為

。
A

,

C
,

F,
I

医 師

入
院

治
療

、

催
眠

療
法

1年 1ヶ
月

治 療 中 死 亡

13
幸

田

（2
00

0）

中
3

女
解

離
性

障
害

両
親

と
姉

。
父

は

不
動

産
業

自
営

業
。

無

ま
じ

め
。

対
人

関
係

困
難

。
成

績
優

秀
。

中
3で

自
傷

行
為

。
友

人
か

ら
い

じ
め

。
中

3の
秋

か
ら

被
害

訴
え

、
自

傷
で

あ
る

た
め

児
童

精
神

科
受

診
。

高
校

で
意

識
消

失
。

人
格

交
代

。
意

識
が

飛
ぶ

、
記

憶
に

な
い

打
撲

や
あ

ざ
が

あ
る

。

不
眠

、
物

忘
れ

や
電

車
の

乗
り

越
し

、
現

実
感

の
喪

失
と

離
人

症
状

。
解

離
性

混
迷

、
ト

ラ
ン

ス
及

び
憑

依
障

害
、

睡
眠

障
害

、
抑

う
つ

、
解

離
性

健
忘

、
離

人
症

性
障

害
、

解
離

性
遁

走
、

解
離

性
同

一
性

障
害

、
特

定
不

能
の

解
離

性

障
害

。

A
,

B
,

C
,

E
,

H
,I

医 師

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

4年

良 好

14
田

中
緑

（2
00

0）

17
女

解
離

性
障

害
両

親
、

父
違

い
の

姉
。

父
の

飲
酒

問

題
、

浪
費

、
女

性

関
係

、
暴

力
か

ら

離
婚

。
経

済
的

困

窮
。

母
は

不
在

が

ち
。

H
有

対
人

不
安

。
自

身
の

要
求

を
伝

え
ら

れ
な

い
焦

燥
感

強
い

。

父
の

暴
力

。
11

歳
で

虚
弱

児
施

設
入

所
。

13
歳

で
不

登
校

と
な

り
養

護
施

設
入

所
。

悩
み

に
よ

り
頭

痛
、

不
眠

、
食

欲
低

下
。

登
校

に
よ

り
下

半
身

脱
力

感
。

人
と

目
が

合
わ

せ
ら

れ
な

ず
、

声
が

出
な

い
状

態
。

全
身

に
小

刻
み

な
振

る
え

、
痙

攣
様

の
動

き
で

受
診

。
発

作
性

頭
痛

、
失

声
、

四
肢

の
脱

力
、

け
い

れ
ん

発

作
、

不
眠

、
対

人
緊

張
。

D
医 師

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

・行
動

療
法

1年 5ヶ
月

良 好
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 15
中

村
ら

（2
00

0）

18
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

と
姉

。
両

親

仲
良

い
。

父
が

単

身
赴

任
。

O
P

有

い
い

子
。

成
績

優

秀
。

自
己

評
価

低

い
。

自
我

萎
縮

。

15
歳

の
と

き
過

換
気

症
状

や
失

神
。

高
2で

意
識

消
失

、
全

生
活

史
健

忘
で

入
院

。
し

ば
し

ば
白

昼
夢

様
の

体
験

。

解
離

症
状

を
伴

う
自

殺
企

図
を

記
憶

せ
ず

。
高

3幻
聴

に
よ

る
不

穏
か

ら
自

殺
企

図
、

被
害

関
係

妄
想

あ
り

入
院

。
退

行
し

交
代

意
識

が
出

現
。

精
神

的

視
野

狭
窄

、
被

暗
示

性
の

高
さ

や
夢

幻
様

状
態

。

A
,

C
,

E
, F, G
,

H
,I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

3年 半

良 好

16
細

澤

（2
00

1）

21
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

の
不

仲
。

情

緒
不

安
定

な
母

が

本
人

に
依

存
。

無

依
存

的
。

見
捨

て
ら

れ
不

安
強

い
。

幼
児

期
と

思
春

期
に

性
的

外
傷

体
験

。
中

学
か

ら
交

代
人

格
。

同
性

愛
で

あ
る

が
失

恋
か

ら
自

傷
。

母
親

と
の

同
居

か
ら

情
緒

不
安

定
。

市
販

薬
大

量
服

薬
に

て
救

急
搬

送
。

解
体

不
安

や
離

人

感
、

抑
う

つ
、

焦
燥

感
。

B
,

C
,I

医 師

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

1年 8ヶ
月

良 好

17
高

戸

（2
00

1）

11
女

解
離

性
障

害
両

親
と

妹
、

弟
。

両

親
会

社
員

。
父

は

温
和

で
子

ど
も

好

き
。

母
は

几
帳

面

で
努

力
家

。
無

完
璧

主
義

。
大

人
し

い
。

成
績

優
秀

。
友

人
い

な
い

。

小
1結

婚
式

場
の

照
明

光
に

驚
い

て
激

し

く
泣

く
。

小
2発

表
会

の
舞

台
照

明
に

動

揺
し

嘔
吐

。

母
が

妹
を

厳
し

く
し

か
っ

た
翌

日
別

名
を

名
乗

っ
て

空
想

的
な

話
を

す
る

。
頭

痛
。

脳
波

・Ｃ
Ｔ

は
正

常
。

弟
を

認
識

せ
ず

。
休

学
。

A
,

C
, D

医 師 ・ 心 理

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

・箱
庭

や
描

画
な

ど
の

芸

術
療

法

4ヶ
月

良 好

18
牧

之
瀬

ら （2
00

1）

17
女

解
離

性
障

害
内

縁
父

と
母

、
姉

、

妹
、

弟
。

母
は

統

合
失

調
症

に
て

入

院
。

H
有

口
数

が
少

な
い

。
両

親
は

日
本

各
地

を
放

浪
。

生
活

保
護

受
給

。
9歳

で
養

護
施

設
入

所
。

中
2ま

で

暴
力

を
含

む
い

じ
め

。

高
校

生
で

突
然

別
人

格
で

話
を

し
始

め
施

設
か

ら
飛

び
出

す
。

A
, C

医 師 ・ 心 理

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

・心
理

劇

1年 7ヶ
月

良 好

19
有

園
ら

（2
00

1）

中
1

男
解

離
性

障
害

両
親

と
妹

。
父

は

単
身

赴
任

の
た

め

不
在

。

H
無

友
人

い
な

い
。

父
を

嫌
悪

。

小
6に

母
へ

の
暴

力
。

中
１

ク
ラ

ス
で

い
じ

め
。

中
1い

じ
め

を
う

け
た

直
後

自
身

や
家

人
の

名
前

、
住

所
な

ど
健

忘
し

受
診

。

頭
痛

や
立

ち
く

ら
み

か
ら

不
登

校
と

な
る

。
A

, D

医 師

通
院

治
療

、

箱
庭

療
法

5ヶ
月

良 好

20
赤

堀
ら

（2
00

1）

16
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

、
妹

。
両

親

は
自

営
業

。
妹

は

病
弱

で
母

は
付

き

添
い

で
不

在
が

ち
。

H
有

手
の

か
か

ら
な

い
し

っ

か
り

し
た

子
。

小
3の

こ
ろ

両
親

か
ら

の
暴

力
と

学
校

で

の
い

じ
め

。

中
2に

意
識

消
失

発
作

、
痙

攣
発

作
を

起
こ

し
入

院
す

る
。

入
院

中
四

肢
麻

痺
、

食
事

全
面

介
助

と
い

う
状

態
が

続
き

精
神

科
紹

介
。

自
宅

に
ひ

き
こ

も

り
。

高
校

受
験

の
前

か
ら

別
人

格
出

現
し

過
呼

吸
発

作
、

退
行

で
登

校
で

き

ず
、

リ
ス

ト
カ

ッ
ト

や
大

量
服

薬
入

院
。

C
,

D
,

E
, F, H
,I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

・描
画

療
法

10
ヶ

月

不 明
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 21
中

津
ら

（2
00

1）

6
男

解
離

性
障

害
両

親
。

無

突
然

意
識

が
不

明
瞭

。
歩

行
困

難
。

学
校

や
担

任
を

健
忘

。
退

行
、

暴
れ

、
自

傷
の

た
め

入
院

。
1歳

の
言

葉
で

話
し

、
興

奮
し

暴
れ

る
。

A
,

D
,

E
, F, H

医 師

入
院

治
療

15
日

良 好

22
小

俣

（2
00

2）

15
女

解
離

性
障

害
両

親
、

弟
。

無

控
え

め
。

我
慢

強
い

。

成
績

優
秀

。

小
3い

じ
め

を
受

け
円

形
脱

毛
症

。
中

3

不
登

校
気

味
。

母
に

叱
ら

れ
リ

ス
ト

カ
ッ

ト
。

突
然

親
な

ど
の

顔
が

見
え

な
く

な
り

わ
か

ら
な

く
な

る
。

自
殺

念
慮

。
声

が
聞

こ

え
な

い
と

い
っ

た
転

換
症

状
。

A
,

B
,

D
,I

医 師 ・ 心 理

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

1年

良 好

23
田

熊

（2
00

2）

高
3

女
離

人
症

両
親

、
弟

、
父

方

祖
父

母
。

両
親

は

飲
食

店
経

営
。

祖

母
が

主
に

養
育

。

H
無

い
い

子
。

引
っ

込
み

思
案

。
手

が
か

か
ら

な
い

。
努

力
家

。

離
人

症
状

。
誰

か
に

意
見

を
求

め
ら

れ
る

と
心

臓
が

ド
キ

ド
キ

し
て

手
が

震
え

る
。

強
迫

傾
向

。
B

心 理

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン

セ
リ

ン
グ

、

イ
メ

ー
ジ

療
法

2年 半
良 好

24
金

子

（2
00

2）

19
女

特
定

不
能

の
解

離

性
障

害

両
親

、
弟

。
父

は

司
法

関
係

公
務

員
、

母
は

専
業

主

婦
。

O
P

有

明
る

く
社

交
的

。
友

人
多

い
。

父
が

過
干

渉
。

「し
つ

け
」と

し
て

の
暴

力

を
母

が
黙

認
。

高
校

卒
業

後
、

注
察

妄

想
あ

り
引

き
こ

も
り

。

対
人

恐
怖

症
、

注
察

妄
想

、
解

離
性

幻
覚

、
幻

覚
妄

想
状

態
で

入
院

。
健

忘

を
伴

う
人

格
や

意
識

の
変

容
。

痛
み

を
感

じ
な

い
転

換
症

状
、

過
食

嘔
吐

に

よ
る

摂
食

障
害

。
抑

う
つ

、
多

量
服

薬
に

よ
る

自
殺

企
図

。

A
,

D
,I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

4年 3ヶ
月

良 好

25
千

丈
ら

（2
00

2）

16
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

、
姉

、
兄

。
父

は
や

さ
し

い
。

無

16
歳

で
付

き
合

い
。

デ
ー

ト
を

拒
ま

れ
た

こ
と

か
ら

交
代

人
格

出
現

。
暴

れ
る

。
最

初
の

交
代

人
格

は
小

学
6年

生
の

時
。

C
, F

医 師

通
院

治
療

、

芸
術

療
法

・催
眠

療
法

9ヶ
月

良 好

26
田

中
緑

ら （2
00

2）

18
女

a
解

離
性

同
一

性
障

害

継
父

と
実

母
、

異

父
妹

。
9歳

で
実

父

事
故

死
。

有

母
か

ら
暴

力
な

ど
虐

待
。

11
歳

ご
ろ

空
想

上
の

友
達

。
中

学
進

学
後

も
心

理
的

虐

待
。

情
緒

不
安

定
。

手
首

自
傷

。
自

殺
行

為
の

行
動

化
。

14
歳

ご
ろ

性
的

外
傷

体

験
。

小
学

校
高

学
年

か
ら

心
因

性
腹

痛
、

嘔
吐

症
。

18
歳

で
家

出
し

性
風

俗
店

に

勤
務

し
た

あ
と

強
い

全
身

の
汚

辱
感

、
性

暴
力

被
害

の
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
、

抑
う

つ
気

分
、

不
眠

、
過

食
嘔

吐
、

副
人

格
に

よ
る

自
傷

行
為

や
性

的
逸

脱

行
動

か
ら

受
診

。
手

首
自

傷
、

飛
び

降
り

。
人

格
交

代
し

複
数

の
男

性
と

性
的

交
渉

。
小

う
つ

病
性

障
害

、
P

T
S

D
、

特
定

不
能

の
摂

食
障

害
。

C
,I

医 師

入
院

治
療

、

問
題

解
決

志
向

的
行

動
療

法
・薬

物
療

法

1年 7ヶ
月

良 好

27
田

中
緑

ら （2
00

2）

18
女

b
解

離
性

同
一

性
障

害

兄
は

統
合

失
調

症
。

無

依
存

心
強

い
。

大
げ

さ
な

態
度

。
自

己
評

価
低

い
。

兄
に

怯
え

て
育

つ
。

中
学

で
い

じ
め

、
不

登
校

。

交
際

が
う

ま
く

い
か

ず
別

人
格

出
現

。
自

己
や

家
族

の
こ

と
を

健
忘

。
別

人
格

と
な

っ
て

交
際

相
手

を
襲

い
首

を
絞

め
る

。
攻

撃
的

口
調

や
手

首
自

傷
、

演

技
性

人
格

障
害

。
C

,

F,
I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

1年 2ヶ
月

良 好
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 28
福

地
ら

（2
00

2）

13
女

解
離

性
障

害
両

親
、父

方
祖

母
、弟

。父
は

会

社
経

営
。主

に
父

方
祖

母
が

養
育

。
H

無

明
る

く意
志

が
強

い
。成

績
優

秀
。リ

ー

ダ
ー

的
存

在
。感

情

の
起

伏
が

激
し

い
。

毎
日

習
い

事
。祖

母
に

わ
が

ま
ま

に
育

て
ら

れ
る

。1
3歳

に
父

の
女

性
問

題
か

ら

離
婚

問
題

。心
窩

部
痛

か
ら

不
登

校
。

両
親

の
離

婚
問

題
か

ら
激

し
い

腹
痛

、意
識

消
失

か
ら

受
診

。部
活

動
中

に

倒
れ

、全
身

痙
攣

、呼
吸

停
止

に
て

救
急

車
で

搬
送

さ
れ

入
院

。け
い

れ
ん

、

意
識

消
失

、入
院

時
の

PL
ED

ｓ、
過

呼
吸

発
作

。退
院

後
に

包
丁

で
手

首
を

切
ろ

う
と

し
、引

っ
か

い
た

り
噛

ん
だ

り
。部

分
的

記
憶

の
欠

如
と

感
情

コ
ン

ト

ロ
ー

ル
の

不
制

御
。

A, D, E, F,
I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

1ヶ
月

良 好

29
杉

山
ら

（2
00

2）

14
女

特
定

不
能

の
解

離

性
障

害

両
親

と
父

方
祖

母
、弟

。父
方

祖

母
が

攻
撃

的
。母

と
の

確
執

。

無

お
と

な
し

い
。手

が
か

か
ら

な
い

。明
る

く几

帳
面

。リ
ー

ダ
ー

。

祖
母

が
暴

言
や

脅
し

。中
1に

不
登

校
で

2か
月

ほ
ど

小
児

科
入

院
。入

院
中

に
リ

ス
トカ

ッ
ト。

自
傷

行
為

、記
憶

不
連

続
、起

立
性

調
節

障
害

。リ
ス

トカ
ッ

トを
記

憶
せ

ず
。

成
育

史
に

も
記

憶
の

欠
損

。夜
は

寝
付

け
ず

車
椅

子
な

し
で

動
け

ず
。

A, C, D, F,
I

医 師 ・ 心 理

入
院

治
療

、

描
画

療
法

3ヶ
月

良 好

30
加

藤
ら

（2
00

3）

15
女

解
離

性
障

害
両

親
、妹

。父
は

法
曹

関
係

、母
は

専
業

主
婦

。
O

P
無

成
績

優
秀

。無
表

情
。言

葉
少

な
い

。

小
学

校
時

代
に

数
回

転
校

。中
学

で
い

じ
め

。小
学

校
5,

6年
生

の
頃

父
か

ら
性

的
外

傷
体

験
。

高
校

進
学

後
、自

分
の

中
に

別
の

自
分

を
感

じ
不

安
感

を
訴

え
る

。校
内

で

器
物

破
損

し
記

憶
が

な
く幻

聴
認

め
る

。学
校

場
面

を
健

忘
。頭

痛
と

自
傷

あ

り
。児

童
期

に
爪

噛
み

や
抜

毛
癖

。

A, C, F, G,
I

医 師 ・ 心 理

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

1年 5ヶ
月

良 好

31
細

澤

（2
00

3）

16
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

。待
望

の
子

で
過

保
護

。父
は

帰
宅

が
遅

く、
母

は
飲

酒
や

パ
ー

ト

で
不

在
。

H/
O P

無

優
等

生
。人

に
気

を

遣
う

。

中
2で

急
に

養
育

態
度

変
化

。中
2で

教

師
に

攻
撃

的
行

為
。不

登
校

。自
傷

行

為
。薬

物
乱

用
。

中
3か

ら
顕

著
な

解
離

。不
登

校
、ア

ル
コ

ー
ル

・薬
物

乱
用

、手
首

自
傷

あ
り

高
校

中
退

。解
離

性
遁

走
に

よ
る

行
方

不
明

と
な

り
警

察
保

護
さ

れ
精

神
科

入
院

。粗
暴

な
交

代
人

格
が

自
傷

行
為

。病
院

備
品

を
破

壊
し

た
り

主
治

医

に
暴

力
。意

識
消

失
し

て
救

急
搬

送
。ヒ

ス
テ

リ
ー

性
の

失
立

状
態

。

A, C, E, F,
I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

1年 8ヶ
月

良 好

32
山

口
ら

（2
00

3）

17
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

。

有

幼
少

期
の

虐
待

。両
親

か
ら

分
離

の
た

め
入

院
。中

学
1年

か
ら

難
治

性
慢

性
頭

痛
。不

登
校

。

家
族

か
ら

の
分

離
を

目
的

と
し

た
入

院
。自

傷
行

為
、自

殺
未

遂
。面

接
場

面

で
17

人
の

交
代

人
格

出
現

。
C, D,

I

医 師

入
院

治
療

不
明

良 好

33
白

川

（2
00

3）

5
男

重
度

の
解

離
症

状
両

親
。父

か
ら

母

へ
の

DV
。

有

生
下

時
か

ら
父

に
よ

る
虐

待
と

母
へ

の

身
体

的
・精

神
的

暴
力

の
目

撃
。1

歳
で

母
と

逃
亡

し
父

と
別

居
。

発
達

的
退

行
、5

分
ご

と
の

夜
泣

き
、憤

怒
発

作
、壁

に
頭

を
ぶ

つ
け

る
自

傷

行
為

。5
歳

で
人

格
解

離
、恐

怖
症

状
、強

迫
行

動
。

C, F,
I

医 師

通
院

治
療

、

EM
DR

・T
FT

な
ど

4年

良 好
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 34
有

井
ら

（2
00

3）

19
男

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

、
姉

。
両

親

自
営

業
。

父
は

頑

固
で

本
人

に
暴

力
。

無

お
と

な
し

い
。

ま
じ

め
。

反
抗

期
な

し
。

小
児

期
に

網
膜

色
素

変
性

症
。

同
級

生

か
ら

い
じ

め
。

中
学

か
ら

気
が

付
い

た
ら

知
ら

な
い

と
こ

ろ
に

い
る

こ
と

が
何

回
か

あ
る

。
高

校
1年

で
同

級
生

か
ら

暴
力

を
受

け
意

識
を

失
う

。
専

門
学

校
進

学
後

突
然

倒
れ

2日
間

寝
続

け
神

経
内

科
受

診
。

6人
の

人
格

交
代

。
散

発
す

る
焦

燥

感
、

め
ま

い
・ふ

ら
つ

き
、

頭
痛

や
吐

き
気

。
A

,

C
,

D
, E

医 師

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

・家
族

面
接

4年 半 （中 断
含

む
）

不 明

35
柳

下

（2
00

5）

14
女

解
離

性
障

害
両

親
、

弟
。

父
か

ら

母
に

暴
力

。
両

親

は
境

界
性

人
格

障

害
。

H
有

お
と

な
し

い
。

両
親

の
激

し
い

喧
嘩

に
怯

え
る

。
小

4で

母
か

ら
暴

力
を

受
け

過
呼

吸
、

意
識

消

失
発

作
。

11
歳

の
と

き
離

婚
。

解
離

発
作

と
自

傷
行

為
で

入
院

。
家

出
。

沈
黙

気
味

。
退

院
後

途
端

に
激

し
い

解
離

発
作

を
認

め
て

再
入

院
。

院
内

学

級
通

院
の

際
に

無
断

離
院

し
た

た
め

転
棟

さ
せ

た
と

こ
ろ

2階
の

窓
か

ら
離

院

し
よ

う
と

転
落

。

A
,

E
,I

医 師

入
院

治
療

、

行
動

制
限

10
ヶ

月

良 好

36
波

多
江

(2
00

7)

小
2

男
診

断
な

し
母

未
婚

で
出

産
。

乳
児

院
、

児
童

養

護
施

設
措

置
。

H
有

神
経

質
。

心
を

ひ
ら

い
て

い
な

い
。

人
の

痛
み

が
わ

か
ら

な

い
。

他
児

に
暴

力
。

指
示

に
従

わ
な

い
。

自
分

が
い

な
く

な
る

よ
う

な
感

じ
を

常
に

感
じ

る
。

先
生

の
話

が
聞

け
な

く
て

じ
っ

と
し

て
い

ら
れ

な
い

こ
と

が
多

い
。

B
, F

心 理

施
設

心
理

相
談

、

箱
庭

療
法

3年

良 好

37
東

ら

（2
00

7）

18
女

解
離

性
障

害
両

親
、

祖
母

。
父

は
易

度
的

。

無

明
る

く
活

発
。

友
人

多
い

。
い

い
子

。
成

績
優

秀
。

小
学

校
で

い
じ

め
。

16
歳

で
四

肢
脱

力
、

し
び

れ
。

入
院

前
に

友
人

関
係

の
ト

ラ
ブ

ル
あ

り
。

高
校

3年
は

不
登

校
、

抑
う

つ

的
。

抑
う

つ
、

不
眠

。
学

校
で

孤
立

。
痺

れ
憎

悪
し

寝
た

き
り

。
過

喚
起

発
作

。
高

校

卒
業

式
の

前
日

に
睡

眠
導

入
剤

を
過

量
内

服
し

入
院

。
解

離
性

昏
迷

。

E
,I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

・家
族

療
法

1年

良 好

38
杉

山
ら

（2
00

7）

9
女

解
離

性
障

害
両

親
、

兄
。

父
は

事
業

経
営

し
て

い

た
が

破
産

。
H

有

大
人

び
た

口
調

。
礼

儀
正

し
い

。
生

活
は

ル
ー

ズ
。

父
か

ら
飲

酒
時

に
叱

責
と

暴
力

。
一

時
保

護
さ

れ
児

童
養

護
施

設
措

置
。

小
4で

両

親
別

居
。

兄
と

の
喧

嘩
で

押
入

れ
に

閉
じ

こ
も

る
。

失
禁

。
記

憶
の

断
裂

、
極

度
の

不
安

や
怯

え
、

う
つ

に
て

入
院

。
胸

や
呼

吸
苦

が
執

拗
と

な
り

、
遺

尿
・夜

尿
を

繰
り

返
し

、
解

離
性

幻
視

訴
え

る
。

看
護

師
や

教
師

を
独

占
し

よ
う

と
す

る
行

動
が

続
く

。
退

院
後

も
暴

れ
と

遺
尿

著
し

く
、

家
で

は
兄

弟
喧

嘩
を

し
て

殴
り

合
い

「死
に

た
い

」と
パ

ニ
ッ

ク
と

な
る

。

A
,

D
, F, H

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

・

E
M

D
R

・自
我

状

態
療

法

1年 2ヵ
月

良 好
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 39
村

瀬

（2
00

8）

6
女

解
離

両
親

、
弟

。
弟

は

多
動

。
無

お
と

な
し

い
。

い
い

子
。

祖
父

の
葬

儀
で

骨
を

火
葬

場
で

み
せ

ら

れ
嘔

吐
。

祖
父

の
葬

儀
後

に
「体

の
中

に
虫

が
い

る
」と

興
奮

。
時

々
ボ

ー
っ

と
し

た
表

情
。

話
し

て
い

る
最

中
で

も
突

然
「虫

が
い

る
」と

叫
び

怯
え

た
。

B
医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

2週 間
良 好

40
村

田

（2
00

8）

中
3

男
解

離
性

障
害

両
親

、
弟

。
父

は

温
厚

。
母

は
神

経

質
で

ま
じ

め
で

律

儀
。

無

周
り

に
気

を
遣

う
。

中
3転

居
。

な
か

な
か

馴
染

め
ず

。
小

6自
転

車
で

転
倒

し
短

時
間

の
意

識
障

害
と

逆
向

性
健

忘
。

6月
か

ら
活

気

失
せ

、
7月

意
識

消
失

。
教

師
や

通
学

路
な

ど
の

記
憶

喪
失

。
A

, E

医 師

通
院

治
療

、

精
神

療
法

約
4ヶ

月
良 好

41
白

川

（2
00

9）

11
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

。
離

婚
。

有

落
ち

着
き

が
な

い
。

暴
れ

る
。

父
か

ら
母

へ
の

D
V

を
目

撃
。

小
5の

い
じ

め
。

問
題

行
動

で
近

隣
か

ら
児

童
相

談

所
通

報
。

児
童

相
談

所
か

ら
紹

介
入

院
。

人
格

交
代

し
書

く
文

字
が

異
な

る
。

ス
タ

ッ
フ

へ
の

暴
言

、
暴

力
、

面
会

の
母

親
を

罵
倒

。
反

応
性

愛
着

障
害

、
注

意
欠

陥

多
動

性
障

害
。

C
, F

医 師

入
院

治
療

、

行
動

療
法

・

E
M

D
R

不
明

良 好

42
白

川

（2
00

9）

9
男

特
定

不
能

の
解

離

性
障

害

母
親

。

有

暴
れ

る
。

い
い

た
こ

と

が
い

え
な

い
。

母
か

ら
の

暴
力

や
家

出
に

よ
り

一
時

保

護
多

い
。

母
自

身
に

外
傷

体
験

。

緘
黙

。
暴

力
、

暴
言

、
物

を
壊

す
、

話
を

ご
ま

か
す

な
ど

あ
り

、
反

応
性

愛
着

障
害

、
A

D
H

D
、

行
為

障
害

。
「暴

力
ふ

る
っ

ち
ゃ

え
っ

て
い

う
男

の
人

の
声

」が

す
る

。
C

, F, G

医 師

入
院

治
療

、

認
知

行
動

療
法

不
明

良 好

43
緒

川

（2
01

0b

）

高
1

男
特

定
不

能
の

解
離

性
障

害

両
親

と
弟

。
両

親

は
自

営
業

を
廃

業
。

父
は

母
に

従

う
。

無

成
績

優
秀

。
大

人
し

い
。

小
学

校
の

頃
は

よ
く

喧
嘩

。
友

達
関

係
に

つ
い

て
相

談
時

に
解

離
。

人
格

交
代

。

C
心 理

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン

セ
リ

ン
グ

、

心
理

療
法

2年 11
ヶ

月

良 好

44
野

間

（2
01

1）

16
女

解
離

性
同

一
性

障

害

無

自
己

否
定

感
。

13
歳

で
事

件
に

巻
き

込
ま

れ
、

知
人

が

目
の

前
で

死
亡

。

13
歳

の
事

件
の

フ
ラ

ッ
シ

ュ
バ

ッ
ク

。
攻

撃
的

人
格

、
幼

児
人

格
な

ど
4、

5人

の
人

格
交

代
。

頭
痛

と
恐

怖
感

で
パ

ニ
ッ

ク
と

な
り

攻
撃

人
格

に
交

代
し

て
手

首
自

傷
し

健
忘

。
A

,

C
,

F,
I

医 師

不
明

不
明

不 明

45
北

村

（2
01

1）

19
女

解
離

性
同

一
性

障

害

両
親

と
姉

、
弟

。
姉

一
時

期
不

登
校

。

無

礼
儀

正
し

い
。

ぎ
こ

ち

な
い

。
言

葉
少

な
い

。

13
歳

で
拒

食
。

低
体

重
で

小
児

科
に

入

院
。

16
歳

で
不

登
校

。
自

傷
行

為
。

引
き

こ
も

り
が

ち
で

幻
聴

。

自
傷

と
記

憶
喪

失
。

気
分

が
変

わ
り

や
す

く
、

幻
聴

あ
り

。
会

話
は

全
体

に
曖

昧
で

つ
か

み
ど

こ
ろ

が
な

い
。

ア
ル

バ
イ

ト
を

始
め

て
か

ら
人

格
交

代
。

大
量

服
薬

、
自

宅
屋

上
か

ら
の

飛
び

降
り

。

A
,

C
, F, G
,I

医 師

通
院

治
療

、

薬
物

療
法

1年 3ヶ
月

良 好
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 46
兼

本

（2
01

1）

16
女

解
離

性
障

害
両

親
、弟

。父
は

教
師

。
無

優
等

生
。

中
学

で
い

じ
め

に
悩

み
中

3で
リ

ス
トカ

ッ

ト。
高

校
で

不
登

校
。

不
登

校
と

大
量

服
薬

と
リ

ス
トカ

ッ
ト。

些
細

な
こ

と
で

家
を

飛
び

出
し

て
記

憶

喪
失

。高
校

中
退

。逸
脱

行
為

か
ら

入
院

。は
っ

き
り

し
な

い
幻

聴
や

両
親

と

の
衝

突
。

A, F, G,
I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

・行
動

療
法

不
明

良 好

47
森

国

（2
01

2）

高 校 生

女
解

離
性

障
害

両
親

、弟
。両

親

は
熱

心
な

宗
教

信

者
。母

は
布

教
活

動
で

多
忙

。
H

無

表
面

的
。理

路
整

然
。台

本
を

棒
読

み

し
て

い
る

か
の

よ
う

。

小
学

校
で

父
の

不
倫

。中
学

で
リ

ス
ト

カ
ッ

ト、
不

登
校

。高
校

生
で

風
俗

関
係

の
仕

事
を

始
め

別
れ

話
が

出
る

と
解

離
。

自
傷

の
話

を
し

て
い

る
と

目
が

う
つ

ろ
に

な
っ

て
ぼ

ん
や

り
し

感
情

が
切

り
離

さ
れ

て
い

る
。リ

ス
トカ

ッ
ト、

援
助

交
際

、多
量

服
薬

と
い

っ
た

問
題

行
動

が

あ
り

境
界

性
人

格
障

害
。大

量
服

薬
と

リ
ス

トカ
ッ

トで
救

急
搬

送
。家

出
し

て

援
助

交
際

を
企

図
し

金
銭

を
奪

わ
れ

性
的

被
害

。
B, F,

I

心 理

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

2年 11
ヶ

月

良 好

48
竹

内

（2
01

3）

18
男

解
離

性
障

害
両

親
、妹

。両
親

共
働

き
。父

は
典

型
的

な
亭

主
関

白

で
過

去
に

優
秀

な

ス
ポ

ー
ツ

選
手

。

無

友
達

は
多

い
。生

徒

会
長

。

中
学

で
父

に
す

す
め

ら
れ

て
ス

ポ
ー

ツ

部
に

入
部

す
る

が
過

大
な

期
待

に
耐

え

ら
れ

ず
退

部
。

交
際

女
性

の
浮

気
を

知
っ

た
こ

と
か

ら
自

室
で

倒
れ

健
忘

。高
校

休
学

。過
呼

吸
、失

立
失

歩
。

A, D, E

医 師

入
院

治
療

約
1

年
5ヶ

月
不 明

49
山

下

（2
01

3）

16
女

解
離

性
障

害
両

親
、姉

。

無

手
が

か
か

ら
な

い
。

几
帳

面
。他

人
を

気

に
し

過
ぎ

る
。

母
方

祖
母

が
脳

内
出

血
で

倒
れ

て
か

ら

食
欲

低
下

、全
身

倦
怠

感
、立

ち
くら

み
、頭

痛
し

不
登

校
。不

眠
や

焦
燥

感
。

ア
ル

バ
イ

ト中
に

意
識

消
失

。入
眠

と
興

奮
状

態
の

繰
り

返
し

。も
う

ろ
う

状
態

か
ら

幻
視

、幻
聴

。小
学

生
に

退
行

。復
学

の
こ

ろ
に

不
安

焦
燥

感
が

強
ま

り
、幼

児
的

退
行

行
動

。

A, E, F, G, H

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

1年

良 好

50
山

下

（2
01

3）

14
男

解
離

性
障

害
母

、継
父

。父
や

母
方

祖
母

の
家

な

ど
を

転
々

。母
は

解
離

性
障

害
。

H
有

礼
儀

正
し

い
。

5歳
で

離
婚

。母
と

継
父

か
ら

身
体

的
虐

待
。親

の
知

人
か

ら
性

的
外

傷
体

験
。中

学
で

不
登

校
。

中
学

2年
で

不
登

校
。頭

が
ボ

ー
っ

と
し

、気
が

つ
くと

時
間

が
経

過
。抑

う
つ

気
分

、希
死

念
慮

、頭
痛

、胸
痛

を
訴

え
受

診
。中

3か
ら

登
校

再
開

し
た

が
周

囲
の

生
徒

か
ら

嫌
が

ら
せ

を
訴

え
頭

痛
や

胸
痛

。自
分

の
行

動
を

健
忘

し
、

急
に

手
を

シ
ャ

ー
プ

ペ
ン

シ
ル

で
刺

す
。突

然
攻

撃
的

態
度

と
な

り
暴

れ
入

院
。友

人
間

で
幼

児
的

状
態

。

A, D, F, H,
I

医 師

入
院

治
療

、

薬
物

療
法

不
明

良 好
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以下に a)～ i)の観点で結果を示す。  

a) 論文数  

図５に 50 事例を論文発表年代別に示した。1990 年代に論文発表数が増加し

始め，2000 年以降顕著に増加したことが示された。  

図５ 発表年代別事例数  

b) 初診時年齢と性別  

初診時の年齢を図６にまとめるにあたり，事例の中 1，中 2，中 3，高 1，高

2，高 3 はそれぞれ 13，14，15，16，17，18 歳と便宜上振り分けた。  

最も多く受診されているのは 16 歳から 18 歳のおよそ高校生の年代で 21 事

例（42％）であった。また 15 歳以下の事例総数は 21 事例（42％）であった。

最低年齢の報告は解離の症状を呈した 5 歳児の事例 33 であった。  

また性別は男子が 12 事例（24%），女子が 38 事例（76%）であった。  

 

図６ 初診時年齢  
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c) 診断名  

事例中に書かれた診断名を表１４に示した。診断名を「解離性障害」とする

事例が 21 事例（42%），「解離性同一性障害」とする事例が 21 事例（42%）と

多かった。  

表１４ 主な診断名  

主な診断名  事例数  

解離性障害（ヒステリーを含む）  21（42%）  

解離性同一性障害  

（多重人格障害，多重人格を主とした解離型ヒステリーを含む）  21（42%）  

特定不能の解離性障害  4（ 8%） 

その他（離人症，重度の解離症状，解離，診断なし）  4（ 8%） 

合計 50(100%) 

 

d) 養育態度と生育環境  

家族背景では親が仕事や同胞の育児で忙しく，子育てに手をかけられなかっ

たとする記述のみられた事例を「放任傾向」の養育態度として抽出したところ

17 事例（34%）にみられた。反対に過保護または教育熱心だが過干渉な記述が

みられた事例を「干渉傾向」の養育態度として抽出したところ 7 事例（14%）

に認められた。重複が 1 事例あるため「放任・干渉傾向」の事例は全体で 23 事

例（46%）であった。  

また，暴力が振るわれた，家族内の変動が多く落ち着かない，または児童養

護施設入所などの経緯があるなどの事例を「虐待的生育環境」として抽出した

ところ 18 事例（36%）に認められた。  

e) 性格特徴  

子どもの性格特徴として「手がかからない」「まじめ」「いい子」「優等生」「優

秀」などの評価を受けている事例を「いい子」な性格特徴として抽出したとこ

ろ 21 事例（42%）に認められた。  

また，「３－４．養育態度と生育環境」における「放任・干渉傾向」に併せて

「いい子」な性格特徴を持つものは 9 事例（18%）であった。  
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f) 生活史上のエピソード  

生活史上のエピソードとして，学校での「いじめ」を経験したのは 16 事例

（32%），学校に行けなくなる「不登校」の経験がある事例が 20 事例（40%）

あった。「性的外傷体験」は 8 事例（16%）に認められた。  

また，「３－３．診断名」の「解離性同一性障害」 21 事例において「性的外

傷体験」のあるものは 5 事例（10%），ないものは 16 事例（32%）であった。  

g) 症状  

症状のうち「健忘・遁走」が 31 事例（62%）に認められ最も多かった。次に

「気分変調，粗暴，精神運動興奮」が 29 事例（58%），「人格交代や同一性障害」

が 28 事例（56%）と続いた。最も少ないのは「離人感・非現実感」であり 9 事

例（18%）であった。それらを図７にまとめた。  

また，「自傷行為」のある 26 事例のうちの 21 事例（81%）は 15 歳以上であ

った。  

図７ 症状の内訳  

h) 主治療者の職種と治療形態および主な治療技法  

主治療者の職種として，「医師：心理士：医師と心理士」の割合は「 38 事例：

5 事例：7 事例」であり，圧倒的に医師によるものが多かった。  

治療形態が明記されたものの中では医師の指示による「入院治療（治療経過

途中の短期間のものも含める）」が最も多く 31 事例（62％）に適用されており，

「薬物療法（明記されたものを抽出）」は 28 事例（56％）に認められた。また，

31
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入院による行動制限や家族への心理教育が加えられていることも多く報告され

ていた。  

主な治療技法として通常の精神分析療法や心理療法以外で，「箱庭・描画・イ

メージなどの芸術療法」「催眠療法」「（認知）行動療法」や「心理劇」「ＥＭＤ

Ｒ」なども利用されていた。  

i) 治療期間と転帰  

治療期間は途中の中断期間も含めると 2 週間から 7 年までと幅広い。小数点

第 2 までで切り上げで月単位に換算し，不明なものは削除した上で平均をとる

と平均治療期間は 17.5 ヶ月であった。  

転帰は症状の回復や社会性の改善などがみられたものを概ね「良好」と判定

したところ 41 事例（82%）にのぼり，その平均治療期間は 15 ヶ月であった。 

 

4.2.2.3 考察  

以下に a)～ c)の観点で考察を述べる。  

a) 論文数，初診時年齢と性別，診断名について  

総論文数は 1990 年代に入って増加傾向を示し，2000 年代からは一層増加し

1990 年代の 3 倍に増えた。これは海外議論の盛り上がりを受け多くの学会誌

で特集号が組まれたことや，「解離－若年期における病理と治療」（ Putnam, 

1997/2001）が翻訳されたことが児童の解離性障害に対するわが国における関

心の高まりの契機になったものと思われた。  

事例の初診時年齢は高校生の年代が最も多いが，それは症状が多く出揃い社

会生活に困難を来してから受診する場合が多いことにもよるであろう。一方，

実際には 15 歳以前に何らかの解離体験の発露と思しき体験を述べている事例

も多くあることから，幼少期から思春期にかけての解離経験は受診が遅れる傾

向があるといえる。海外では解離性障害の多くが 20 歳前に発症し，その 1／5

は思春期前に始まると言われ（中根，1991），解離性障害は児童青年期に発症危

険のある疾患の一つと考えられている。Stern（1984）によると，最初の人格分

離のエピソードが聞かれるのは 6 ヶ月から 7 歳までの間とされ，研究でも最低

年齢は 5 歳の男児における人格分離の体験（白川，2003）があるが，7 歳以前

の事例発表はわずか 3 本であり，特に幼児期の診断は困難といえる。  
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性別では女子が 76％と男子の約 3 倍であった。海外の成人を対象とした研究

の男女比は女性が男性の 6～ 9 倍と言われ，児童／青年期を対象とした研究

（Putnam, 1997/2001）でも同様の比率が確認されていたが，本研究では従来

の報告ほど顕著な差は認められなかった。この理由については，解離性障害の

男性事例は比較的少数であることから，男性事例を取り上げた論文が増えたと

も考えられた。  

診断名については「解離性障害」や「解離性同一性障害」の事例報告数が最

も多かった。「解離性同一性障害」と診断される事例はほぼ年齢 15 歳以上であ

り，11 歳と 14 歳に「解離性同一性障害」がみられたとする事例 10 や事例 41

は稀な事例と考えられた。Putnam ら（1986）の調査によれば，解離性同一性

障害の確定診断に平均で初診から約 7 年かかるという。同一性障害は，人格が

形成される目安の 18 歳近くに明確化することが背景と思われた。  

b) 養育態度と生育環境，性格の特徴，生活史上のエピソードについて  

家族背景と養育態度の関係について，「放任・干渉傾向」の事例が合わせて

46％にのぼることが示されたが，二つの両極端な養育態度の家庭に共通するの

は，子どもが主体性を失い，孤独や両親からの理解されなさを感じる環境では

ないかと思われる。同じく暴力的で良好な愛着形成に乏しい「虐待的生育環境」

においても，子どもは精神的支えを持つことができず，孤独で不安定な環境に

あったと考えられる。田中哲（2008）は解離性障害／身体表現性障害のついた

入院患者の 38％に虐待体験を認めており，虐待的環境に育つことと解離性／身

体表現性障害の関係性が強いことを示している。解離性障害を示す子どもたち

の置かれた環境の特徴を示すものとして極端な養育態度や虐待的生育環境は重

視すべきといえる。  

一方，性格特徴として「いい子」を特徴とする事例も 42％にのぼった。加え

て「放任・干渉傾向」な養育環境にあって「いい子」と評される事例は全体の

18％に見られている。白川（2009）は，日本の解離性障害を認めた患者に過去

の心的外傷の既往は米国に比して少なく，子どもの解離性障害について「母親

の過剰調律により支配された状態が続き，本来の自己が確立されていない人が

過度のストレスを受けて解離を起こす」可能性を指摘している。子どもが周囲

に迷惑をかけない，または周囲から見過ごされてきたような「いい子」が，環
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境に過剰適応するあまり解離機制を獲得することが示唆される。柴山（ 2010）

は，対人関係過敏症状にみられるように，解離患者の多くが基本的に人に対す

る怯えの意識があることを指摘し，それは幼少期から愛着関係を形成できなか

ったことに根差し，他者との関係においても孤立や嫌われといった怯えがある

ために過剰に同調性を示すことから，親の気持ちを先取りして迷惑をかけない

ように行動する，いわゆる「いい子」に見えがちであることを指摘した。さら

に養育環境と子どもの解離の関係について村瀬（ 2011）は，親の養育態度が適

切でないと子どもの行動や感情は自己の内部に統合されず，解離として現れる

要因になると指摘した。同様に紀平（2007）も，「闘争も遁走もかなわぬ乳児の

場合，過覚醒反応は養育者への接近を希求する行動となり，それに対する適度

な情動応答がなければ解離反応になる」として，幼少期からの親の適切な情動

反応が解離反応に大きく影響すると述べている。家族背景における「虐待的生

育環境」や養育態度としての「放任・干渉傾向」と「いい子」の性格特徴は，

解離性症状の危険を示す一つの指標として注意をする必要があることが示唆さ

れた。  

生活史上のエピソード中には，「いじめ」，「不登校」や「性的外傷体験」のあ

る事例が多く見受けられた。「いじめ」「不登校」が多い特徴からは，日本では

集団内の孤立が大きな外傷体験となり得ることを示し，体験による主観的な孤

独感の存在は無視できないといえる。杉山ら（ 2002）は自験例 40 例の解離性

障害に虐待があるものは 30 例，外傷体験があるものは 7 例，何も持たないも

のはわずか 3 例のみであったことを報告し，外傷体験という要因の存在を示唆

している。一方，海外文献では解離性同一性障害との強い関係を示す性的外傷

体験の既往が特徴とされるが，本論における解離性同一性障害の 21 事例中に

性的外傷体験のないものは 16 例あり，日本では必ずしも体験がなくても解離

性同一性障害となる危険はあることがわかった。ただし，中井（ 2004）は恥や

罪の意識とつながる日本人は性的外傷体験を名乗り出ることはあまりないと指

摘しており，治療経過中に報告されていない性的外傷体験がある可能性は否定

できない。いずれにしても自らの処理能力を超える外傷体験が発症の引き金に

なる（高戸，2001）と考えると，日本における児童の解離性障害の危険要因と

して外傷体験の有無は注意すべき指標といえる。  
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c) 症状，主治療者の職種と治療形態および主な治療技法，治療期間と転帰につ

いて  

症状では「健忘・遁走」が最も多く，次に「人格交代や同一性障害」「気分変

調，粗暴，精神運動興奮」「自傷・自殺企図行為などの自己破壊行動」が多く報

告されていた。症状の外面からのとらえやすさも影響したと思われるが「離人

感・非現実感」のような病態の報告は少なかった。特に「自傷・自殺企図行為

などの自己破壊行動」がみられた事例の約 80％は 15 歳以上であり，思春期を

超えた頃からの自己破壊行動の具体的な形として，リストカットや大量服薬が

選択されやすいことがうかがえた。松本（2009）は，青年期の解離病態の特徴

として自傷行為が多く併発することを指摘し，解離と自傷行為は密接に関係し

あう症状ととらえている。本研究でも何らかの自傷行為がある事例は半数近く

にのぼり，思春期青年期に特徴的な病態として注意すべきであろう。  

主治療者の職種と治療形態としては医師による入院治療・薬物療法が多く選

ばれており，本人に居場所を提供しつつも限界設定をし，巻き込まれる周囲の

人間や家族を包括した視点をもって働きかける様子が多く報告されていた。そ

こでの主な治療技法としては，通常の精神分析療法や心理療法の他に，箱庭・

描画などの芸術療法，催眠療法，（認知）行動療法，心理劇，ＥＭＤＲなどの使

用が報告されているもののまだ個々の療法の事例数は少なく，「日本の臨床場

面ではややゆとりのある時間帯に受診してもらい，支持的精神療法，環境調整，

休養などを折衷的に組み合わせる治療法が多く行われている（木村，2007）」の

が現状といえた。Diseth & Christie（2005）は，子どもの解離性障害の治療に

は個人精神療法，薬物療法に併用して家族療法が求められるとしており，日本

においては医師による入院治療にそれら全てが含まれていると考えられた。  

治療期間と転帰として，全体の平均治療期間は約 17.5 ヶ月であり，治療経過

が良好であるものが 41 事例（82％）と約 8 割を占め，その平均治療期間はさ

らに短く約 15 ヶ月であったことから，子どもの解離性障害は比較的治療がス

ムーズで予後も良いことが示された。兼本（ 2011）は，解離性障害は全体とし

て若い年齢層を中心とした病態であるとし，初診時点において 20 歳未満であ

った患者群は解離性障害全体のほぼ 3 分の 1 に当たったと報告する一方で，そ

れらの患者群には解離性障害だけを取れば比較的軽症例が多く，思春期例では
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解離症状が正常心理の延長線上と考えて情動の不安定さに対する行動療法的か

かわりや入院による制限などを行うことで安定するとしている。河村ら（ 2008）

も，児童期の解離性障害の予後は身体症状の合併が少なく，家庭環境に大きな

問題がない場合は短期で治癒することが多く比較的良好であると報告している。

初診時年齢が遅くなり問題が遷延化するほどに，本人の人格水準への影響も大

きく，治療を継続することが困難になるといえ，幼少期の指標をできるだけ早

くみつけて治療することが早期の改善に繋がるものと思われる（ McElroy, 

1992）。  

一方，河村ら（2008）の研究では解離性障害に特徴的な病前性格をあげてお

り，本研究ではこの記載が少なく拾い上げることが出来なかったが，劣悪な養

育環境や生活史上の出来事からのみ解離性障害が起こるわけではなく，子ども

の側の気質的特徴なども今後の研究で明らかにすべきものと思われた。  

子どもの解離性障害は多く見受けられる病態でありながら日本における疫学

調査はほとんどなされておらず，また診断基準も安定していない。わが国の特

徴を加味した診断基準を以って早期に発症の兆しをとらえ，適切な支援へとつ

なげることが今後の課題と考えられた。  

 

4.3 子どものトラウマに対する EMDR の文献展望 2 

 子どものトラウマに対する伝統的な心理療法に精神力動的心理療法がある。

ISTSS のガイドライン（Alicia et al. ,  2009）にはドメスティックバイオレンス

にさらされた就学前の幼児に child-parent psychotherapy を実施し，子どもだ

けでなく親も自らのトラウマを乗り越えたとする RCT 研究（Lieberman et al., 

2005）や，性的虐待を受けた女児への心理療法により病理が減少した RCT 研

究（Trowell et al., 2002）など効果研究が報告されている。また，Toth ら（2002）

や，Cicchetti ら（2006）など，言葉や遊びの表現を通して精神分析的に状況を

解釈し，親や子に伝え返しながら親子関係にまで変化をもたらす有効性も示さ

れている。事例研究でも，単回性の出来事対して（Gaensbauer, 1994）だけで

なく，複雑なトラウマに対しても（Osofsky ら , 1995），適用できることが示さ

                                                   
2緒川和代・松本真理子 (2017). 子どもに対する EMDR 適用に関する文献的

考察 . 児童青年精神医学とその近接領域，58(3)，409-423. 
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れているなど，子どものトラウマ治療としての精神力動的心理療法のエビデン

スは多い。一方でガイドラインに推奨されるトラウマに特化した心理療法によ

る，子どもへの効果の実態はあまり知られてはいない。  

本節ではその一つである EMDR に関する文献展望を通してその実態と課題

を明らかにすることを目的とする。  

 

4.3.1 方法  

海外文献について PubMed を使い，キーワード「 children×EMDR」にて 56

編，「adolescents×EMDR」にて 58 編を抽出した（平成 26 年 12 月検索）。さ

らに EMDR 学術雑誌である Journal of EMDR Practice and Research を検索

し，「 children×EMDR」にて 20 編，「adolescents×EMDR」にて 11 編を抽出

した（平成 26 年 12 月検索）。上述の検索サイトに不足する文献を Wiley on 

line，Google scholar，Web of science，EMDRIA 資料集において補足した。  

国内文献については CiNii を使い，キーワード「子ども×EMDR」にて 11 編，

メディカルオンラインにて 11 編，医中誌にて 30 編を抽出した（平成 26 年 12

月検索）。  

以上は 1990～2014 年までの 15 年間を対象とし，論文発表年は雑誌掲載年

（刊行年）とした。なお，本論における「子ども」は便宜上 18 歳以下と設定し

た。  

集められた文献から，重複論文や英語以外の言語表記論文を除外し，さらに

内容から子ども時代にトラウマを受けた大人の治療や幼児性愛者の治療など，

直接子どもを治療していない文献は除外したところ，結果として，海外文献 56

編，国内文献 32 編を抽出することができ，これらを内容の面から効果研究，レ

ビュー研究，事例研究，報告文献の４種類に分類した。効果研究とは，RCT を

手法とする研究，対照群やコントロール群を持つ研究とした。レビュー研究は，

EMDR や他の心理療法を含め，これまでの研究を展望しメタ解析による EMDR

の効果や今後の課題などを報告した研究とした。事例研究とは，事例の経過を

詳細に記し，質的に分析した研究とした。最後に報告文献は，教育講演録や特

集記事などの内容を中心とするもので，付随して EMDR 事例を報告した文献

や，EMDR を広く紹介することを目的とした短報などとした。  
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4.3.2 結果  

 以下に a）～b）として海外文献と国内文献の結果をそれぞれまとめた。  

a）海外文献の結果  

表１５に海外文献 56 編をまとめ，図８にその文献数の年次推移を示した。

2005 年以降，効果研究およびレビュー研究が増加しており，エビデンスを重視

した研究が増えてきたことが示された。  

表１５ 海外文献（56 編）  

分類  カテゴリー 研究名  

効果研究（20 編） 

ＲＣＴの研究または対照

群をもつ研究  

Scheck et al . (1998) 

Rubin et al. (2001) 

Chemtob et al. (2002) 

Soberman et al. (2002) 

Jaberghaderi et al . (2004)  

Ahmad et al . (2007) 

Wanders et al. (2008) 

Hensel (2009) 

Kemp et al . (2010) 

Wadaa et al . (2010) 

De Roos et al . (2011) 

RＣＴではない研究  

Oras et al . (2004) 

Fernandez (2007) 

Ribchester et al . (2010)  

グループ療法の研究  

Jarero et al. (2008) 

Adúriz et al. (2009)  

Jarero et al. (2013) 

恐怖症への研究  

De Jong et al . (1997) 

Muris et al . (1997) 

Muris et al . (1998) 

レビュー研究（12 編） Adler-Nevo & Manassis (2005) 
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Diseth & Christie (2005)  

Adler-Tapia & Settle (2009)  

Rodenburg et al . (2009a)  

Mevissen & De Jongh (2010)  

Field & Cottrel l (2011)  

Rolfsnes & Idsoe (2011)  

Fleming (2012) 

Greyber et al . (2012)  

Gilles et al . (2013) 

Chen et al . (2014) 

Pfefferbaum et al. (2014)  

事例研究（18 編） 

新たな疾患への適用  

Taylor (2002) 

De Roos & De Jongh (2008)  

Wesselmann et al . (2012)  

Gauvry et al . (2013) 

知的障害児への適用  

Rodenburg et al . (2009b)  

Mevissen et al . (2011)  

Mevissen et al . (2012)  

進行中や受傷直後の

児への適用  

Zaghrout-Hodali et al . (2008) 

Bronner et al. (2009) 

Tofani & Wheeler (2011)  
 

PＴＳＤやトラウマへの一

般的な適用  

Cocco & Sharpe (1993) 

Pellicer (1993) 

Greenwald (1994) 

Greenwald (1998) 

Kitchiner (2000) 

Tufnell (2005) 

Bae et al . (2008) 

Jayatunge (2008) 
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報告文献（6 編） 

Arnold (1995) 

Ehntholt & Yule (2006) 

Ahmad ＆ Sundelin-Wahlsten (2008) 

Högberg & Hällstörm (2008)  

Pocock (2011) 

Schneider et al. (2013)  

 

図８ 海外文献の年次推移  

b）国内文献の結果  

表１６に国内文献 32 編をまとめ，図９にその文献数の年次推移を示した。

国内においては効果研究とレビュー研究に該当する文献は見当たらず，事例研

究と報告文献に分類された。  

表１６ 国内文献  

分類  カテゴリー 研究名  

事例研究 (9 編 ) 行動の問題への適用  

中野・外口（1999） 

平岡（2006） 

近藤（2009） 

土持・佐々木 (2012) 

大河原 (2012) 
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解離症状への適用  

杉山・海野（2007） 

大河原 (2010a) 

大河原 (2013) 

不登校児への適用  小林・早川 (2010) 

報告文献 (23 編 ) 

EＭＤＲの紹介  

藤森 (2002) 

大河原 (2004) 

伊東 (2006) 

大河原 (2008) 

梶原 (2010) 

大河原 (2010b) 

ヘネシー(2012) 

元村 (2012) 

ラベット(2013) 

杉山 (2013a) 

杉山 (2013b) 

虐待関連障害への適用  

白川 (2004) 

海野 (2008) 

杉山 (2011a) 

杉山 (2011b) 

杉山 (2011c) 

杉山 (2012) 
 

自閉症スペクトラム症児

への適用  

幸田ら(2008) 

市井・吉川 (2010) 

杉山 (2010) 

震災関連での適用  
小林（2013） 

小野寺 (2013) 

不登校児への適用  小林 (2008) 
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図９ 国内文献の年次推移  

 

4.3.3 考察  

 以下に a）～d）として海外文献と国内文献の結果を考察した。  

a）効果研究  

海外文献の効果研究には 56 編中 20 編が該当した。20 編中 16 編（80％）で

症状の改善や問題行為の低下が認められたと報告された。明らかな効果は認め

られなかったとした 4 編（Rubin et al., 2001, De Jong et al., 1997, Muris et 

al., 1997, Muris et al., 1998）のうち 3 編は恐怖症への適用について効果測定

を行った研究であるが，これらは恐怖症専用のプロトコルを用いなかったため

に効果が得られなかったことが指摘されており（Adler-Tapia & Settle, 2009），

これらを除外すると 95％の研究で効果が示されたといえる。効果研究における

RCT の研究や対照群を持つ研究は 11 編みられた。その治療対象について以下

３点の特徴が認められた。第１に，治療困難とされてきたタイプⅡのトラウマ

（Terr, 1991）を治療対象として効果が認められたことである。自然災害や犯

罪被害など，急激に起こり単回の衝撃によるタイプⅠトラウマとは違い，タイ

プⅡトラウマとは虐待のように繰り返される衝撃がある慢性・反復性のトラウ

マをさしており，否認や感情麻痺，解離，激しい怒りや自傷行為などの「複雑

性 PTSD」（Herman, 1997/1999）を引き起こすといわれ，回復は容易ではない
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（藤森，2002）。効果研究にはこうしたテロや戦争などによる難民の子どもな

ど ， 複 雑 な ト ラ ウ マ を 受 け た 子 ど も を 対 象 と し た 報 告 が 認 め ら れ

（Jaberghaderi et al., 2004, Wadaa et al., 2010），タイプⅡトラウマへの適用

可能性が示された。第２に，Wanders et al.（2008）は行動の問題を抱える子

どもの患者に EMDR を実施し，自尊感情と現在の行動上の問題によい効果が

認められたと報告しており，トラウマに限らず行動や感情の問題を対象にする

ことも可能であると示された点である。子どもは行動や感情の問題のほうが前

面に出ることは多く，トラウマとなる出来事が曖昧であっても問題への適用が

可能となり，一層子どもへの適用が広がることが予想された。第３に，３歳未

満児への適用が報告されていることがあげられる。Hensel（2009）はタイプⅠ

のトラウマを受けた１歳９カ月から１８歳１カ月までの３６人の子どもに

EMDR を実施して高い治療効果を示したと報告している。この被験者の中には

３歳未満児が３名，未就学児や低学年児の３～９歳が２０名含まれており，言

語に依存し過ぎない EMDR 治療ならではの特徴といえる。低年齢にも効果が

あることが示されたことで，言語獲得以前の幼児まで対象とする可能性が広が

ったものと思われる。  

加えて，EMDR の集団実施による効果研究が Jarero et al.（2008）や Jarero 

et al.（2013）によって示されていることは特筆に値する。従来，EMDR は個

人療法としての実践が一般的であったが，指導者５名程度で１６０～２００人

を同時にケアできるからである。EMDR Integrative Group Treatment protocol 

(EMDR-IGTP)と呼ばれるこの方法では，４つに区切られた紙にターゲット記

憶や未来の鋳型などを描画し，両側性刺激にはバタフライハグ（Artigas et al., 

2000）を使うことで集団療法を可能にしている。戦災地や被災地などでは多く

の子どもたちが同時にトラウマを受けており，複数の子どもを同時に EMDR 治

療できる方法は実用的であり大きな進展が期待される。  

なお，効果研究の測定尺度には PTSD 症状を測る Penn Inventory for 

Posttraumatic Stress Disorder (PIPSD), Impact of Event Scale (IES), Child 

Report of Post-traumatic Symptoms (CROPS), PTSD Diagnostic criter ia, 

Child Post-traumatic stress reaction Index (child PTS-RI), UCLA PTSD 

Index for DSM-Ⅳが多く使用されていたが，一方で PTSD 付随症状である抑う
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つや不安などの気分を測る Beck Depression Inventory (BDI), State -Trait 

Anxiety Inventory (STAI), Revised Children’s Manifest Anxiety Scale 

(RCMAS)や，子どもの行動を客観的に評価する Child Behavior Check List 

(CBCL)や Parent Report of Post-traumatic Symptoms (PROPS)が用いられた

研究も多くみられた。EMDR の効果が，PTSD 症状のみでなく感情や行動面で

の効果を含み広く期待されていることが示されたといえよう。  

b）レビュー研究  

海外のレビュー研究には 56 編中 12 編が該当した。メタ解析は 2 編

（Rodenburg et al., 2009a, Chen et al., 2014）と少ないが EMDR の効果を認

めている。そのうち子どもの PTSD に対する CBT やプレイセラピー，催眠，

精神力動療法，ナラティブセラピーなど複数の精神療法と共に EMDR もレビ

ューした研究（Rodenburg et al., 2009a）では，子どもの PTSD に EMDR は

CBT と並んで有効であることが示されている。また  Cochrane Review におい

て Gillies et al.（2013）は，子どもの PTSD に対する心理療法として RCT に

よる 14 編の研究をレビューし，心理療法は子どもの PTSD に有効であり，中

では CBT が最もエビデンスが高いが，EMDR も有効であると報告している。

ただし現段階で一つの精神療法が他に比べて効果があるというはっきりとした

根拠はないと述べ，どのようなトラウマにどのような精神療法の効果があるの

かは今後の研究によるとしている。しかしここで扱われた EMDR による RCT

は 2 編のみであり，研究数の少なさによる結論の限界が否めないであろう。単

回性トラウマに対する複数の精神療法をレビューした研究（ Adler-Nevo & 

Manassis, 2005）でも CBT と EMDR の効果は認められたが，合併症への薬物

療法の効果が明らかではないことや，異なる治療間で患者をランダムに割り付

けて比較した研究がないことなどの課題を指摘しており，未だレビュー研究に

おける方法論において不十分な研究が多い現状を示しているといえる。また，

Adler-Tapia & Settle（2009）は RCT4 編を含めた計 19 編の研究をレビュー

し，治療における黄金基準（Foa & Meadows, 1997）に沿うためには，研究に

おいて子どもの診断名がはっきりと決定されていること，効果測定の心理検査

が適しており標準的であること，アセスメントするものが訓練を受けているこ

と，治療者が子どもの専門家であり，治療の新しいモダリティを使う能力があ
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ること，可能なら RCT であることが求められていると指摘した。Rodenburg et 

al.（2009a）は，18 歳以下の子どもを対象とし比較群をもつ 7 文献をレビュー

し，初めて CBT よりもわずかだが有意な効果があると報告したが，どのような

タイプのトラウマ治療がどのタイプのトラウマイベントに最も適しているのか

については課題が残ると指摘している。その後，Fleming（2012）はこの課題

に取り組む研究を行い，RCT やケース研究の 15 編をトラウマのタイプ別に考

察したところ，タイプⅠのトラウマに対する EMDR には効果が認められたが，

タイプⅡのトラウマに対する RCT は研究数が乏しく充分な結論は得られてい

ないと報告している。以上のことから，レビュー研究の多くは EMDR と他の治

療法とを比較し EMDR の効果を認めつつも，どの程度ほかの治療法よりも効

果があるかといった議論はいまだ途上であるといえよう。  

c）事例研究  

海外の事例研究には 56 編中 18 編が該当した。特徴として，これまで適用報

告のない新たな疾患に適用した研究が 4 編，知的障害者を対象とした研究が 3

編，トラウマ状況が継続中の対象や，受傷直後の対象に適用した研究 3 編など

が特徴としてあげられる。新しい対象への EMDR の試みには，Wesselmann et 

al.（2012）や Taylor（2002）のように愛着障害への適用により行動の問題を

改善させることが出来たという報告がある。また，窒息恐怖を持つ４名の子ど

もに１～２セッションの EMDR を実施したところ症状が改善したという報告

がある（De Roos & De Jongh, 2008）。窒息恐怖は窒息する恐怖から食べ物を

飲み込むことが出来なくなるもので，子ども時代に多く発症するといわれるが

治療研究の乏しい疾患であり，EMDR による症状の改善は今後，同疾患の治療

法として期待される。同様に，Gauvry et al.（2013）は慢性複雑性疼痛への適

用を報告しており，愛着障害や窒息恐怖などの新しい分野への試みは EMDR 適

用の可能性を探る研究と位置づけられるであろう。  

また，知的障害者も子ども時代にトラウマを抱えることが多いとされる

（Mevissen & De Jongh, 2010）が，知的障害児の PTSD に EMDR を実施し

て，PTSD 症状を減らし，さらに抑うつや不定愁訴が解消し社会適応能力が改

善した事例研究（Mevissen et al., 2011, 2012）や，てんかんと軽度知的障害を

もつ若者への事例研究（Rodenburg et al., 2009b）からは言語表現が得意では
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ない対象にも適用しやすいことが示された。  

一方，トラウマ状況が継続中の対象や受傷直後の対象に適用した研究からは，

EMDR が受傷から１カ月以上経過したトラウマに対して，また「現在の安全・

安心な環境」が保証されてから適用されるという枠を超えた研究であることに

意義があると考えられる。DSM-5 では受傷直後のストレス反応である急性スト

レス障害（Acute Stress Disorder, 以下 , ASD）が１ヶ月以上経過しても症状消

失しない場合を PTSD としているが（APA, 2013/2014），この ASD の段階での

早期の適切な治療が行われない場合，60～80％が PTSD に至るとされる（Tofani 

& Wheeler, 2011）。Bronner et al.（2009）は，ASD を呈した 16 歳女児へ TF-

CBT と EMDR を併用して症状を改善できたと報告した。さらに Zaghrout-

Hodali et al.（2008）は紛争や暴力の最中にある子どもたちにグループ療法で

EMDR を適用し，子どもたちにレジリエンスを獲得させ，将来の PTSD リスク

を低減させることに成功したと報告しており，安全な環境が整っていない状況

でも有効に使用できることを示したといえる。また Shapiro & Laub（2008）

はトラウマ受傷後の早い時期における治療法として「直近トラウマエピソード

プロトコル（Recent Traumatic Episode Protocol, 以下 R-TEP）」を提案して

いるが，Tofani & Wheeler（2011）は，慢性疾患を抱え日常のストレスフルな

出来事からさまざまなトラウマ反応を呈した子どもに対して R-TEP を使用し

て症状を改善させたと報告している。これらの報告からは子どもにおいてトラ

ウマ受傷後早期であっても EMDR の適用方法次第でレジリエンスを獲得させ

ることが可能であり，ASD の長期化，重症化に対する予防的治療としての有効

性を示したと考えられる。  

これらの他には，抑うつの青年に対する EMDR（Bae et al., 2008）や，スリ

ランカの津波被害による PTSD のある子ども３名への EMDR（ Jayatunge, 

2008）で，トラウマの解消から抑うつ感情や不安などの気分の改善が期待でき

ることが示されたが，１～７名ほどを対象とした事例研究であり，今後は量的

研究へと発展することが望まれる。  

一方，国内文献における事例研究には 32 編中 9 編が該当した。行動の問題

や，解離症状，不登校状態などのカテゴリーに分類されたが，中でも大河原

（2010a，2012，2013）は親子の関係性不全からくる感情制御の未発達な子ど
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もに対し家族療法の立場から EMDR を適用し，症状が改善した事例を報告し

ており，自らの「感情制御の発達不全」という理論を用いて解離症状や行動の

問題が起こるメカニズムを説明している。また，杉山・海野（2007）は虐待に

よる解離性障害を呈した児童に，小林・早川（ 2010）は不登校児のトラウマに

EMDR を実践するなど，研究者自身がそれまで研究対象としてきた子どもに対

して EMDR を適用した結果，症状や状態像の変化が認められたことを報告す

るものがあり，実践的視点に立って適用可能性を探るというわが国での EMDR

適用の特徴を示しているように思われる。  

d）報告文献  

海外における報告文献には 56 編中 6 編が該当したが，中では Ahmad & 

Sundelin-Wahlsten（2008）は PTSD の子どもに対する EMDR の詳細な子ど

も用のプロトコルを作成しており参考になる。また Högberg & Hällstörm

（2008）は子どもの自傷行為に EMDR やサイコドラマやムードマップなどを

利用して効果を示しており，今後の研究分野として発展しうる可能性を持つと

いえるであろう。  

 一方，国内文献における報告文献には 32 編中 23 編が該当した。中でも杉山

（2011b，2011c，2012，2013b）は虐待に認められた併存症に発達障害が多い

事に言及し，発達障害を持つ子どもの虐待事例に EMDR を積極的に導入し有

効性を報告している。また杉山（2010）は，発達障害児が愛着というレジリエ

ンシー機能の不全によってトラウマの侵襲に対し脆弱な自我構造を持つことや，

独自の記憶の障害を持つことなどがトラウマを引きおこしやすい要因であると

して，発達障害の子どもへのトラウマ治療の重要性や危急性を強調している。

こうした発達障害児への適用の示唆から，最近では高畑（ 2015）によって発達

障害児のフラッシュバックに EMDR を適用する研究が行われるなど広がりを

みせている。発達障害の子どもに対する EMDR 適用報告は海外では見当たら

ず，わが国における特徴のひとつと考えられ，さらなる研究の発展が期待され

る。  

以上をまとめると，海外文献における展望の結果からは，EMDR がレジリエ

ンスを高め重篤化の予防に役立つことや，PTSD 症状の軽減だけでなく，気分

の改善に関する有効性や新たな障害，疾患における適用可能性が報告されてき
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たことが明らかになり，EMDR 適用範囲の拡大が示された。しかしながら，子

どものトラウマ治療として RCT を用いた研究が少なく，トラウマのタイプに

合わせた研究が乏しいことが課題であり，エビデンスの蓄積に貢献し得る科学

的方法論に基づいた研究が求められている段階と考えられた。  

一方，国内文献では効果研究やレビュー研究が見当たらず，いまだ海外での

研究を参考に臨床実践を模索している段階であることが示唆された。また，同

一研究者による報告も多く，そのため特定の疾患への適用に関する文献に偏る

傾向も認められた。わが国でも効果研究をはじめとする基礎研究が急務であり，

有効性を検証する必要があるのは明らかであるが，一方でわが国には海外にみ

られない，不登校や親子の関係性不全からくる感情制御の発達不全，発達障害

児への適用に関する報告が認められ独自の方向性の存在が示された。今後はこ

うした分野への適用を検証していくことも重要な課題と考えられた。  

 

4.4 本章のまとめ  

本章では第１節で子どものトラウマに関する海外と国内の研究を展望した結

果，海外では 1940 年頃から，国内では 1990 年頃から児童虐待をきっかけに子

どものトラウマ研究が始まり，今日に至るまで発達心理や神経生物学などへ学

問的広がりをみせながら発展していることが明らかとなった。第２節では子ど

ものトラウマに起因する疾患の文献展望として子どもの PTSD に関する文献展

望と子どもの解離性障害に関する文献展望を行った。その結果，PTSD のわが

国における事例の特徴として家族背景，成育歴，性格特徴にはそれほど目立っ

た共通点はないものの，症状は回避が最も多く，治療の場としては医療機関に

かかり薬物療法を受けることが多く，遊戯療法や描画などイメージを用いた心

理療法の実践が多いことが示された。治療期間はおおむね短く予後が良いこと

も明らかとなった。一方，解離性障害は 15 歳以前から発症の兆しがありなが

ら受診に至ることが少なく，両親の「放任・干渉傾向」の両極端な養育態度，

「虐待的生育環境」，本人の「いい子」な性格特徴，生育歴におけるいじめや性

的外傷体験など外傷体験の有無などが子どもの解離性障害につながる一つの指

標であることが示された。第３節では子どものトラウマに対する心理療法の文

献展望として子どもの EMDR に関する文献展望を行った。その結果，海外の研



105 

 

究からは EMDR がレジリエンスを高め重篤化の予防に役立つことや，PTSD 症

状の軽減だけでなく，気分の改善に関する有効性や新たな障害，疾患における

適用の可能性が示され，今後のエビデンスの蓄積が求められている段階と考え

られた。一方，国内の研究は未だ海外を参考に臨床実践を模索している段階で

あるが，不登校や親子の関係性不全，発達障害児への適用などわが国独自の臨

床研究がみられており，今後も検証していくことが期待された。  
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第５章 子どものトラウマに起因する疾患への心理療法  

－事例研究－  

本章においては，子どものトラウマに起因する疾患に対する心理療法の臨床

実践事例を通して心理療法の用法や有効性及び課題を考察することを目的とす

る。事例の子どもたちのトラウマは第２章で論じた通り，出来事が軽微に思え

るもの，あるいは詳細が明らかではないものであり，また第４章で示した通り，

学校や病院など子どもが生活する場において症状を呈している。そこにまずト

ラウマに特化した心理療法である EMDR を実施した事例として，言語発達が

未熟な７歳前後の子どもを対象とした事例と，１０歳前後の感情表現が困難な

子どもを対象とした事例を提示し，それぞれの用法や有効性及び課題を考察す

る。次に，EMDR などトラウマに特化した心理療法が使用できない場合に精神

力動的心理療法を用いてどのようにトラウマ症状を改善したか，トラウマの詳

細は確認困難ながら重い解離性障害を示した青年の事例を提示し，その用法や

有効性及び課題を考察する。  

尚，本論文における事例については倫理的配慮から，事例の展開に影響のな

い程度に改変を加え修正した。掲載にあたっては発表等の主旨を保護者および

本人に文書で説明し書面による同意を得た。ただし解離性障害の青年事例は古

い事例であり当時は口頭で同意を得たのみであるため多く修正するよう配慮し

た。  

 

5.1 子どものトラウマに対する EMDR－７歳前後の言語発達が未熟な子ども

を対象に－ 3 

5.1.1 はじめに  

Shapiro（1995/2004）は，子どもが苦痛な経験をした後に肯定的な情報が神

経ネットワークに同化されない場合，一定の場所に機能不全をきたす要（かな

め）がセットされるとし，多くの機能不全状態が子ども時代に生理学的レベル

で貯蔵されその後の人生に不利益をもたらすことを指摘した。一方，子どもは

幼いほど文脈で出来事を理解することが難しく，出来事を正しく認知すること

                                                   
3緒川和代 (2018). 小児科におけるストーリーテリング法の実践 . EMDR 研

究，10，  22-23. 
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が難しい。Lovett（1999/2010）は，子どもが外傷的な出来事にひどく脆弱で，

大人にとってありふれた出来事の多くを命が脅かされる体験と受け止めてトラ

ウマ化しやすいと指摘する。６～７歳の児童は小学校に入学するころであり，

発達段階としては自己表現を通して友達を作ったり授業で発表したりして，初

めての学校環境に適応することが求められる。言語表現が苦手な低年齢児は精

神的苦痛を身体化しやすい傾向があり，言語に依存し過ぎない心理療法の適用

が望まれる。本節では低年齢児に EMDR を実施した２事例を提示し，その用法

や有用性を明らかにすることを目的とした。なお，事例の子どもたちはエピソ

ード記憶の特定や認知の修正が難しいことから，EMDR のストーリーテリング

法（Lovett, 1999/2010）と描画を使用した。  

 

5.1.2 事例の概要と面接の経過  

5.1.2.1 事例 A 子 (初診時 7 歳，女児 )  

主訴：嘔気による食欲不振。他院からの紹介状には「夏休み頃より経口摂取量

低下。１ヶ月程度様子をみたが食欲は回復せず２キロほど減量しやせが目立つ。

最近は夜中に泣いて不眠を訴えることがある。顔の表情はうつろで視線もあわ

せずこちらの質問にも頷くだけである」とあった。  

初回面接時：ほとんど話さなかったが，楽しい話題では笑顔が見られた。  

要となる出来事：「風邪の治りかけで食欲も戻り，夕飯をたくさん食べて就寝し

た。夜中，母の入浴中に気持ちが悪くなって起き，お風呂場まで走って来たが

間に合わず，途中の廊下でかなりの量を吐いた。小さい頃からあまり吐いたこ

とがなく，驚愕して泣いた」とのこと。  

症状が出たのは数ヶ月後の家族旅行の頃からで，夕飯を拒絶し，旅行中も朝食

以外は全く口にしないで険しい表情をしていたようだ。当院受診時には夕飯の

食卓にも座らない状態で，夕方に「今日はなに？お腹空いた」と聞くものの食

べられず，自分の頭を叩く自傷をするようになっていた。  

生育歴 (発達歴 )・病歴の聴取：周産期に特記すべき問題なし。３歳児健診まで運

動・言語発達に異常指摘なし。５歳で「サ行」の発音を指摘され言葉の教室に

通ったが小学校入学前に終了。これまでに先生・友人とのトラブルなし。  

心理検査：知能検査による IQ は 92 で言語理解が有意に高い。  



108 

 

準備段階：好きな食べ物をリソース（精神的資源）として数回かけて活性化。

ストーリー作りは母に依頼しておき，当日は本児とセラピスト（以下，Th）が

交互に場面を描いた。トラウマ場面は Th が描き，本児は楽しい場面を描いた。  

EMDR：Th がストーリーを読み，母の膝上にて紙芝居を読み聞かせる間，A 子

はパルサー（掌に両側性刺激となる振動を与える機械）を握らせた。  

ストーリー（実際の文章を簡略化）：  

①くまちゃんは，いつも元気で外で遊ぶことが大好き。②でもある日風邪をひ

いてしまいました。③風邪が治りおやつが食べられるようになりました。④と

ころが気持ち悪くなって吐いてしまいました（図１０a）。⑤それ以来大好きな

シャケが食べられなくなってしまいました。⑥お母さんから「大丈夫だよ，す

ぐによくなるからね」⑦イチゴを１つだけ食べてみたらとてもおいしかった。

⑧それからは何でも食べられるようになりました（図１０b）。  

 

図１０a A 子のトラウマ場面の描画（Th による描画２枚）  
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図１０b A 子のトラウマ後の描画  

次の面接時の前回の再評価では，徐々に食欲回復し夕飯も食べられるように

なったことが報告された。実施から１ヶ月後にインフルエンザに罹患しても７

割くらいは食事がとれたことを見届けて終了とした。面接終了から１年後の電

話インタヴューでも食事についての問題はなかった。ストレスによる自傷行為

はあったが，環境が改善すれば消失する程度であった。  

 

5.1.2.2 事例 B 子 (初診時 7 歳，女児 )  

主訴：嘔気と心因性頻尿。他院からの紹介状には「小学校入学頃から休み時間

に何度もトイレにいき，冬頃からは登下校の道中も不安を感じるようになる。

朝出かける前に嘔気，嘔吐を認め，授業中もトイレに行けない不安から嘔気を

認め，休み時間はトイレに入ったまま出てくることが出来ず，トイレで嘔吐す

ることもあった」とあった。トイレでの洋服のあげさげで太ももに擦り傷がで

きていた。  

初回面接時：母の隣でおとなしく座っており，言葉少ないが表情はある。「みん

なと同じになりたい」と小さい声で話す。  

母から聴取した要となる出来事：年長の卒業式練習時に保育士が「練習中にト
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イレに行ってはいけない」と厳しく指導した。しかし児童の一人が我慢できず

に尿を漏らし叱られた。それを見て B 子は動揺し，以来，家でも保育園でも頻

尿を訴えるようになった。近医に相談したところ「これくらいなら大丈夫」と

言われ，経過をみていたところ１ヶ月ほどでおさまった。しかし小学校入学後

に再び休み時間毎に１日１０回以上トイレに行くようになった。やがて休み時

間が終わってもトイレから教室に戻れず授業が受けられなくなり，緊張する場

面やバスや電車の途中でもトイレが心配になり，不安がピークになると嘔吐す

るようになった。  

生育歴 (発達歴 )・病歴の聴取：周産期のトラブルなし。1 歳半，3 歳時健診問題

なく発達上の特記すべきエピソードなし。友達とのトラブルなし。  

心理検査：学業成績に問題なく知能精査せず。発達の問題ないため発達検査も

設定せず。  

環境調整：学校と連携し，いつでもトイレに行ける環境を調整したところ，１

日のトイレ回数が８回ほどに減った。  

準備段階：好きな事や習い事の話題をし，普段の生活に取り入れて楽しむよう

に伝えた。  

EMDR：猫のストーリーを Th と本児で描画する。ストーリーを聞いている間，

母が膝に抱っこしながら肩をやさしくタッピングする。  

ストーリー（実際の文章を簡略化）：  

①ねこのみーちゃんはピアノが好きなとってもかわいい女の子。②幼稚園では

友達のリコちゃんとといつも元気に遊びます。③ある日遊びに夢中でリコちゃ

んがトイレに間に合いませんでした。④リコちゃんは先生にとっても叱られま

した。⑤それをみていたみーちゃんはいつもトイレが気になって仕方がありま

せん。⑥みーちゃんは遊びが楽しくなくなってしまい，トイレのせいで好きな

ピアノも弾けなくなりました。⑦そこでトラ子先生に相談しました。⑧トラ子

先生にお話ししたら気持ちがすっきりしました。⑨それからトイレが気になら

なくなって，ピアノの発表会も最後まで弾くことができました（図１１）。  
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図１１ B 子による未来の描画  

次回の面接時に再評価したところ，もうあまり気にしないように生活できて

いるとのことで面接は終了とした。終了から１年後に届いた本児からの手紙に

は，なわとびの技を頑張っていること，ピアノの発表会のために一生懸命練習

をしたことが書いてあった。母からの手紙には「電車やバスに乗れるようにな

り心配していた式典にも無事出席できました。練習も含め一度もトイレに行か

ず過ごせました。それでいろいろなことに自信がついてきたみたいで元気に通

学しています」とあった。  

 

5.1.3 考察  

 事例の子どもたちが体験した出来事は大人からすればとても些細なことのよ

うだが，繊細な性格の持ち主であった二人には大変恐怖を覚えた体験と思われ

る。幼さや障害などの理由から体験や感情を言葉で伝えることが少なかったこ

とから，これらの出来事がトラウマとなったと考えられる。  

以下に a）～b）の観点で EMDR の用法と有効性及び課題を考察する。  
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a）  家族の視点を取り入れる  

Ruggiero ら（2001）は子どものトラウマ治療に関して子どもの年齢と発達段

階を考慮すべきであるとし，特に小さい子どもの治療においては多元的な情報

収集が必要であり，治療においては親からの情報や親への心理教育が鍵となる

とする。事例の子どもたちは言語を獲得した年齢ではあるものの表現力や説明

力には乏しくまだ物事を客観的に認識できない段階であり，心理療法には親を

含めた家族全体を対象とする必要がある。EMDR クライエント選択基準に従っ

て，現在のストレス対処力，緊急性（薬物乱用や自傷など），安定度（セルフコ

ントロール力），医学的考慮事項はないか，ライフイベント上のタイミングが良

いかどうか，などの観点に関しても，子どもだけを対象とせず家族の状態を考

慮した。つまり，家族全体がストレスを対処する力があるか，親が薬物乱用な

ど不安定な状態にないか，家族が引っ越しや離婚など大きなライフイベントを

迎えていないか，などの評価をして準備が整えば EMDR を導入する。特に家族

の安定性が整うまでは EMDR を実施せず，家族への心理教育や環境調整を優

先し，必要ならば親面接を通して時機を待った。  

また，１０歳以下の子どもは親同席で実施することで子どもが安心して面接

に向かえることが望ましい。事例では親子関係が良好でリソースになりえるか

どうかかなり慎重にアセスメントをした。そのため事前に親面接を実施し，安

定度の確認として親自身の健康度も聞くように努めた。特に，EMDR を開始す

ると一時的に子どもが不安定になることもあるため，家庭で不安定になった子

どもを前に親が落ち着いていられるかどうかが子どもの状態を大きく左右する。

親の心理教育を通して，揺れ動く子どもを家庭で抱え，落ち着いて見守る力を

育んだ。  

事例はどちらも親子関係は良好であった。そこでトラウマ場面については母

から聴取することで二次受傷を防ぎながら，EMDR を実施する際は不安になら

ないよう母子同席での実施とした。どちらも準備段階として本人の楽しみや喜

び，自分を強く感じられるものなどのリソース記憶を賦活させておくことや，

親への EMDR の説明や心理教育などに十分な時間をとった。少なくとも面接

に来ることに緊張を感じなくなるまでは関係の構築を目的とした。  
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b）ストーリーテリング法の工夫  

ストーリーの内容は「物語を書くガイドライン（Lovett, 1999/2010）」を参

考に，風景や五感を感じさせるような描写を工夫し，トラウマに関連した身体

症状を盛り込んだ。話は明るい雰囲気から始めるが，起承転結を持たせ，最終

的には本児にとって肯定的な信念，未来の鋳型となる解決イメージを入れて終

わるようにした。ストーリーの主人公は子どもとは別の名前にし，時折主人公

が何を思っているか，どう感じているか，など問いかけた。特に出来事が複雑

でより重いトラウマとなっている場合は主人公の名前を必ず別にし，誰かの話

として聞けることで直接的な体験から心理的距離を取らせるようにした。  

事例ではストーリーの作成は母に依頼し，Th が修正を加えた。その話に必要

な絵を３人で描画し協力し合う雰囲気を作った。その後描画をつなげて紙芝居

にし，母の膝に座って紙芝居を読み聞かせる形をとった。母の膝に座り母の腕

に守られながら聞く話は，たとえつらい体験を思い出させるものであっても，

一方で守られ，安全であることを感じながら聞くことで，つらく孤独な再体験

とならないように配慮した。子どもたちは絵を描くことが好きであり，言葉に

よる表現よりも絵による表現のほうがはるかに抵抗はなく，精神的な侵襲度も

少なく取り組めた。  

課題として，主たる養育者が適切な養育が出来ない場合や発達の偏りが強い

場合などはさらなる準備や工夫が必要と考えられる。養育者の安定度は子ども

の安定に不可欠であり，養育者が不安定な場合には親面接の並行が望ましいが，

現実的には叶わないこともある。こういった場合は，より多くのリソースを構

築したり，親子の関係を調整したりといった準備に時間と工夫が必要である。  

 

5.2 子どものトラウマに対する EMDR－１０歳前後の感情表現が困難な子ど

もを対象に－ 4 

5.2.1 はじめに  

学校で起こる問題はいじめや自殺，教師による暴言や体罰など大人社会の病

理を反映し種々の精神的問題を抱えている。１０歳前後という年齢の子どもは

                                                   
4緒川和代 (2016). 小児科における EMDR 介入の有効性と課題－３事例を通

して－ . EMDR 研究，8，54-64. 
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仲間集団や教員との関係に傷つきを感じやすく，多感な時期である。中には傷

つきに対する感情をうまく表現できず，身体症状を呈する子どももいる。これ

までわが国で EMDR を学童期の児童に適用した事例報告は少なく（小林，2008；

小林・早川，2010；近藤，2011；大河原，2012；高畑，2015），研究は乏しい。

本節では本事例は学校で受けたトラウマを抱えた小学生に EMDR を使用して

身体症状を改善した３事例を提示し，その用法と有効性及び課題を明らかにす

る。  

 

5.2.2 事例の概要と面接の経過  

以下に，３事例の概要と経過を報告する。  

ここで報告事例における子どもの EMDR 実施上の手続きについて補足する。

まず，自己に対する否定的認知／肯定的認知（NC/PC）や，認知の妥当性（VOC），

主観的障害単位尺度（SUD）については，子どもが主体的に感じた表現や数字

をそのまま採用した。両側性刺激にはタッピングやパルサーなどの身体感覚を

使用し，脱感作中は子どもの表情変化や，欠伸やため息などの行動変化を手が

かりに回数や強度を調整した。面接の形態は，初回面接は母子同席にて安心感

を築き，過去のトラウマティックな出来事は母親面接から聴き取ることで受診

場面での再受傷や解離反応を避け，反対に EMDR 実施中は親との同席が影響

しないよう子どものみで実施した。尚，本文において患児や母親の言葉は「  」

内に表記した。  

 

5.2.2.1 事例 C 子 (初診時 10 歳，女児 ) 

主訴：吐き気，嘔吐，体重減少，相談室登校  

受診に至る経過：本児は小学校２年時の夏に父の転勤に伴って都会から田舎の

小さな小学校へと転校した。順調に小学校生活を送ってきたが，小３時に学校

担任とのトラブルから教室に入れなくなり，３学期は相談室登校であった。小

４から教室に入れるようになったが，３学期の１月頃から「先生がいやだ」と

登校を渋って泣くようになり，母親から離れられなくなった。同時期に入眠困

難となり，時々夜中に起きて「怖い，怖い」と言うことがあった。それまでは

特に問題なく接してきた担任に対して，近づいてくることに恐怖を感じるよう
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になり再度不登校となった。さらに嘔気から経口摂取不良になり体重が著しく

減少し，小児科クリニックで１ヶ月間点滴を受けたものの食欲が改善しないた

め当院への紹介受診に至った。  

治療歴・相談歴：小４の４月から学校の勧めで教育相談機関での心理面接を２

週に１回継続していた。教育相談機関にて施行された WISC-Ⅲの結果は

FIQ=109 であった。  

生育歴：周産期特に問題なく正常分娩にて出生。始歩，始語ともに１歳ごろ。

１歳半・３歳の健診は問題の指摘なく通過。小１の６月まで関東の集合住宅に

て仲の良い家族と家族ぐるみの温かい関係に育った。遊園地や買い物が好きで

よく外出し活発であった。  

家族構成：父（会社員），母（塾講師），姉（高校生），C 子の４人家族。  

要となる出来事：小学校３年時の担任は物言いが強く高圧的であった。きっか

けは小３のマット運動の授業で１組だけ男女がペアになる場面であった。C 子

は班長であったため男子とペアで手をつなぐよう担任から指示されたが，恥ず

かしさでつなげずにいたところ，突然担任から「汚いものでもついていたか！」

と全員の前で厳しく叱責された。翌日から C 子は学校に行けなくなり，母親が

説明を求めて学校を訪ねても，担任からは「あなたの娘はどういう子どもだ」

と逆に叱られ「あなた達にはむかつきます」と喧嘩口調で言われた。納得がい

かない両親は校長と話し合いを繰り返したが，担任の暴言や態度はエスカレー

トするばかりで，最後には教育委員会に相談に行くよう校長から勧められた。

その後，教育委員会から担任に対して指導があったものの担任の態度は変わら

ず，担任は C 子の両親に対して電話で「あなた方のせいで私は心身共にボロボ

ロにされた」と責めるようになり，関係は一層悪化した。教室に入れなくなっ

た C 子は相談室登校を続けていたが，配布物や連絡便りは教室の机に入ったま

まで，小３の間は相談室で孤独に過ごした。  

治療構造：教育相談機関との並行受診を継続。面接構造は２週に１回５０分，

母子同席面接と個人面接を組み合わせ，小４の２月から小６の６月までの１年

４ヶ月間に計２６回面接を行った。途中，母親面接を２回と，教育相談機関と

の情報交換会を１回実施した。  
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事例の経過：  

第Ⅰ期 EMDR 準備 (＃1～3:小 4 の 2 月 ) 

初回面接時の C 子は色白で痩せていたが流行にのった女の子らしいスカート

を履いていた。しかし元気はなく筆者の問いかけに一言二言答えるのみであっ

た。気の弱そうな印象の母親は「小３のちょうど今頃は学校のことで大変でし

た。４月になってやっと解決し順調に登校できていたのに，どうして今になっ

て？という思いです」と語った。C 子は現在困っていることについて「･･･思い

出すこと」とぽつりとつぶやいた（＃１）。  

準備段階は母親も同席しながら楽しい話題を中心に面接を実施した。最近テ

ニスを習い始めたことや，家にはたくさんのぬいぐるみがあること，好きな食

べ物のこと，引っ越し前の小学校での話題など多くの資源があることが示され

た。動的家族画を実施したところ，『家族みんなでオムライスを食べている絵』

を描き，家族仲の良さが表現されていたので，家族で食事をする楽しさについ

て RDI（資源の開発と植え付け）を行った。心理検査として「子ども版解離評

価表」を実施したところ「ぼんやりすることがある」のみが１点で特に問題は

なかった。しかし，IES-R（Weiss & Marmar，1997）では回避症状と，侵入・

再体験症状が共に１６点，覚醒亢進症状が９点で合計４１点であり PTSD の可

能性が高いとされるカットオフポイントを顕著に上回る高得点であった。特に

回避症状と侵入・再体験症状において，嫌な出来事があった学校を避ける気持

ちが強いことが示された。まずは安全な場所のワークを実施して「大好きなぬ

いぐるみを抱っこしているとき」にゆったりとした感覚をイメージしたところ

（＃２），次回に母親からは「食欲が少し回復してきて，夕べは夕食が完食でき

て嬉しそうでした。それから気持ちが出せるようになってきて，学校であった

ことを話すようになってきました。本人らしさが戻ってきたと感じるけれど，

去年の教室の前を通るときには気持ちが悪くなったり，涙がでたりすることが

あるようです」と報告された（＃３）。  

 

第Ⅱ期 EMDR 介入とフォローアップ (＃4～6:小 4 の 3 月～4 月 ) 

食欲も回復してきて以前と同じ食生活が続けられるようになってきた。そこ

で小３時の思い出から先生との関係を最も象徴する出来事を選んでもらい
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EMDR①を実施した（＃４）（表１７）。  

表１７ C 子の EMDR①内容  

ターゲット 

係活動のことで友達と二 人職員室によばれて叱られた。最後に怒

鳴るように「先生はあなたが嫌いです」と言われ「本当の理由があっ

ても先生には話せない」という思いになったこと。  

NC 自分の言いたいことが言えない。（選択）  

PC 自分の言いたいことは言ってもいい。  

VOC 5→７ 

感情  嫌な気持ち。怒り。 

SUD 8→０ 

身体感覚  頭がイライラする。 

脱感作の経過  
実施中は表情に乏しかったが途中から「頭の中で先生に言いたか

ったことが言えそう」と笑顔が出るようになった。  

しかし次の面接時の再評価で SUD は４に上がっていた。自分の給食がなく

なっていた記憶や，職員室で叱られた別の記憶がよみがえったためであった。

そこで給食場面の記憶で再度 EMDR を実施した（＃５）。「教室に給食をもらい

に行ったら配膳が終わっていて，私の分の給食がなくなっていた。」という内容

は食事がとれない症状とのつながりを感じる出来事と考えられ，EMDR のター

ゲットとし，同じ NC，PC で実施した。途中で感じられた怒りに対してクッシ

ョンを蹴る身体動作を使って表現してもらうと，再度 SUD は０に下がった。

終わったあとに C 子はすっきりとした表情をみせ，「去年は私よく頑張ったよ

ね。今なら『わたしも先生が嫌い』と言い返せる気がする。復活した。」と感想

を述べた。その後の再評価で SUD に変化はなく，母親からは「以前通院してい

た病院のスタッフから『顔色がよくなって元気になったね』と声をかけられま

した」と報告を受けた。学校では友達に気を使って疲れることもあるというが，

食欲は回復し摂取量も問題ない状態になったため小児科は一旦診察終了とし，

経過観察のために次回は新学期に来院することを約束した（＃６）。  
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第Ⅲ期 経過観察 (＃7～13:小 5 の 5 月～8 月 ) 

新しい学年に進級し，４月からは教室に入って授業を受けていたが，５月に

なり友達の間で自分の病気が噂になっていたと知りショックを受けたと打ち明

けた。母親も同様に噂好きな地域の母親集団からの孤立感を話した（＃７）。容

姿の美しい C 子や，都会から転勤してきて一軒家を購入した家族は，古い近所

付き合いの多い地域で注目される存在であるようで，周囲の視線に耐える息苦

しい日々を送っていた（＃８）。５月下旬になって C 子は，「友達からもう仲間

に入れてあげないという手紙が届いた。私を待っている振りをして私が行くと

さっと先に帰ることもある。去年同じクラスだった人が，ひそひそ話をしてチ

ラッとこちらを見るので，悪口を言われている気がする。今日，上履きに画び

ょうが入れられていた。もう学校には行きたくない」と Th に語り，６月から

再度相談室に登校するようになった（＃９～１１）。教育相談機関は学校と連携

して C 子の理解や相談室での対応について統一していたようだが，C 子は友達

や教員に心を開くことがなかった。Th は C 子の頑なな態度に友達への恐怖心

や被害感が過度にあるように思え，再度 EMDR を行うことも視野に入れなが

ら C 子の話に耳を傾けた（＃12～13）。また，母親面接を実施し，C 子と相談

室の他児がうまく距離がとれず困惑している現状に，母親自身が見通しを持て

ず不安を感じていることへの支援を行った。  

 

第Ⅳ期 EMDR 再介入とフォローアップ (＃14～21:小 5 の 9 月～1 月 ) 

９月から相談室には毎日登校し，体育大会には参加することができた。しか

し相談室の女性学習支援員を信じることができない様子や，特に女子との関係

を苦手とすることが語られた（＃14）。その頃，ストレスの原因であった元担任

と同じ車種を近所に見かけることが度々あり，彼女が近くにいるのではと不安

が強まったので元担任の記憶をターゲットに EMDR②を実施した（＃15）（表

１８）。  

表１８ C 子の EMDR②の内容  

ターゲット いつも怒っている先生の顔。顔が怖い。  

NC 私が悪い。（責任） 
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PC 私は悪くない。 

VOC 5→７ 

感情  怖い。 

SUD 6→０ 

身体感覚  緊張して頭がピキーンとなる。  

脱感作の経過  

数回の処理で「あまり顔を思い出せなくなった」と答えるが，「先生が

異動になったのは私のせいかもしれない」「私が悪いから学習支援

員からも嫌われる」という否定的認知に責任の認 知の編みこみを入

れながら脱感作を継続したところ最後には「自分 のせいではない。

今なら異動は先生の問題だと思える」と答えた。  

次の面接時の再評価で SUD は維持できていた。また，学習支援員から不当

に扱われた場面で，初めて自分の感情を抑えずに表現することができた（＃ 16）。

一方，母親からの希望で母親面接を実施し，学習支援員の態度に対する母親の

不信感や怒りを受け止めた。その後 C 子は宿泊研修の準備をきっかけに教室に

入ることができ，班活動での役割を持つことができた（＃ 17～18）。また教室で

の具体的な不安として「休み時間に１人になることが怖い」と訴え，それを「未

来の鋳型」にて「１人でトイレに行くとか本を読むなどして過ごすことが出来

る，それは大人らしい態度である」と再認識した（＃19～20）。また現実場面で

気持ちを伝えることや，同性集団の中で適度な距離を保つことが出来るように

なってきたことを評価し，C 子の自信につなげていった（＃21）。  

 

第Ⅴ期 経過観察と終結 (＃22～26:小 5 の 2 月～小 6 の 6 月 ) 

冬休み期間に関係機関と連携をとり，これまで各所が C 子をどのように理解

してきたか，また来年度に向けどう対応するか，小学校，教育委員会と病院関

係者による情報交換会を開いた。学校からは，２学期に友達が集団で C 子を疎

外していた事実が報告され謝罪されたが，一方で  C 子自身がもう少し積極的に

集団に交わる姿勢が欲しいと感じていることも話された。Th は C 子が友達か

ら好かれていないと感じ消極的になっていたこと，現在は少しずつ学校行事に

参加したいと思えているがまだ友達への信頼感が持てず不安があることを伝え，

もう少し時間を必要としているため，来年度のクラス分けに友達関係に配慮し
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ていただけるようお願いした。心理面接では，学校生活の具体的な話題を中心

に休み時間をどう過ごしたらいいのか，友達にどういう感情を持つかなど話し

合っていった（＃22～23）。  

小６になると前年に噂を流していた生徒たちと離れるようクラス分けが配慮

されており，C 子は少し頑張って初日から教室に入ることができた（＃ 24）。苦

手な友達とは距離をおき，新たな友達と関係を築き始めた。修学旅行は緊張し

ながらも参加できた（＃25）。ある程度安定した人間関係を維持できているのを

確認して終結とした（＃26）。  

 

5.2.2.2 事例 D 子 (初診時 9 歳，女児 )  

主訴：登校時腹痛，不安，相談室登校  

受診に至る経過：小学校３年生の秋ごろから，学校に行く時間になると腹痛を

起こすようになり，スクールカウンセラーの心理面接を受けたがあまり改善し

なかったため当院に紹介された。当時 D 子のクラスは２学期から学級崩壊を起

こしており，保護者説明会や授業見学会などが開かれても事態は収束せず，補

助教員による代替授業と管理職による巡回で対応している最中であった。Th は

環境調整として学校関係者に，D 子の明るく積極的な反面，周囲には気を使う

性格であることなどを説明し，学校で安心して過ごせる相談室や保健室の適宜

利用をお願いした。やがて学校側の協力よって D 子は１人で過ごせる場所を利

用しながら授業にも参加できるようになり，担任が異動した後の小４からは教

室登校が可能になって心理面接を終了した。しかし小５の５月頃から再び不安

が強くなり１人で眠れないなどの状態となったため再受診に至った。  

治療歴・相談歴：小３時にスクールカウンセラーの面接を数回受けた。  

生育歴：周産期は問題なく正常分娩にて出生。始歩１０ヶ月。始語は遅く２歳

ごろだが，大人の言葉はある程度理解できたとのことで１歳半，３歳児健診は

問題なく通過。塾に入り４歳で平仮名を覚えた。学校では活発で積極的だが家

庭では人形遊びなど大人しい遊びを好んだ。  

家族構成：父（会社員），母（専業主婦），D 子の３人家族。  

要となる出来事：小学校３年時の担任は若い女性で経験が少なく，D 子やその

他生徒と対立して授業も成り立たず，クラスは学級崩壊状態であった。D 子は
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２学期の個別教育相談で担任から，幼稚園来の友人と離れるよう注意された。

それから担任の授業になると腹痛を訴え保健室に行くことが増えた。担任の言

う通り友人から離れ，新しい仲間と過ごすようにしたが，今度は保健室に他の

児童が便乗して付き添って行くことを D 子が悪いと叱られるようになった。そ

の頃から毎朝腹痛を訴えて登校を渋るようになり，相談室で過ごしながら小３

を乗り切った。担任が隣接する中学校に異動した小４からは安定した学校生活

を過ごしていたが，小５になって，異動した元担任が小・中学校前の道路に立

ち手を振るのを登下校時に見かけるようになり再び調子が悪くなった。  

治療構造：面接構造は２週に１回５０分の個人面接を実施し，安定してからは

徐々に間隔をあけ，小５の６月から小６の２月までの１年９ヶ月間に計１８回

面接を行った。途中，母親面接と学校との情報交換会をそれぞれ１回実施した。  

 

事例の経過：  

第Ⅰ期 EMDR の準備 (＃1～3:小 5 の 6 月～7 月 ) 

久しぶりに来院した D 子は身長も伸び，手足もすらっと細く，大人らしく成

長していた。母親は「このままで隣接中学校に進学できるのか心配です。何と

か落ち着いて進学できるようにしてあげたい」と面接を希望され，D 子は「中

学はどうしたらいいか分からない。別の中学の方がいいのかもしれない。先生

が隣の中学からいなくなればいいのに…」と語った（＃１）。前回の治療を終え

てから今までの経過を話す中で，小３時のことがよく話され，D 子が隣接中学

にいる元担任の存在を気にしていることが分かった。D 子には元担任の堂々と

した態度が怖く，もうすぐ中学校見学日で会わなくてはならないことが不安と

なっていた（＃２）。再度小学校教頭と連絡をとり話し合ったが，これまでの経

緯を中学校に申し送りするのは困難であることや，小学校では明るく活発にし

ており，それほど心配な様子はないとされた。学校環境に対して特に配慮すべ

き点はないと思われたので，今回は小３時の体験に対して EMDR を実施する

ことにした。安全な場所のワークでは「自分の家。ソファーとか普通にくつろ

げる。祖父母の家。学校なら保健室かな」と答え，他にも大切な洋服やぬいぐ

るみ，大好きな食べ物，仲のいい友達などがリソースとして語られた（＃３）。 
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第Ⅱ期 EMDR 介入とフォローアップ (＃4～12:小 5 の 8 月～3 月 ) 

学校の宿泊研修などに参加することはできた（＃４）。実生活は安定しており

EMDR に適した時期と判断して実施した（＃５）（表１９）。  

表１９ D 子の EMDR 内容  

ターゲット 
教育相談で友達 関係を悪く言われ「このままだとあなたの存在が教

室から消える」と言われた。 

NC 私がいなくなる。（私の存在が消える）（安全）  

PC 私はいなくならない。 

VOC 
6.9（小数点がないことは説明したが本人が強調 したためそのまま採

用）→？ 

感情  怒り。先生には教えてもらいたくない。顔が怖い。  

SUD 9.9→？ 

身体感覚  ない。 

脱感作の経過  

先生が言った一番嫌な言葉が思い出されたというが，D 子はそれを

言語化しなかった。先生に対して言えなかった言 葉を心の中で言っ

てみてはどうかと提案すると「言えた。頭の中で言ってやった」と満足

そうに答えた。SUD を確認しても「変わらなーい。目がいたーい。眠

い」と答え集中が切れたようであったので途中終 了の手続きをした。  

次の面接時の再評価で SUD は０に下がっており「思い出しても怖くはない

よ」と答えた。「今度先生に会ったら言いたいことは言える」と言うものの，現

実的にその先生が勤務する中学に進学し，先生に対峙することには「怖くない

けど･･･むかつく」として言葉を濁したので，未消化になっていた怒りの感情に

ついて話し合った（＃６）。怒りの感情を何度か言葉で吐露させタッピングをし

たのち，今度は中学に入ったらやってみたい楽しいことや，不安になった時に

落ち着く方法のイメージを促してタッピングを行った（＃７）。  

１０月にグループで悪ふざけをしていて担任に叱られることがあった。担任

は詳細な理由を聞かないまま D 子が先導したいじめとみなし「あなたは過去に

とらわれていて，自分は特別だと思い込んでいる」と叱責した。このことで親

子は怒りを通り越して諦めの気持ちになり，遠方の中学への進学を決心した（＃

８～10）。その後しばらく箱庭をし，学校のことを話しながらも砂を触ったりビ
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ー球を埋めたりして幼い頃に好きだった人形遊びのことを語った（＃ 11）。身体

的な主訴は消失していたが，Th との面接は卒業まで希望したため，２ヶ月に１

回の頻度で通院を継続することにした（＃12）。  

 

第Ⅲ期 経過観察と終結 (＃13～18:小 6 の 4 月～3 月 ) 

小６に進級し落ち着いて生活できていた。学校には少し冷めた態度で，友達

との距離も適度にあけていた。元担任について「もういい，気にしていない」

と答え，新しい進学先が決定したことで終結とした。その後中学１年時に来院

し，「部活や友人関係に忙しくて充実していると笑顔で語った。  

 

5.2.2.3 事例 E 子 (初診時 11 歳，女児 )  

主訴：吐き気，便秘，食欲不振，相談室登校  

受診に至る経過：小学校３年時に給食が不安で登校できなくなり近所の精神科

クリニックに相談して弁当持参で何とか登校した。小４は特に目立った問題な

く生活できていたが，小５の終わり，もうすぐ最高学年という緊張からか再度

登校を渋るようになった。毎朝泣いて嫌がるため両親が車で送り相談室に登校

させていた。小６になると吐き気を訴えては保健室に行くようになり，気持ち

の悪い日はトローチを１日で１箱食べるようになったため，近医小児科から当

院に紹介された。  

治療歴・相談歴：小学校３年時に精神科クリニックに４ヶ月通院。診断名不明。  

生育歴：周産期特に問題なく正常分娩にて出生。始歩・始語ともに１歳ごろ。

１歳半，３歳児健診は問題なく通過。大人しいが何でも自分でしたがり，下の

子が生まれると積極的に育児を手伝う子どもであった。  

家族構成：父（自営業），母（専業主婦），E 子，弟（年長児），心理面接期間中

に弟が生まれ５人家族となる。  

要となる出来事：小学校３年時の女性担任は“なんとしても食べさせる”主義

で，１人でも食べられないとクラス全体の責任として全員の昼休みがなくなっ

た。給食が早く食べられない E 子はいつも無理に食べて気持ちを悪くし，帰宅

後に横になってトローチを舐めていたが，それ以来トローチを持ち歩かないと

気が済まなくなった。そこで近所の精神科クリニックに相談し，弁当を持参す
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ることで何とか登校した。また同じ頃，体育大会準備の際に体育の指導教諭か

ら厳しく叱られたことが重なった。  

治療構造：面接構造は月に１回程度５０分，母子同席面接と個人面接を組み合

わせて実施し，小６の５月から３月までの１１カ月間に計１２回面接を行った。

精神科にも並行受診し，トローチの代わりにメイラックスを処方された。  

 

事例の経過：  

第Ⅰ期 EMDR 準備 (＃1～4:小 6 の 5 月～7 月 ) 

E 子は母親の隣に座ってじっとこちらを見ているが，自分からは殆ど話さな

かった。しかし問いかければ言葉は少なくてもしっかりと答え，「学校の全校集

会とかで緊張する。気持ち悪くなる。給食は別室で食べる時もある。このまま

で修学旅行いけるかな。」と学校生活の不安を語った（＃１）。修学旅行は，食

事を別の場所に配慮してもらうなどして参加できた（＃２）。友達と買い物に行

くことや，もうすぐ生まれる下の子の世話をしたいなど，回を重ねるうち段々

と言葉で表現できるようになった（＃３）。母親の出産後に EMDR をすること

に同意を得て，しばらくは言語化を促しラポールの形成につとめた。安全な場

所のワークでは「テレビのある部屋」，好きなことは走ることと文具（＃４）。  

 

第Ⅱ期 EMDR 介入とフォローアップ (＃5～8:小 6 の 8 月～9 月 ) 

体育大会が近くなるにつれ「あの先生はもういなくなったのに，夢によく出

てくる」ようになり EMDR を実施した（＃５）（表２０）。  

表２０ E 子の EMDR 内容  

ターゲット 

小３の体育大会 前に準備を指導していた先生から，質問に答えられ

なかったことを理由に，みんなの前で，拡声器で叩かれた。「同じこと

をしていた人もいたのに叩かれていない。答えられなかったわけを説

明しても聞いてもらえなかった。学校集会でも同 じようなことがあっ

て，いつも自分だけは叱られると感じていた」  

NC 叱られるのは私が悪いことをしたから。（責任）  

PC 私は悪くない。 
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VOC 4→７ 

感情  怖い。 

SUD 8→5 

身体感覚  何もない。 

脱感作の経過  

「怖い」と繰り返し訴えたが，続けていくと「先生が去年の宿泊研修に

一人で盛り上がって笑顔 だった顔も思い出した」と変化した。脱感作

を続けたが SUD は下がりきらず，理由は「今年 の体育大会を見にき

ていたら会うかもしれないから」と答えた。その回は時間切れで途中

終了となった。 

次の面接時の再評価で SUD は５で身体感覚が「胸の辺りが嫌な感じ」と変

化していた。同じターゲットを用いて先生の顔をよく思い出しながら再度実施

したところ SUD は２に下がった。E 子が「今はこれでいい」と答えたため終了

の手続きをした（＃６）。再評価では「顔を思い出さなくなった」との発言が認

められた（＃７）。９月の体育大会でリレー選手として活躍することができた。

「最後の種目のときにあの先生が来賓として来ていて目が合ったけど，恐怖は

感じなかった」と述べた。それ以来先生の顔を思い出すことはなくなり，９月

終わりには給食を教室で食べることと，徒歩下校ができた（＃８）。  

 

第Ⅲ期 経過観察と終結 (＃9～12:小 6 の 10 月～3 月 ) 

１０月になると合唱コンクールでピアノの伴奏に立候補し，大縄跳び大会で

は縄をまわす大役をこなした（＃９～10）。１１月には徒歩登校して１日教室で

過ごせるようになり，メイラックスの処方中止となった（＃ 11）。小学校卒業ま

で安定して登校でき，卒業式も参加できたのを見届けたので心理面接は終結と

した（＃12）。中１の夏休みに届いた手紙には，新しい友達と吹奏楽部を楽しん

でいると書かれていた。  

 

5.2.3 考察  

事例におけるトラウマ体験を受けた時期や症状発症などの時間的経過（図 12）

からストレスを受けた期間に遅れて症状が出現し，それがトラウマ化して症状

が再燃し EMDR を導入して間もなく終結につながる様子が明らかである。  
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３事例にトラウマが生じた共通点として，教師からの叱責や厳しい指導を受

けた体験がトラウマとなって身体症状を発症したことがあげられる。教師には

その意図がなくても，子どもにとっては圧倒的な力の差のもとで行われたハラ

スメントであり，指導が広義の暴力となり得ることが示唆される。加えて，子

どもたちが積極的に活躍していた場面で，集団の面前で強く叱責されるという

精神的落差の大きい（仁木，2014）恥の体験をさせられたこともトラウマ形成

のリスク要因であったと考えらえる。また Brewin ら（2000）は，PTSD の危

険因子としてトラウマの後の社会的サポートの欠如をあげている。３事例の子

どもたちは自ら誰かに相談して助けを求めるタイプではない上に，集団の指導

者である教師からトラウマを受けたため社会的支援を求めることが出来ていな

C 子  

小３  小４  小５  小６  

ストレスを受けた期間  

ターゲットとなる記憶  

2 月開始  

教育相談機関への相談  

症状  症状  

EMD R  EMD R  

１回目の心理面接  

2 月開始  6 月：再開

始  

EMD R  

症状  

図１２ ３事例の経過のまとめ  

症状  

症状  

スクールカウンセラー  

ターゲットとなる記憶  

4 月：開始  

EMD R  

ターゲットとなる記憶  

症状  

精神科  精神科  

終結  

D 子  

E 子  

ストレスを受けた期間  

ストレスを受けた期間  
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い。従来心理学においてこの時期の子どもの発達段階として集団活動の参加と

個の成長に大きな意味を持つことが研究されてきた。ピアジェは「具体的操作

期」の子どもは自己中心性を脱して多視的なものの見方が出来るようになり，

集団の中で役割を獲得することが可能になるとした。エリクソンは「学童期」

において勤勉感の獲得と劣等感の克服を課題とし，他者からの評価を受けるこ

とが勤勉感の強化因子となるとした。Sullivan（1953／1990）は，子どもは同

性同年齢集団「チャム（Cham）」に対する率直な自己開示を通じて共通の人間

性が他者にも存在することを認識し，それによってそれ以前に生じた諸障害を

修復しうるとした。田中（2005）は，特にこの時期の女子においては家族凝集

性よりもチャム体験の高低が学校接近感情に深く関連しているとしており，一

体感を伴う密着した同性友人関係に参入していくチャム体験の重要性を述べた。

また河合（2006）はこの年齢の子どもがしばしば相談に訪れることを指摘し，

「10 歳が大事な転換期であるということは，それが危機であることをも意味し

ている。このような状況にある子どもに対して適切な「導者」がいると非常に

ありがたい」と示唆した。以上の見解をまとめると，この時期の子どもは個々

に感受性が強く，大人を観察し模倣することで社会性の鋳型を獲得し，さらに

はチャムという小さな社会を通して他者と交流し自己を深く知ることで内的に

大きな変化を遂げる発達段階にあるといえる。しかし事例の子どもたちはまさ

にこのタイミングで学校の「導者」たるべき先生から不当な扱いを受け，「導者」

を欠いた状態に置かれていた。前思春期の子どもにおいては特に担任からの否

定的評価が集団における個人の評価の格下げが周囲からの孤立につながり，友

達関係を再構築する勇気を挫き，適切な自尊感情の成長を妨げる。事例の子ど

もたちが周囲の評価を気にしていたように，集団内での居場所の喪失につなが

っていたことが明らかである。それがさらに子どもたちの自尊感情を下げ，誰

かを信頼して相談するなどのチャムシップを発揮できず発達課題から取り残さ

れるというスパイラルに陥ったといえる。仲間と助け合える関係を早期に構築

できていれば，トラウマの影響が長引くことはなかったかもしれない。  

学童期にある３事例は恥の体験と精神的落差がトラウマとなって孤立し，社

会的サポートを得られないまま健全なチャムシップを喪失したことが，その後

の人間関係における問題を乗り越えることをより困難にした。それぞれに症状
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を出すことでサインを出していたと考えられ，そこに自尊心の回復と個の成長

に寄り添う心理面接が期待されていたといえる。従って家族支援や学校連携な

どの環境調整により社会的サポートを整えながら EMDR を進めていく視点が

重要と考えられた。  

以下に a）～b）の観点で EMDR の用法と有効性及び課題を考察する。  

a）感情の行き詰まり点に着目する  

３事例は共に軽微なトラウマの事例であるが，Shapiro（1997/2006）は成長

の中で受ける小さなトラウマを「 t-トラウマ」と呼び，EMDR のターゲットと

して扱えるとしている。この「 t-トラウマ」に対し EMDR が有効であった報告

は海外に多く（Newgent et al., 2006; Bae et al., 2008 など），EMDR の適用範

囲は広げられている。一方，子どもは症状が出現して初めて過去に未消化な体

験があったと分かることも多い。子どものトラウマの特徴に関して Tinker & 

Wilson（1999）は，子どもにはトラウマとは意識されていないまま症状を形成

させている出来事と未消化な感情との関係を指摘し，これを「 emotional stuck 

points 感情の行き詰まり点（筆者訳）（以下，ESPs）」とした。３事例のトラウ

マも ESPs に相当する体験であったと考えられ，ESPs に着目することで「 t-ト

ラウマ」をターゲットに EMDR を施行した。結果として子どもの体験すべてを

扱うことなく記憶全体に影響を与え，有効な介入となり得ることが示唆された

といえる。  

b）学童期の子どもへの適用の工夫  

８歳以上の年齢になれば大人の EMDR プロトコルが利用できるとされるが

（Tinker & Wilson, 1999），本論では NC/PC や VOC，SUD において厳密では

ない表現も採用した。子どもの気持ちに沿った主観的な言葉やスケーリングの

ほうが実態に近く，気持ちを込めやすいことを利点と考えたからである。また

Th は EMDR による直接的アプローチと同時に，多面的アプローチとして描画

やマッピング（Adler-Tapia & Settle, 2008），プレイセラピー（McGuinness, 

1997）や箱庭など子どもが面接への意欲を維持できる方法を加え，雰囲気作り

や表現方法の幅を持たせることが必要である。  

課題として，事例は女児の報告であり，さらに事例数を増やすことや，男児

事例の検討が挙げられる。 
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5.3 子どものトラウマに対する精神力動的心理療法 5 

5.3.1 はじめに  

近年，精神障害や発達障害などの言葉は一般にも広く知られるようになり，

学校が対応すべき「障害」が細分化されるに伴って現場の戸惑いも増加してい

る。学校臨床においては，医療的援助が必要な生徒に受診をすすめることが必

要とされるが（倉光，2004），それでも対応に困る生徒の多くは，病院での診断

を受けておらず通院もしていないことが多い。医療機関に受診するまでの調整

でつまずくこともあれば，受診したものの診断や継続診療がないケースまで

様々である。本節の事例は，解離性障害が疑われ医療機関受診の必要性があり

ながらその道筋がつかない生徒を，スクールカウンセラー（以下，SC）の立場

で支えたものである。山﨑(1997)は「境界例の生徒を学校内で抱えていく試み」

の中で，学校は本来治療の場ではなく，どこまで SC が引き受けていくのか検

討せねばならないとする。事例は学校で出会った１生徒であり，トラウマに特

化した心理療法は使えないと考えられたため，Jung の考えに基づく精神分析

的心理療法による視点を導入し，環境を構造化することで事態の改善を試みた。

鈴木 (2005)は，“解離が自己愛に代わって人格を構造化するための必須の成分

となり，解離現象が普遍化する”と警鐘を鳴らしたが，解離性障害も学校や病

院など日常の臨床で目にする病態になりつつある。本事例を通し，EMDR など

が使えない SC という立場でいかに生徒個人の解離性障害と向き合うことがで

きるか示し精神力動的心理療法の用法や有効性，及び課題を考察する。  

なお，倫理的配慮として事例の詳細に関しては個人が特定できないように大

きく修正を加えた。  

 

5.3.2 事例の概要と面接の経過  

クライエント：A 男（初回来談時高校１年生）  

来談理由：「友達関係について相談したい」と養護教諭を通して自主来談。  

                                                   

5 緒川和代 (2010). 解離性障害男子生徒との援助面接と理解 . 心理臨床学研

究，28(1)，39-49.  
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生育歴（発達歴）・病歴の聴取：発達の問題等のエピソードはなく，学業成績は

優秀である。  

家族構成：父 (50 歳代 )，母 (50 歳代 )，A 男。  

面接構造：高等学校にて２週に 1 回，50 分の個人面接。相談室は保健室の隣室。  

 

事例の経過：（以下，「  」はクライエント（以下，Cl），＜  ＞は SC の言葉） 

第１期：（初回～8 回：X 年 5 月～12 月）日常の人間関係を語る時期  

＃１：同級生の女子生徒に傘をすすめたが断られてショックだった。＃４：

友人が自傷して写真を携帯で送ってくることに「血をみるとすごく怖くなる。

小学生の頃，小刀でミスって手首を切って出血したのを思い出す」と震えた。

＃６：「小学校の頃は今とは違う自分だった。よくケンカをしていて，そういう

自分が出てくるのは怖い。」＃８：女子生徒から告白されたが「自分はそういう

気持ちになれないから断ったけど，悪い気がする」。  

A 男は元気がなく，クラスでも言葉数が少ないほうであった。思い出せない

記憶に不安になり，血に過剰に反応するなど線の細い印象。面接開始頃のバウ

ムテスト（図１３）からは自我の萎縮と自己決定力のなさ，鋭さの抑圧がある

と思われ，自分の意見をのびのびと表現でき，対人関係がよりスムーズになる

ことを目標に面接を開始した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 面接開始時のバウムテスト  
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第２期：（9～20 回：X＋1 年 1 月～12 月）非日常の人間関係を語る時期  

＃９：先輩のトシ（仮名，年上男性）に偶然街角で会い，小学生の頃に暴走

族の人たちと仲良くなり，学校の帰りにバイクに乗せてもらったり，喧嘩の仕

方を教えてもらったりしていたことを思い出した。小６の頃の喧嘩相手であっ

たユウ（仮名，同級生男性）にもあった。＃10：「昔の自分が一体化してきてい

る」感じがし，思い出すと良くないことが起こる気がして不安。＃11：昔の友

達と喧嘩をしたと面接中に何度も痛そうに咳き込んだ。＃12～：暴走族の個性

的な仲間や喧嘩の話が続いた。医学に詳しいヤク（仮名，年上女性）がみんな

で鍋をした席で初めて笑い顔を見せて嬉しかったこと，暴走族の頭だったサキ

（仮名，年上男性）はバイク事故で亡くなったこと，ネットに詳しいテク（仮

名，年上男性）が海外で IT 関連の仕事をしていることなどのエピソードを生

き生きと語った。＃16：ユウとトラブルになり喧嘩をしに行くと話し，翌日早

朝，SC の緊急連絡メールに「勝った」との内容が入っていた。＃ 17：朝から落

ち着かず「仲間の一人が今朝病気で死んだ。自分だけ知らなかった」と落ち込

んだ。＃20：集結し始めていた仲間が解散しそうだと落ち込んだ。  

この頃は養護教諭にも同じ内容を話しており，休み時間は保健室でよく姿を

みかけた。養護教諭も SC も，自身に経験のない話題に半信半疑ながら“そう

いうこともあるだろうか”と耳を傾けていた。この頃から A 男はクラスでも目

立つほうになっており，人懐っこい面をみせ，友達の間では相談役になってい

た。SC は A 男の過去に耳を傾けながら，現在の「男性性獲得」への戸惑いと

して受け止めていった。喧嘩による力の行使ではなく，大人の男性ならどう問

題に対応していくか，など問いかけた。  

 

第３期：（21～27 回：X＋2 年 1 月～X＋2 年 12 月）解離を起こす時期  

＃21：いつもと違う粗暴な様子で部屋に入ってきて「てゆうかさ～聞いてな

い？入れ替わったの。あれ？言ってない？バカ（A 男）が言ってると思った。

俺，中身はユウ。ヤクが俺に肉つけて足とか短くして A 男にしたんだよ。バカ

は族のことでいろいろまとめなきゃならねえことがあんだ。その間ガッコいか

ねえわけにいかねえだろ？だから入れ替わったんだ。あ～バカの友達多いし，

話合わせるのめんどくさい」など言いウロウロし，同級生の F 子について「F
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子は俺の女にすることにした」と尊大な言い方をした。  

面接中に立ち回るなど，控えめな A 男とは正反対な態度であったので，それ

となくバウムテストを実施すると，明らかに自我の肥大と粗暴さがうかがえた

（図１４）。面接開始時の描画に比べると過小から過大へと移っており，中間の

ない状態に SC はただ圧倒されて面接中何もいえなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ 解離後のバウムテスト  

面接後，養護教諭は“入れ替わった”話は聞いていないことがわかった。そ

の日のうちに，養護教諭から A 男と親しい友人 B 男と F 子を別々に呼び出し

て話を聞いたところ，どちらも SC と同じ話をきいていたが，“ユウが A 男の体

を着ている”ことが“面白い事実”だと受け止めており，F 子に至ってはユウ

に対し恋愛感情を抱きはじめていた。そこで，二人にも面接を提案し，担任に

は生徒たちの様子を定期的に報告いただけるよう依頼した。一方で SC は自身

が勤務している医療機関の医師や，解離性障害に詳しい医師などに相談した。  

 

＃22：「F 子ちゃんがどうしても私に会ってみたいって言うから，今日は私が

来ました」と，ヨウコ（仮名，年上女性）が，“A 男の体を着て”やってきたと

答えた。「私は自分の本当の親を知りません。小さい時は施設で育って，施設の

仲間で作ったのがこの暴走族でした」と女性の口調と態度で話した。ヨウコは
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SC の肩を叩くなど馴れ馴れしく，少しでも疑う質問をすると否定的な態度に

なった。SC はユウやヨウコに翻弄されてなかなか現実的な話ができないので，

次回は A 男と話をすると伝えたところ，＃23：「来いといったから来たよ。ヨ

ウコがいろいろしたそうで，すみません。」と申し訳なさそうに来室した。その

回は試験や学校の様子などできるだけ現実的な会話につとめ，A 男の現実での

努力を肯定した。  

男性性を示し“枠を壊す”ための「ユウ」が出てきた可能性があり，これ以

上逸脱が進まないよう，「ユウ」であってもルールを守らせる態度を示した。面

接中は「あなたと A 男の両面を一緒に見ていきたい」と伝えることで「ユウ」

も大切にしていく態度を伝える試みをした。  

F 子は，「A 男よりユウが好き」「ヨウコは母のような存在で好き」「A 男は心

臓が悪く，あと３年の命」など話し，すっかり A 男の世界に巻き込まれている

様子であった。そのため，養護教諭に A 男の健康状態を確認し，心臓のことは

心配しなくてよいことを伝えるなど現実的な会話を心掛けた。やがて F 子から

は，F 子自身の辛さや，親に怒られたことなどの相談がなされるようになった。  

B 男は，「あれが多重人格っていうのかな？」と冷静なコメントが多く，現実

場面で A 男を見守っていきたいという気持ちから，学外で困った様子があれば

連絡してくれた。B 男から，F 子以外にも数名のクラスメイトにユウなどの存

在が知れていることがわかった。  

担任は，A 男が女性言葉を使う変わった生徒だと観察していたが問題視はし

ておらず，学校生活は変わりなく継続できたため A 男の人格交代については説

明せず，養護教諭と校長のみの最小限の情報共有枠に留めた。  

 

＃25：「いろいろあって，F 子さんと付き合うことになった。ユウは精神的に

おかしくて入院することになった」というので，とにかく F 子と現実的な付き

合いが始まったことを応援する気持ちを伝えた。学校では卒業試験などに取り

組んでおり，放課後は常に F 子と一緒にいる姿が見られるようになっていた。

この頃から常識的な付き合いの範囲に入っていた。＃26：新しく別の人格が登

場するが，これまでに比べ特徴がなく，この回で消失。＃27：「昨日の夜からヨ

ウコです。キリ（この頃から A 男をそう呼ぶことが聞かれ始めた）は仲間の対
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応に忙しくてこちらに来られません」というので，A 男を心配していることを

伝えた。ヨウコから，A 男は小学校の高学年くらいから喧嘩をするたびに恐怖

心からキリと交代していることが説明された。  

このころは主に A 男には，ファンタジィに耽溺していたと思われる小学生時

代の記憶や家庭での心情を，寂しさという実感をもって話してもらい，それに

「大変だったね」と言葉を添えていった。A 男自身が自分の状態を自覚できる

よう受診をすすめるタイミングをうかがっていたが，本人に病態に対する切実

さがなく話を持ち出せなかった。多くの人格がめまぐるしく入れ替わることで

動揺させられたが，彼の内的現実として一貫して恐怖や不安が根底にあること

を認め，途方もない話を一生懸命語る彼に耳を傾ける“安定した他者”の態度

を貫くよう心がけた。また，特定の人格を拡充したり，治療構造によって新た

に人格が創り出されたりしないよう，人格や内容に過度に関心を示すことは避

けるようにした。  

 

第４期：（28～29 回：X＋3 年 1 月～X＋3 年 2 月）解離収束の時期  

＃28「進路決まったよ。いろいろあったから暴走族もつぶすことにした。ユ

ウはアパートを見つけて住むよ。トシさんとヨウコさんは旅行に行くし，ヤク

さんはどっか消える」＃29：「ヤクさんが言うには僕は小さい頃から性格が全然

違う二人がいて，多重人格なんだって。小学校低学年のころ，畑で友達と火遊

びをしていて，木に燃え移った。そのとき人を呼んで火を消したのがキリ。（頭

の右前部を指さして）ここら辺が痛くなってキリがくるって分かる。A 男に戻

るとすごく眠くて，ぼーっとして夢から覚めた感じになる。誰に言っても信じ

てもらえないと思っていた」。  

A 男が述べた「ぼーっとして夢から覚めたような感じ」とはスイッチングと

いう状態移行（Putman，1997/2001）といえた。A 男は頭痛を伴う突然の睡魔

によく襲われていたが，おそらく眠ることで自我抑制が弱まって人格が交代し

ていたといえる。卒業前には，進路選択や試験など現実的な問題を通過するに

つれ徐々に落ち着いてきた。担任や養護教諭からは以前のような雰囲気はない

と報告され A 男の面接は終了とした。B 男や F 子もそれぞれに進路が決まり面

接終了とした。A 男は無事卒業しその後学校への連絡は入っていない。  
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5.3.3 考察  

Cl の状態を最も説明できる疾患名は，DSM-5 によれば解離性障害，中でも

多彩な人格状態の存在は解離性同一性障害を思わせる。解離性障害では従来，

児童期初期から中期に生じた反復持続的で強烈な心的外傷との関連が指摘され

（Putnam, 1989/2000; 1997/2001），Kluft（1984）をはじめ多くの解離性同一

性障害の報告者は共通して幼児期の虐待などによる心的外傷体験をあげている

（Ross et al., 1989; Coons & Milstein, 1984）。しかし上岡・大森（2001）に

よる，現実回避的な内向性格者が特有のストレス状況下に解離機制によって交

代人格を出現させた事例など，幼児期の心的外傷体験がない報告もある。外傷

体験と解離の因果関係を結論づけることには慎重な意見もあり（フランク・パ

トナム・笠原，1999），Th も Cl と直接その話を深めることはしていない。柴

山（2007）は日本においては北米よりも性的外傷体験は少なく，むしろ「安心

していられる居場所の喪失」が外傷となりうる指摘をしており，これは家庭や

学校，地域に居場所のなかった Cl に当てはまる。同じく柴山（2005）は空想

傾向と解離の関係にも言及しており，Cl にも児童期の空想傾向は十分に素地と

してあったことが思い起こされる。また Cl は他人の血をみて自分のことのよ

うに動揺したが，被暗示性の高さが解離傾向に影響するという報告もあり（安，

1997），Cl は解離機制に馴染みやすい下地を持っていたといえる。経過中「キ

リ」は小火事件を乗り越える際にはっきりと現れたが，高戸（ 2001）も自らの

処理能力を超える外傷的体験が発症の引き金になったケースをあげており，Cl

の場合アクシデントから第一人格を守る形で第二人格が現れたといえる。中学

生の間はこの自我状態は“hidden observer（潜在観察者）（中西ら，1997）”と

して潜在的にあったことも指摘できる。  

以上より，Cl は児童期という空想性や被暗示性の高い時期に，孤独や抑圧と

いった体験をしたことが脆弱性となって解離の準備性が整ったと考えられる。

児童期の危機において発現した解離人格はいったん潜在化していたが，自我同

一性の危機に至って再び機能し，自我の弱点を補うことで問題を乗り越えよう

としたといえる。しかし体験がどのようであれ過去の心的外傷の話題を掘り下

げて心理療法をするのであれば，Cl の安全を考慮して医療機関への診療を設定

すべきであり，状況的にそれが叶わない場合はトラウマのある Cl と向き合う
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最低限の準備は整えるべきである。第３章で van der Kolk（1996/2001）によ

るトラウマケアに必須な五段階として，①教育と身体的な状態を言語化するこ

とによる感情の同定を備えた安定化，②トラウマ性の記憶と反応の条件付けの

解除，③トラウマに関する個人のシェーマの再構築，④安全な社会的つながり

と対人関係能力の再構築，⑤回復的な情緒体験の蓄積，をあげたが，本事例で

は②③のトラウマ性の記憶を直接扱うことはせず，①や④，⑤を中心に心理療

法を展開したといえる。  

 以下に，EMDR などのトラウマに特化した心理療法を使わない場合に従来の

方法でどのように心理療法を展開すべきか a）～ c）の観点で論じる。  

a）トラウマを扱う心理療法の中核：感情の同定を備えた安定化  

事例では多くの人格がめまぐるしく入れ替わっている。菊池（2004）は，一

度にいくつもの人格が派生するというよりも，別人格を生み出すという解離に

よる防衛を身に着けた結果，オリジナル人格，交代人格がそれぞれにさらに人

格を派生させネズミ算的に人格が増えていくとする。Ludwig（1983）は，別人

格とは耐えがたい体験や感情を切り離すために派生したもので，その結果主人

格が現実逃避できるとする。柴山（2010）は，解離患者の多くには人に対する

怯えの意識があり，「ひとりで抱えることができないような体験を，ひとりで抱

え込まざるをえない状況」があって，「犠牲者としての私」が「生存者としての

私」を守るため分離したのが解離であり，従って「身代わり」となった交代人

格をねぎらい「包み込む」必要があるとする。Cl が「キリ」を発生させること

で守られていたと考えると，心理面接においてはそれらの人格を排除しない態

度を示すことが「包み込む」ことであり，どの人格であっても根底に共通する

感情を同定し，それを安全な場所で表現できるようにすることが安定化につな

がったと考えられる。  

また，市田（1995，2001）は，解離症状に疾病利得性が大きく，防衛的適応

的な面と，病的不適応的な面の両面があり，解離を利用することによって苦痛

を軽減し解体を免れる“手放しがたい状況”があると述べる。Cl には，別の強

い男性になることでしか乗り越えられない男性性の問題があり，疾病利得とし

て女性からの注目を得られた点を忘れてはならない。バウムテストでも，自我

肥大の一方でエネルギーが回復した自我があること示している。つまり解離が
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Cl の発達に必要な段階であるとしてまず理解を示し話に耳を傾けることが，Cl

との関係性の維持に重要な姿勢であったと考えられる。従って心理面接では解

離を否認したり直面化させたりせず，その良い面も包含した上で「熱心に聞き

ながら，内容を広げ過ぎない」というバランスよい態度に努める必要があった

と考えられる。  

以上のように疾病利得性に気付きながら，人格が誰であっても A 男本人の孤

独感や怯えと同一と受けとめた対応をすることで，徐々に疾病利得性を手放す

ことにつながったといえる。  

b）トラウマを扱う心理療法の中核：回復的な情緒体験の蓄積，社会的つながり

と対人関係能力の構築  

Cl にとって現実的な対人関係であるクラスでの自己の位置づけや，B 男，F

子との関係，教諭との関係などが構築されることは重要であった。学校を Cl の

「守り」の場にするには，全体を見渡す“俯瞰型の視座（高嶋ら，2008）”を持

ち，生徒・教師・保護者・学校組織全体への包括的コンサルテーションと環境

調整が求められる。Cl の現実生活を維持させる場として登校を継続させること

は不可欠である。そのためには SC が生徒間や教諭からの情報を集約する“求

心力”（野々村，1998）となり，“生徒を取りまく共働支援者が共通理解をもっ

たうえで秘密を共有し，守秘し見守る姿勢（佐藤，2006）”をもって枠づけする

ことで，ある程度 Cl が自由に活動できるよう計らうことが重要といえる。一

方，F 子の存在は“二人精神病（ folie a deux）”（堀端ら，1995）という，同じ

質を持つ二人が寄り合うことで互いに人格変化を起こす病的同一化を想像させ

る。F 子が Cl に依存的に接し，その話を全面的に信じることで Cl の別世界を

支え，解離を加速させていたといえる。さらに F 子が Cl の二つの人格を明確

に区別し，片方を愛したことが人格交代を拡充していた。F 子自身にも悩みが

あり，F 子の解離性を代理した形で Cl の解離が共鳴しあった可能性もある。こ

れは F 子の支援必要性を示唆しており，F 子の安定は結果的に Cl の安定につ

ながったと思われる。他方，B 男は Cl の世界を共有しながらも現実的な視点は

失わず Cl の親友として慕われていた。B 男の現実性を支えることは解離のブ

レーキとなり Cl の現実性を保つことができたといえる。F 子や B 男との関係

の中で Cl は回復的な情緒体験の蓄積が可能となったと考えられた。  
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以上のように Cl が社会的なつながりを失わず男性としての対人関係能力を

高めたことで現実の場に居場所ができ，幼少期の孤独や怯えを徐々に癒してい

けたことがトラウマからの回復につながったと考えられる。  

c）背景の分析的理解：Cl の語りをファンタジィとして読み解く  

Cl の語る内容には現実と非現実との混同があり，中には非現実的すぎて妄想

に近い内容も含まれている。Jung は統合失調症者の妄想を研究することで普

遍的無意識や元型の考えを導入したが（河合，1967），Cl の語りをファンタジ

ィという視点から考察し，Cl の内的世界をどう受け止めるべきか論じる。  

Cl は人目の多い環境で成長した。小学校高学年のころから人を傷つけること

により自責的になりやすく，自我の成長が妨げられている様子がうかがえる。

面接の中で小・中学生時代の思い出がほとんど語られないことからは，思い出

したくない記憶，いじめや暴力を受けた可能性も含め寂しい時代と想像される。

男性モデルを獲得できず，男子成長に伴う衝動のコントロールに戸惑いを覚え

た Cl は，攻撃性の発露は危険なものであるとして自己の男性性の目覚めを抑

圧した可能性がある。攻撃性の抑圧の結果，同性との競争社会に馴染めず，異

端への憧れもあって，ファンタジィの「暴走族」という場に仲間としての居場

所を求めたとしてもおかしくはない。「暴走族」という男性性の象徴的存在に同

一化することで，相手をやっつけられる人格の獲得が出来上がり，ファンタジ

ィの中で代理的復讐願望が充足されていったと考えられる。しかし高校生にな

り，自身の男性としての確立に戸惑いと苦労を感じはじめた。雨の日に女子生

徒に渡した傘を断られ傷ついたエピソードからは，人から受け入れられないこ

とに敏感で，異性からの拒絶に男性性が深く傷つけられていたことがよみとれ

る。面接当初は，フェミニンな性格を発揮し女生徒からの相談役（女性への同

一化）としてクラス内の位置を築いていたが，恋愛相談で男性としての意見を

求められたり，女性から告白されたりといった経験がキャパシティを超えてい

き，好きな女性が出来るという時点で，男性性を発現しなくては乗り越えられ

ない危機に陥ったといえる。男性性を抑圧してきた Cl はこの危機に至って大

きく揺らぎ，ファンタジィを自演する形，あるいは，思春期にある「変身願望」

が別人格になりきる形で願望を充足し，“彼の体を着た別の誰か”が交代しなが

ら登場することで危機を乗り越えようとしたと考えられる。その証に，現実世
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界で F 子の彼として男性的な役割をとるころから必要のなくなったいくつかの

人格が消滅している。卒業時には就職・試験などへの現実適応の機会を得て内

的安定と外的安定が共時的におこり，別人格の役割は終結している点も理解で

きる。  

Cl のファンタジィに登場した人物にはいくつかの元型が思い起こされる。暴

走族の頭「サキ」は集団の最高神であり，彼にとって家族の長たる父親をイメ

ージさせる。「ヨウコ」は彼の中の女性人格であり，アニマ（内なる異性）的存

在であろう。その女性性は，男性性よりも自然に F 子に寄り添っていける力が

あったと思われる。一方 F 子から“男性として愛される”ためには，攻撃性や

行動力を示す「ユウ」が必要であったと思われる。「ユウ」はシャドウとして彼

の一部であったものの，長く抑圧してきた人物であろう。これらのイメージが

彼の内なる幼児性や甘え，依存の代償をしてくれる“強いものたち”であった

と考えられる。その内的未分化性を受け入れ，Cl のファンタジィの世界を総合

的に理解することが求められていたといえる。  

一方，Cl のファンタジィは漫画や小説などがソースである可能性が高い。「キ

リ」の由来は「魔術士オーフェン」（秋田，1994）の主人公にある。原作の主人

公キリランシェロはオーフェン（孤児院）に育っており，Cl のストーリーとも

辻褄があう。人目をうとましく思う Cl にとって孤児の自由さは羨望に値し，一

方で家族の中にいても孤独であった寂しさが孤児のそれと重なったと考えられ

る。  

以上の分析的理解より，Cl の語りを欲求や孤独が込められたメッセージとし

て受け止め，語られた非日常的な話題にも動揺することなく“here and now”

的に傾聴することで世界を広げすぎることを防いだといえ，それが結果として

Cl が現実性にとどまり，新しい自己像を構成することにつながったと考えられ

る。これは舛田（2009）のいう「橋渡し」として，Th が Cl の架空世界を現実

世界へとつなげる橋を構築していたと捉えられ，こちらの理解枠を明確にする

ことが Cl の現実枠としての守りになったといえる。  

まとめとして事例の Cl は自我同一性の危機に至って解離が機能し，解離し

た人格が自我の弱点を補うことで問題を乗り越えようとしたと考えられた。こ

れは解離と自我障害（内的現実の優位性）の病理と捉えることができ，無意識
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が外的現実に溢れファンタジィに現実が支配されて行動している状態と捉えら

れた。心理面接では Cl の解離世界の必要性を理解して耳を傾け，語りの場を保

証することで信頼関係の維持と面接以外の場に広がり過ぎることを防いだ。ま

た，人格や内容に過度に関心を示さないようにすることで，特定の人格の拡充

や，新しい人格の創出をある程度避けることができた。一方で現実生活の維持

を目標に，学業や就職への努力を肯定することで Cl 自身の持つ「現実性」を支

え「現実枠」を明確にした。加えて，周囲生徒へのケアや養護教諭らとの情報

共有，他職種との連携を通して共有される安全枠を構築したことが治療的な関

わりとなった。トラウマに特化した心理療法を使わない事例でも，精神分析的

知識による病理性の理解，安心して感情表現できる守られた場と対人関係の維

持，回復的な情緒体験の蓄積による現実感が治療を可能にすると示唆できた。  

課題として，医療的介入のタイミングと是非に関する疑問が挙げられる。Cl

の解離には「別人の体を自分の体に縫合する」というファンタジィにより個人

情報が各人格間の共意識として根底に存在し，いわば解離を半意識的に操作が

できたことで現実場面に弊害が少なく，重要な他者から交代を気付かれること

も少なかった。舛田ら（2007）は人間関係・家庭・環境ストレスといった一時

的なストレス体験による解離を「一時的ストレス型」として区別し，“軽度の解

離と考えられ，少ない交代人格で，比較的良好な経過・予後が期待できる”と

する。これに従えば本事例も健康度の高い解離と考えられ，医療連携や環境調

整により良好な経過を見守ることが出来るといえる。Cl の解離が社会生活を保

っており自傷他害などの逸脱がないことや，周囲を操作しようという自作自演

的作為性がないこと，人格の破綻がないことをポイントに受診の緊急性を判断

すべきである。事態によっては担任への情報共有が必要であろうし，両親にも

伝える必要があったと考えているが，どのタイミングでどのように伝えるべき

かについては議論の余地があるだろう。幸田（2000）は児童期の解離性障害の

援助について，まず“本人を支援していく多機関が連携した援助システムの構

築”が必要であるとしている。医療適応性の高い子供を排除するのではなく，

連携により支援するシステムの構築が求められていたといえる。  

5.4 事例研究の比較的考察  

ここまでトラウマによって身体疾患を示した小学生への EMDR の試みと，
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トラウマの詳細は確認困難ながら重い解離性障害を示した高校生への精神力動

的心理療法の試みを報告した。レジリエンスの高い子どもであれば親や友達に

話す，あるいは日記など文章にまとめてみるといった方法を用いることでトラ

ウマは自然軽快が見込まれるが，本章の子どもたちのように，症状への対処療

法による経過観察では一定以上回復が進まず，方策に行き詰った子どもへの対

応には工夫が必要である。そのような場合に，EMDR や CBT などのトラウマに

特化した方法を使うことで，トラウマティックイベントによる行き詰まりが解

消され早く回復することが出来る。しかしそういった方法が使えない場合は従

来の精神力動的心理療法でどう対処するかが論点となる。敢えて子どもの過去

に踏み込まず，精神力動的心理療法を背景とした言語による介入と，情報共有

をベースとした環境調整で安定化につながることが示唆されたといえる。  

ここで示された事例から，EMDR と精神力動的心理療法の特徴を比較して以

下に考察する。  

a）EMDR の特徴  

 EMDR の特徴は，第一に治療のセッション数が少ないことである（Diehle et 

al, 2015，Verardo & Cioccolanti, 2017）。特に子どもの場合，数回で終わる報

告もあり（Tinker & Wilson, 1999），Shapiro（1995/2004）も「幸いなことに

比較的短時間であるにもかかわらず子どもは EMDR に非常に迅速に好ましい

反応を示す」と述べている。事例において，EMDR をした治療回はどれも１～

２回ときわめて少なく，そのセッション数も少ない。それでも体験の記憶に伴

う苦痛はかなり下げられたと考えられ，EMDR を境に症状は低下している。事

例のように愛着の基盤が安定した子どもであれば，経験的には数回の処理で回

復に至ることが可能であり，その分精神的な負担は少ないといえる。  

 第二に，言語表現の苦手な子どもにも使用可能な点がある。子どもは言語依

存性が低くストレスを身体症状に表現しやすい（舟橋，2010）。EMDR はトラ

ウマ記憶を構成する身体感覚や感情に焦点をあてて使用できるので，感情や身

体感覚を手掛かりに連想を始めても自然に記憶の連合を促進して出来事の要と

なるトラウマ体験につながり，体験の行き詰まりを解消すると考えられる。

Tinker & Wilson（1999）によると，言語表現が未発達な子どもは，出来事の

認知面に焦点を合わせることが難しいが，出来事の感情面に焦点を合わせるこ
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とでトラウマ記憶の処理が進むという。事例の子どもたちは言語表現や感情表

現の苦手な子どもであそれらの子どもにも使用できる点は有用である。  

これらの効果を総括すると，EMDR は適応的情報処理理論に基づき子どもの

情報処理能力を正常に向かわせ，自己治癒力が回復しうるように促すことがで

きる子どもを中心にした心理療法といえる。  

 ただし限界として，EMDR には明確な「クライエント選択基準」があり，ク

ライエントの安定度が低くストレス管理能力に欠ける時や医学的考慮が必要な

時，ライフイベントのタイミングが悪い時など，幾つかの条件が整わない場合

には使用を控えた方が良い（EMDR Institute, 2014）場合がある。つまり，ク

ライエントが EMDR により早急な解決を希望して来談したときは十分に話し

合わねばならない。また，変化があまりに早いのでクライエントや養育者には

何が起こったのか理解できないことがある。内的変化を感じないまま症状のみ

消失することもあり，出来事の意味づけをしないまま来談しなくなることがあ

る。症状を形成していた疾病利得などの病理が潜んでいた場合，症状の消失に

より関係性が変化し不安定になることや，症状再燃が懸念される。これらに対

応するための準備期間や終了の手続きなどにある程度の面接期間が必要となる

だろう。本章の事例でも症状消失のタイミングはあるものの，その後本人を取

り巻く友人関係などの社会的サポート体制が整うまでは，経過観察と本人の心

の成長を見守る期間が必要であった。EMDR“技法”により未処理の記憶が処

理されたとしても，EMDR“療法”としては前後の心理教育や成長への支援を

含めることが原則である。  

b）精神力動的心理療法の特徴  

 精神力動的心理療法の特徴は，第一に方法が多様なことである。第３章でも

述べた通り，精神力動的心理療法は歴史的にはトラウマを扱う精神分析から始

まり，多くの心理療法の土台となる療法である。精神分析から様々な療法へと

発展しているが，特に子どもの精神分析としてはプレイセラピーやイメージを

使う療法が多く研究されている。子どもの段階に応じて方法を柔軟に変更でき

ることや，新しい方法を模索できることは良い特徴である。事例では多くの精

神分析的視点を持ち込み，教師への説明や周りの人間に働きかける環境調整の

根拠とした。また前半は成長期の不安に伴うクライエントの気持ちに寄り添う
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療法が中心であったが，解離を示した後半からは対応を変え，より分析的な言

葉を返し，時には家族療法的に１つの人格に肩入れしすぎないようバランスを

考えて声をかけるようにした。また，アセスメントとして描画を利用した。  

第二に，時間をかけて自ら言語化し気付きを得ることが出来る年齢のクライ

エントであればトラウマ後の成長が期待できることである。自分に何が起こっ

たために症状が現れ，それをどう乗り越えたのかをナラティブにすることは，

人生の物語を紡ぐ作業といえる。それはまさしく成長の道程であり，つらい体

験を良いものに変えてゆく力の獲得過程であって，その後の人生の雛形となる。

事例のクライエントは３年間の成長と共に現実場面での男性性の獲得をしてい

った。彼が解離を自覚するまでには至らなかったものの，過去のトラウマを乗

り越えて自己を確立していく様が確認できた。解離の症状が収束する頃には男

性としての役割を獲得しており，それはその後の彼の生き方にプラスとなった

と確信している。  

 ただし限界として，精神力動的心理療法，プレイセラピー，芸術療法におい

てはある程度年齢や知的能力が必要であるため，表現方法を持たない子どもや，

障害などの対象者には困難な場合がある。また，つらい出来事を言語化させる

表現によって心の傷を深めるのではないかという不安も一方で提起されている。

Freud（1974）はプレイセラピーで子どもがトラウマを繰り返し表現し再演す

ることが必ずしも不安の解消や癒しにはならず，のちに子どもの人格に影響を

与えることもあるとしている。PTSD に対する支持的カウンセリングの効果は

トラウマに特化した心理療法よりも低く（Foa et al., 1991），同じく精神力動

的心理療法もそれほど PTSD 症状の減少を示さないとする意見もある（van der 

Kolk,1996/2001）。さらに，トラウマとなる出来事にさらされた直後に語る心理

的ディブリーフィング（psychological debriefing）をした群は PTSD 病状が悪

化したという報告（McFarlane, 1994）や，交通事故や暴力の被害者を対象と

してディブリーフィングの効果を検討した無作為化効果研究で，トラウマ体験

後に強い恐怖反応を示し落ち着かない人に対して体験について詳しく語らせ，

その時に感じた感情を明らかにさせることにより，パニック反応を引き延ばし

PTSD 発症のリスクを上げたとする報告（Mayou ら，2000）もあり，ディブリ

ーフィングには有効性が証明されず，むしろ予防の可能性は低いとされた（飛
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鳥井，2000b）。もちろん，子どもに関しても推奨されるものではなく（Wessely 

et al, 1998），語ることが必ずしも回復につながるとはいえないため，事例では

トラウマの詳細について語らせることには慎重であった。通り魔殺人事件の直

後に被害児童の在籍していた学校への心理支援活動を行った研究（一丸，2001）

では，事件にはまったく触れなくても，安全に描画を行うことで，児童の安全

感を形成し表現によるカタルシス効果に寄与したことがあげられていた。事例

では抑圧していた記憶を思い出させて分析的に扱うよりも，背景にそれを感じ

つつも現実的な枠にとどめ続けたことが，図らずも解離の拡がりを食い止め，

社会性を取り戻す意味があったと考えられた。  

c）比較的考察  

以上のことを含め，事例におけるトラウマ療法としての EMDR と精神力動

的心理療法の有効性と課題を比較し表２１にまとめた。  

表２１ 事例におけるトラウマ療法としての EMDR と精神力動的心理療法の

有効性と課題  

 

EMDR 精神力動的心理療法  

有
効
性 

・トラウマ処理の時間が短いので

精神的負担が少ない。  

・言語未発達でも使用可能。  

・芸術療法，精神分析，家族療法など

方法が多様である。  

・トラウマ後の成長を得る。  

課
題 

・スクールカウンセリングなどセ

ッション間の連絡やセッション

の追加が困難な治療構造では使

用が難しい。  

・症状消失が速いため十分に振り

返ることがない場合がある。  

・クライエント選択基準に沿わな

い段階では使用できない，または

注意が必要。  

・トラウマ記憶を健忘した場合には

表現できない。  

・時には人生の長い時間を要する。  

・受傷直後に詳述させる  

と再受傷となる懸念がある。  

心理療法は１つの方法に限定せねばならないものではない。ポストトラウマ

ティック・プレイの中で Gil はトラウマ場面が繰り返されたとき，身体を動か
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すことで子どもの解離を防ぎながら，場面に客観的なコメントや説明を与える

ことで子どもの認知の修正を行ったとされる。このように精神力動的心理療法

と認知を修正するトラウマ療法のエッセンスが共に重要であることは明らかで

あり，精神力動的心理療法による解釈と，強迫的反復のメカニズムの分析，子

どもに受け入れられる洞察などがあった上で，トラウマ記憶の意味や認知の修

正をし，プレイに取り入れることで回復に向かうといえる。セラピー全体の流

れを見通して，治療前期でジョイニングを含めプレイセラピーによるアセスメ

ントやラポール形成を，治療中期に EMDR や CBT によるトラウマ処理とトラ

ウマにまつわる認知に介入し，治療後期にはナラティブによる出来事の意味づ

けと人間的成長を促すというような，様々な要素を取り入れた折衷的心理療法

が最も現実的といえよう。  

 

5.5 本章のまとめ  

本章では学校でのトラウマを抱えた小学生に小児科外来で EMDR を適用し

た事例を報告し，その用法と有効性を明らかにした。言語未発達あるいは感情

表現が苦手な子どもの身体症状に効果がみられ，さらに病院での適用しやすさ

が利点といえた。  

一方，EMDR などトラウマに特化した心理療法が選択できない学校臨床場面

での解離性障害と思われる男子高校生との面接では，従来の精神力動的心理療

法による用法と有効性を示した。青年期の自我の傷つきがトラウマとなって解

離を示した病理性を精神分析的に理解し，安定化と環境調整により本人と学校

とを包括的に支援したことで，最終的には生徒の男性性の成長を促すことがで

きた。  

 以上の事例から，子どもが成長の過程で，学校や家庭で抱えるトラウマを

EMDR や精神力動的心理療法によって支援できることが示唆された。トラウマ

への心理療法としての有効性と課題を理解した上で，統合的に心理療法を使用

していくことが重要であると思われた。  
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第６章 総括的討論  

6.1 ここまでに得られた知見のまとめと本研究の意義  

本研究は，子どものトラウマによる疾患の様相とそれに対する心理療法につ

いて，文献展望によりわが国における疾患の臨床像や心理療法の実態に迫ると

共に，心理療法の実践事例を通してトラウマを受けた子どもをいかに支援する

か具体的に論じ，特に EMDR による心理療法に焦点を絞ってその有効性と課

題を明らかにすることを目的とした。  

第 1 章では，子どものトラウマの概念の変遷とその歴史を明らかにした。子

どものトラウマへの関心は成人に遅れ 19 世紀に虐待の研究から始まり，20 世

紀の法整備を経てようやく発展した。しかし現代社会でも子どもが何らかのト

ラウマに苦しめられることは続いており，子どものトラウマに対する知識や心

理療法の知見が求められていることを指摘した。  

第 2 章では，DSM-5， ICD-10 などの診断基準に基づいて子どものトラウマ

と臨床像について検討を行った。その結果，子どもの心的外傷後ストレス障害

（PTSD）と解離性障害の臨床像が明らかとなった。また，子どものトラウマに

起因する疾患の診断は，言語表現が未熟で，甘えやわがまま，退行などの行動

と区別がつきにくいため難しく，多角的で細やかな観察と，第三者による出来

事の聴取や客観的観察力を要することが示唆された。子どもの場合は大人から

見れば些細な出来事が「命をおびやかす体験」と主観的にとらえられやすいこ

とからトラウマ関連疾患を形成しやすいことや，虐待のような長期に繰り返さ

れるトラウマが人格形成に大きな影響を与えること，愛着の基盤の弱さがトラ

ウマ関連疾患形成の脆弱因子となることなどが子ども特有の特徴として示唆さ

れた。これら疾患の臨床像から，将来の疾患の形成や症状の重篤化を防ぐため

子どものトラウマへの早期対応が求められることが示唆された。  

第 3 章では，国内外のガイドラインを用いて子どものトラウマ治療において

推奨される治療方法について検討を行った。具体的には，海外の国際トラウマ

ティック・ストレス学会による「PTSD 治療ガイドライン」，米国児童青年精神

医学会による「トラウマ治療ガイドライン」，英国国立医療技術評価機構（NICE）

や世界保健機関（WHO）の「PTSD 治療ガイドライン」を，また国内では厚生

労働省，国立成育医療研究センター，文部科学省，静岡大学などのガイドライ
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ンを用いた。その結果，治療法としては認知行動療法，中でもトラウマ・フォ

ーカスト認知行動療法（TF-CBT）や EMDR が推奨されていることが示された。

しかし国内の現状としてはまだ実施できる場が少なく，精神力動的心理療法が

多く使用されていることが明らかとなった。そこでトラウマに特化した心理療

法と精神力動的心理療法を概観し方法や目的の違いを示した。各心理療法の特

徴を踏まえ，いかに実践に取り入れるかが課題であると示唆された。  

第 4 章では，子どものトラウマに対する研究の全体像を明らかにすることを

目的として文献展望を行った。第 1 節では，国内外の子どものトラウマに関す

る文献数や内容の比較検討を行った。その結果，海外では 1940 年頃から研究

が増加しているが，国内では 1990 年頃から研究が報告されるようになり，着

実に総文献数が増加している海外に比べ国内はまだ研究に乏しいことが指摘さ

れた。しかし内容では海外同様に発達心理学や神経生物学などの分野を巻き込

みながら発展していることが示され，特にわが国では「発達障害」とトラウマ

の関連を指摘する研究の存在が示された。第 2 節では，トラウマ関連疾患であ

る PTSD と解離性障害のわが国における事例論文の文献展望を行った。その結

果，PTSD の文献展望からは症状は回避が最も多く，治療は伝統的な心理療法

により，治療期間は比較的短く予後が良い特徴が明らかとなった。一方，解離

性障害の文献展望からは，15 歳以前から発症の兆しがありながら受診に至るこ

とが少なく，両親の養育態度や，虐待的生育環境，子どもの性格特徴，生育歴

における外傷体験の有無が疾患につながる一つの指標となることが明らかとな

った。第 3 節では，トラウマに対する心理療法として子どもへの EMDR に関

する文献展望を行った。その結果，EMDR はレジリエンスを高め重篤化の予防

に役立つことや，PTSD 症状の軽減だけでなく，気分の改善に関する有効性や

新たな障害，疾患における適用可能性が示された。  

第 5 章では，学校や家庭で体験したトラウマにより身体症状を呈した小学生

に EMDR を実施した自験例を通して，その具体的な心理療法過程を示し，用法

と有効性及び課題を明らかにした。またトラウマに特化した心理療法が使用で

きない事例として解離性障害の高校生へ精神力動的心理療法を行った自験例を

通して，その具体的な心理療法過程を示し用法と有効性および課題を明らかに

した。その結果，EMDR は言葉表現の未熟な子どもや感情表現に行き詰った子
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どもに使用することで身体症状を消失させる効果が認められた。一方，トラウ

マに特化した心理療法が使用できない場合でも精神力動的心理療法を使用して

本人の安定化や回復的な情緒体験の蓄積，社会的つながりと対人関係能力の構

築を目指して環境を含め包括的に支援することで症状の改善が認められ成長を

促したと示された。最後に比較的考察として，EMDR の有効性はトラウマ処理

の時間の短さや言語依存性の低さが挙げられ，精神力動的心理療法の有効性は，

時間をかけてトラウマ後成長を目指せることや家族全体への波及効果が挙げら

れた。心理療法はそれぞれの特徴を踏まえて使用することでより効果的に支援

できることが示された。  

以上をまとめると，本論からはわが国の子どものトラウマ研究は遅れており，

トラウマに特化した心理療法である EMDR や TF-CBT の実践に乏しいことが

明らかとなった。そこで，わが国における子どものトラウマに起因する疾患の

文献展望により我が国固有の特徴を明らかし，自験例において EMDR や精神

力動的心理療法の具体的な用法と有効性を示したことは，今後のわが国におけ

る実践の方向性を示唆する上で意義があると考えられた。  

最後に，子どものトラウマに対する心理療法として EMDR を提案し，その有

効性と課題を検討して総括的討論とする。  

 

6.2 子どものトラウマに対する支援の検討－EMDR の適用に焦点付けて－  

子どものトラウマは幼いほど発見が難しい。しかし対応が遅れれば成長過程

における後のトラウマ受傷時に PTSD を起こしやすくなり，脳に形態的変化を

もたらし別の障害に発展するなど看過できない影響を残す。子ども時代のトラ

ウマが脳に形態的変化をもたらすとする友田（ 2012b）によれば，トラウマから

の回復に使用されたコルチゾルが海馬を破壊することが警告されている。しか

し驚くことに，最近の EMDR の効果に PTSD 患者の海馬の体積増加報告があ

り，神経可逆性への挑戦に期待が向けられている（Shapiro, 2012/2017）。まだ

十分な研究量には至らず，単純に結論付けられるものではないが，EMDR は未

知の可能性を秘めた心理療法といえる。本節では EMDR の包括的な手法と汎

用性の広さなどによる意義を示し，残る課題を明らかにしたのち，EMDR に向

けられた期待や未来の展望を述べる。  
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6.2.1 EMDR による子どものトラウマ治療の意義  

Janet はトラウマ治療に必要な三段階として第一に「安定化と安全性」，第二

に「トラウマ記憶の想起と処理」，第三に「家族と文化の統合と通常の生活」を

挙げた（van der Hart et al., 1989）。これに倣い子どものトラウマに対する心

理療法に必要な要素として，a）安定化と安全性，b）トラウマ記憶の想起と処

理， c）体験の統合と対人関係の再構築，の３つの観点がいかに EMDR に組み

込まれているか論じ，その意義を示す。  

a）安定化と安全性  

安定化がトラウマケアに必須であることは複数の心理療法におけるトラウマ

ケアモデルにもみてとれる（Phillips & Frederick, 1995; Paulsen, 2009/2012; 

Cohen et al, 2006/2014 など）。第 5 章の事例において，子ども達にとって家族

が安全基地として機能し，良好な愛着を育む親子関係があることでスムーズに

トラウマ処理が進んだように，最も基本となる安全性が親子関係や家族の中に

あることが望ましい。安全性が確保されていることで安定化が構築されるとも

いえ，環境調整を周囲の大人に依存せざるを得ない子どもにとって何よりも優

先されるべき回復への入り口でありゴールでもある。  

EMDR では，「準備」の段階で取り扱われる「安全な場所」「RDI（資源の開

発と植え付け，以下 RDI）」「グラウンディング」などの技法により安定化を目

指す。まず「安全な場所」はアセスメントの機能も持っており，良い「安全な

場所」のイメージが構築出来るかどうかはその後の治療の進み具合を予見する

とさえ言われる。例えば青木（2015；2017）は「安全な場所」のイメージが構

築できて安心感が高まる者においては全般的にイメージが活性化されやすく，

視覚，聴覚，触覚，身体感覚が賦活されやすくなることで治療を促進すると指

摘する。子どもの場合は「安全」がイメージしにくいこともあり，「安心」や「落

ち着く」などのイメージで探索し，同時にその時の身体の感覚を獲得させるこ

とも有用である。身体基盤の安定性が実感できるように「グラウンディング」

により地に足が付きどっしりと落ち着いていられる感覚を体験させることで精

神的にも落ち着く。「安全な場所」は，トラウマ記憶の想起と処理の段階で一時

的に不安定になった際にも，安定化へと焦点を移すことで再度治療に取り組む

準備ができる。安定化に戻すことは遠回りに見えて実は概ね治療を早く終結す
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ることが可能になるとされ（Rothchild, 2011/2015），トラウマ治療全般で安定

化技法は重宝する。子どもを取り巻く現実の環境が不安定で「安全な場所」を

見出せない場合には「RDI」を行い，空想のイメージを資源として開発させる

こともできる。リラクゼーションやマインドフルネス瞑想，各種イメージ療法

など，他の心理療法の技法も安定化として活用できるが，長くトラウマを受け

た子どもは日常で気を抜くことがなく，全身体でのリラクゼーションはそれま

で感じたことのない脱力感を体感させ急激な恐怖に陥れる危険性もあり注意が

必要である。「安全な場所」のイメージと落ち着いた体の感じ程度の適度さが望

ましい。EMDR では安定化の段階で，トラウマに匹敵する十分で良質なリソー

ス（達成体験や成功体験，ソーシャルサポートによる安全感，過去の良い人間

関係による信頼体験などの資源）を喚起し，丁寧な準備を心掛けるよう指導し

ている。  

b）トラウマ記憶の想起と処理  

精神分析の歴史から明らかなようにトラウマ記憶の想起は治癒につながる。

解離性健忘に対する催眠療法で記憶の想起により回復した（高石，2017）例か

らも，トラウマ記憶の想起は治療的といえる。想起されれば EMDR におけるト

ラウマ記憶への介入は明快で，適切なタイミングでプロトコルに従いトラウマ

記憶の脱感作と再処理を行う。トラウマ関連疾患は情報処理の問題がその中核

にあるといわれるが（ van der Kolk et al., 1996/2001），EMDR は適応的情報

処理理論（Shapiro, 1995/2004）に基づき，情報処理の滞った記憶を効率よく

処理することができる。適応的情報処理理論とは，人間の身体がそうであるよ

うに，脳の情報処理システムは治癒を目的として有用な記憶ネットワークにつ

ながりを作り，不必要なものを捨て去るようにできているとした理論である

（Shapiro，2012/2017）。子どもは体験や記憶の量が大人に比べて少なく，比

較的単純な認知構造であるために適応的情報処理の過程における連想が広がり

過ぎないことから処理が速いといわれる。トラウマに特化した治療法には暴露

療法などがあるが，福井（2017）は暴露療法の問題点として，長時間の苦痛状

況への暴露によるドロップアウト率の高さを挙げており，言語による体験の認

知と意味づけが苦手な子どもにとって，体験のなまなましい部分に長く曝露さ

れることは精神的に苦痛を伴う。EMDR は想起したトラウマ記憶にさらされる
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時間が短いことで精神的負担の少ない点が利点といえる。また，子どもの脳は

イメージや認知など柔軟に発想が転換できるため，セラピストが少し軌道修正

するだけで自由で豊かな答えにたどり着き，解決が速い場合も多い。さらに，

EMDR の情報処理過程は子どもが主体であり，子どもが望まない方向に進むこ

とを強制されない。開始にあたり十分な心理教育を行い，子ども本人に開始の

同意をとる。処理がつらい時には「ストップサイン」を使用することで中止す

ることができ主導権を持つ。特に，ケアすべき立場の人から犠牲になった体験

を持つ子どもは，相手を信頼し，均衡で良好な人間関係を作ることが難しい。

「偉い先生の言うなりになるしかない関係になってしまえば被暴力と同じ体験

の繰り返しになる」と白川（2016）が警告するように，セラピストが子どもの

主体性を奪わない関係性を構築する必要がある。この手順は子どもの回復力を

信じて進めていく点でパーソンセンタードアプローチであり，プレイセラピー

や箱庭などと同じように子どもがコントロール感をもって進行でき，子どもら

しい万能感や有能感を得ることが可能である。また，子どもはイメージや想像

性が高く，言葉による表現が出来なくても絵や遊びには反応しやすい。廣澤

（2014）は，被虐待児に対するイメージを用いた心理療法の機序の検討から，

イメージの象徴性により外傷体験を乗り越えられるとし，中島（2013）もトラ

ウマティックエピソードを語る間の身体イメージに注目することで自己の存在

感を安定させたとする。いずれもイメージを表現することがトラウマを克服す

る力となったことが示されている。子どもの EMDR ではイメージを取り入れ

ることが多く，それも主観的で空想的なものも使用出来る。第 2 章でトラウマ

の形成に体験の主観的な捉えが大きく影響することを述べたが，逆に言えばト

ラウマの解除に関して主観的な捉えから治療を開始しても大きな矛盾はない。

まず子どもがどのように事実を見て，体で感じたのかという主観を受容し，情

報処理が進むにつれイメージが変化してゆく様子に寄り添う。行き詰った時に

は新しいイメージを投げかけると，子どものイメージが自発的に変化して思い

もしなかった発想につながることがある。癒しのイメージが自然に連想される

こともあり，そのダイナミックさは時にユング派の治療中にみられるような感

動を覚える。イメージ療法の知識を生かして，想像と機転を利かせて豊かに治

療を進めていける。  
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一方，様々な理由で記憶を扱えない場合はよくあり，これを扱わずに安定化

することは，いわば中医学の本治と標治の考え方で説明できる。中医学では病

気の因を治すことが本治であり，時間や場が整わないなどの理由でとりあえず

症状のみを治すことを標治と呼ぶ。記憶の想起は棚上げして症状を安定化させ

ることも有用であるが，その場合はいつの日か原因となるトラウマ記憶に向き

合うことも想定すべきである。EMDR はクライエントがトラウマ記憶を想起で

きない場合でも使用できる。EMDR を進めていくうちにクライエントには関係

がないと思えた出来事から思いがけず記憶の処理に進み，その情報処理が終わ

ると恐怖や不安といった感情が和らいで，より抵抗なく本題の記憶の情報処理

に入れるようになることはよくある。また，出来事が身体感覚で記憶されてい

る場合にも情報処理が可能とされる。トラウマとは非常に身体的であり，トラ

ウマは身体記憶にも刻まれる（Nijenhuis et al., 2004）。近年のトラウマに対す

る理解は身体を含む概念であり van der Kolk が Ogden ら（2006/2012）に寄

せたコメントでは，トラウマを受けた人に通常の心理療法による洞察と理解だ

けでは不十分であるとし，人の内部の感覚を扱うヨガや気功，ソマティック・

エクスペリエンシング（Peter A. Levine），センサリーモーター・サイコセラ

ピー（Pat Ogden）などの身体志向的セラピーが有効であるとする。ソマティ

ック・エクスペリエンシングの Levine （1997/2008）は，トラウマ症状が出る

のは，大脳新皮質が複雑で強力に恐怖をコントロールしようとして回復のため

の本能的反応を未完了にしたためとし，身体的に交感神経系のエネルギーを放

出させることで回復するとした。実際に福井（2019）は，疼痛性障害の背後に

ある喪失体験のトラウマを，ソマティック・エクスペリエンシングなど身体的

アプローチを用いて症状を消失させている。EMDR は標準プロトコルの中で身

体感覚に言及し，そこからトラウマ処理を進めており，身体志向的セラピーの

要素を含んでいる。最近では人生早期のトラウマによる潜在記憶にアプローチ

する方法（Paulsen, 2017/2018）として，想起できない記憶を扱う際に感情や

身体感覚を中心に EMDR で扱う方法も示されるなどトラウマ記憶の想起と処

理に関しては汎用性が高い技法といえる。  

c）体験の統合と対人関係の再構築  

van der Kolk（1996/2001）は回復のストラテジーとして家族や友達とつなが
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りを確認し，自己感覚を取り戻すことを強調している。特に子どもは成長の途

中であり，安心できる家族や励まし協力しあう友達などコミュニティとのつな

がりを通して成長することで真にトラウマからの回復を成し遂げる。八木

（2017）は 2011 年東日本大震災後，被災地から比較的早期に内陸部に転居し

た子どもが心身の不調を訴えて受診した例に PTSD 診断の割合が圧倒的に高か

ったことを挙げ，トラウマからの回復には子どもが属するコミュニティ全体が

ともに歩み，復興の過程を共有していくことが重要であると説いた。体験を自

分の人生に統合していくには，体験を共有し語り合える場や仲間が重要といえ

る。EMDR では３分岐のプロトコルという，過去，現在，未来へと順番に視点

を移動させていく手法を持つ。３分岐のプロトコルの中では「未来の鋳型」と

いうワークにより，未来のイメージをリハーサルしその時の認知，感情や身体

感覚を定着させていく，とても未来志向な段階がある。また，トラウマ処理の

アセスメントに肯定的認知（Positive Cognition）として，クライエント自身が

自分についてどう考えられるようになりたいか，未来の方向性を定めるポイン

トがある。これはトラウマを越えたのち未来にある目標に方向性を定める，い

わば船の座標点のようなものであり，暗黒のトラウマの中で道を示す灯台とな

る。また，トラウマの情報処理が終わると，その処理された記憶が精神的健康

の基盤となる（Shapiro, 2012/2017）とされ，苦痛が自分の一部だと思ってい

たクライエントの多くが意識の変化を体験し，自由に行動できる感覚を得ると

いう（Leeds, 2016）。これを子どもの EMDR をする崎尾（2003）によれば，身

体記憶としての経験が初めて「済んだこと」という認識に抱え込まれてその人

の一部に統合されると表現した。EMDR が終わると過去を俯瞰する視座を持っ

て現在の新しい認知が獲得され，未来において自由に行動することで新しい人

間関係に臨む気持ちが芽生えるといえる。子どもの脳は介入する年齢が早けれ

ば早いほど脳の可塑性と機能が回復する可能性に期待される（友田・藤澤，

2018），子どものうちに未来を描けるような働きかけが肝要といえた。  

以上より，EMDR は子どものトラウマ治療において必須の過程が全て組み込

まれた包括的な心理療法として意義があると示された。  
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6.2.2 EMDR による子どものトラウマ治療の課題  

前章における EMDR 実施上の課題は，使用が困難な場があることや，変化の

速さに自己理解がついていかないこと，クライエントの状態に応じて使用でき

ないタイミングがあることがあげられた。しかしこれらの技法的課題は，構造

化された場の選択と，EMDR による変化後の十分な振り返りと成長の時間設定，

関係性の構築や心理教育をして適したタイミングの選択などの配慮と工夫によ

り対応が可能である。EMDR の実践者研修にはこれら課題を乗り越える技能の

向上に対する研鑽が求められている。  

より根本的視点から捉えると，わが国の現状において最も課題となるのは，

子どもの EMDR に対する研究の少なさと治療者の不足である。海外のガイド

ラインで子どもへの推奨がなされて月日が浅く，国内の研究数が少ないことは

明らかな事実であり，今後の効果研究やレビュー研究など量的研究が待たれる。

一方，EMDR の臨床家は年々増えており，技能取得の研修会もキャンセル待ち

が続いている。近年は経験を重ねた臨床家による研修会の参加も増えていると

いう（日本 EMDR 学会ホームページ https://www.emdr.jp 平成 31 年 2 月 1 日

参照）。しかしながら研修後に指導を受けたり事例検討会に参加したりという

教育的な場が少なく，実施に踏み切れない治療者も存在する。安定化や構造化

などの基本的な技量に関する新しい知識を得ていないために失敗する事例もあ

る。子どもの意思に反して治療を急ぎ，安全の保証もないままに過去との直面

を強いるなど半ば強引に導入する事例もよく耳にする。また，トラウマに苦し

む子どもを前にすると，早く楽にしてあげたい援助心から焦って導入しやすい。

しかし EMDR の実施そのものを目的とした関わりでは，子どもにとって利益

どころか害にさえなり得る。EMDR の実施そのものをやめ，子どもの成長を信

じて寄り添い，時を待つ臨床力が求められる。EMDR の治療者へのアンケート

調査からは様々な対象に適応できる技術の研鑽と指導者層の充実，コンサルテ

ーションを受けやすい環境整備などから治療者に自信をつけてもらう教育体制

が喫緊の課題とされている（市井，2016）。海外では子どもの PTSD への EMDR

は他の治療法や無治療よりも明らかに効果が認められ，より多くの臨床家が訓

練を受けるべきと強く述べられている（Verardo & Cioccolanti, 2017）。わが国

でもいかに EMDR の臨床家を増やしていくか検討すべきであろう。  
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6.2.3  EMDR による子どものトラウマ治療の今後の展開  

第 4 章の海外文献展望の結果からも EMDR がレジリエンスを高め重篤化の

予防につながることや，気分の改善に有効であることが示されておりわが国で

も検証され新たな分野への適用が見いだせる期待がかかる。また長期の積み重

なるトラウマ体験による複雑性 PTSD という疾患が 2018 年の ICD-11 に加え

られたが，数は少ないものの子どものタイプⅡトラウマに対する EMDR の効

果が報告されており期待がかかる（Jaberghaderi et al., 2004,  Wadaa et al., 

2010）。これまでわが国における社会的養護を受ける子どもたちへの心理療法

は，親への心理教育的面接，薬物療法，入院を含めた環境調整と，描画や箱庭

を用いた芸術療法や遊戯療法といった方法が主流である。Terr（1981）は，子

どもがトラウマに関連した内容を遊びに繰り返し表現することを発見し，Gil

（2006）もまたトラウマ場面を遊戯療法の中で再現する「ポストトラウマティ

ック・プレイ」での治療を示した。被虐待児のように積み重なるトラウマに加

え，家族関係が安全の基地として機能してこなかった子どもはトラウマと愛着

の両方の問題を抱えており，育ちに寄り添いながら長期の心理療法が必要とな

ることが多い。近年，わが国における社会的養護児童への取り組みをみると，

遊戯療法（小笠原，2013; 白澤，2013 など）や修正的愛着療法（淵野，2011），

箱庭療法（廣澤，2008）や絵画，遊戯療法（淵野，2015; 楢原，2013 など），

コラージュ，夢分析，動作法（髙橋，2015）などの心理療法が報告されている。

わが国においては芸術療法による事例は多く存在し，例えば Reece（1995）は，

震災被害に遭った６歳児に対し箱庭療法で恐怖心からの解放と癒しのイメージ

を獲得したと報告している。一方，EMDR は遊戯療法や芸術療法の中に取り入

れて使用することができ，「ポストトラウマティック・プレイ」に再現されたト

ラウマ記憶の中核に触れる場面に対し EMDR でスピーディに扱うことができ

る（Lovett, 1999/2010）。また親子双方へのアプローチと遊びやイメージを多

く取り入れた方法が近年の全国研修で講義されており（Gomez, 2017），そこで

は親子間の虐待の世代間伝達を防ぐ取り組みがなされている。EMDR は他の心

理療法との併用によってさらに汎用性が高めることができる心理療法として，

複雑性 PTSD の子どもにも利用の可能性が期待できるといえる。  

最後に，わが国において報告が少ない小児科における適用だが（緒川，2010a；
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藤本，2014），その意義と期待できる点について述べる。まず意義についてであ

るが，小児科は身体症状を主訴に受診するため，精神科や心療内科に比して身

近で受診しやすい雰囲気がある。その一方で，原因となる身体的異常がないに

も関わらず繰り返し症状を訴え，小児科特有の難治事例になる子どもも存在す

る。各種の身体的検査が実施できる小児科は，子どもと家族が「最終的には心

理的な問題である」ことに向き合える場でもある。そうした過程を経る中に，

過去の辛い体験について時間の経過を待っても自然に回復しない子どもを

EMDR につなげることが可能である。小児科医である Lovett（1999/2010）は

夜尿や夜驚，悪夢など子どもによくある症状の背景に安全や安心の感覚を奪う

トラウマがあったとして小児科での EMDR を積極的に実践している。また，長

い相談歴や治療歴を持つ子どもに新しいアプローチとしての EMDR を提案で

きることは患児とその家族の治療意欲につなげられる。小児科には適応となる

子どもが多く集まる点で今後の利用可能性に期待がかかる。  

また，小児科においては特に親子関係や家庭環境への視点が重要である。親

が主体的に受診に連れてくる小児科では，面接に親が同伴・同席することは自

然であり，そこで親のアセスメントや親子のやりとりが観察できる。時には親

の主観的判断や感情が子どもの問題や状況の認知に影響を与え，子どもが症状

を形成したりトラウマ化が促進されたりする場合も多くある。大河原（2010）

は，「子どもの EMDR ではネガティヴ感情を受け止められる親子関係の改善へ

の援助が重要である」としており，親への関わりが治療の鍵といっても過言で

はない。亀岡（2013）も，子どもの回復に影響を与える保護因子として，親の

サポートがあることや，親の PTSD 関連症状が少ないことを挙げている。これ

らの観点から，親の PTSD 関連症状の確認や，親の精神的安定と親子関係の安

定が得られるよう親子相互への働きかけができる点で小児科における実施に期

待が向けられる。  

 

6.3 総括  

以上，EMDR を振り返りながら子どものトラウマに対する心理療法としての

適用と課題をまとめた。子どものトラウマには心理療法的な支援が必要であり，

子どもの年齢や性格，トラウマを受けた場所や時期，体験の種類，家族の力や
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ソーシャルサポートの質など，セラピストは多くの要因を鑑みて必要な心理療

法を選択する力が求められる。トラウマに特化した療法に共通してみられる安

定化の要素やスピーディな記憶の処理と脱感作，体験の統合と人間的成長を包

摂する EMDR は非常に汎用性の高い心理療法といえた。子どもの状態を無視

した安易で性急な使用は控えなければならないが，従来の心理療法である芸術

療法や遊戯療法に加えて使用でき，より幅広い事例に対応できるといえる。正

しい知識を身につけ安全に実施できる治療者が増え，さらに研究が増加するこ

とによってわが国でも EMDR が子どものトラウマの早期改善に貢献できると

いえる。子どものトラウマは子ども時代のうちにケアし，トラウマの蓄積を防

ぐことがその後の人生に利益をもたらす。EMDR が終結した後に，人に対する

認識や信頼の情が変化することでより安心できる人間関係を構築することにつ

ながる。それによりトラウマ後成長（Posttraumatic growth）といわれる状態

につながるといえる。子どもにとってはその後の長い人生で，自由に，よりし

なやかに成長するためのターニングポイントとなることが期待される。  
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おわりに 

 

自然科学における因果的モデルでは心的外傷論は一般に受け入れられやすい。

そのためトラウマ記憶の処理を急ぐ治療者は多いが，すべてのトラウマ記憶が

処理され解消されなければ良くならないのではない（Rothschild, 2011/2016）。

実際に多くの子どもはある程度未解決のトラウマを抱えながらも比較的うまく

生きている。単発の被害体験によるトラウマのような場合には，子どもの全人

格的な成長とともに，機が熟した時に子ども自らがトラウマにまつわる表現を

していくというゆっくりとした治療も適切で有効と考えられている（福田・小

西，2002）。一方で，心理療法において Jung の神経症の理解を忘れてはならな

い。Jung は，「神経症の原因は今日にある。なぜなら神経症は現在に存在する

からである」として，神経症が過去における外傷体験の結果ではなく，今現在

作りだされているファンタジー（魂による創造）だとする（河合，2000）。つま

り，外傷体験のせいで自分はこうなっていると反復して強く思うことが神経症

特有なメカニズムに一致するというものであり，これは心理療法を用いて心的

外傷事例に向き合うにあたり重要な視点である。症状を取り去ることにとらわ

れ過ぎず，クライエントの人生という大きなコンテクストの中で，なぜそのフ

ァンタジーを手放せないかという視点を持たない限り回復はしない。従って，

トラウマを取り去るだけが心理療法の目的ではなく，クライエントが症状を手

放せない理由も含めトラウマと人生，その人を取り巻く環境とを複眼視して見

守る視点が心理療法というものの根底であろう。  

今年度より公認心理師資格試験が始まり，医療における心理への期待は増し

ている。しかし一般医療モデルにおいては「治癒」を第一義としており，様々

な身体科から「心理面接で症状を治す」期待を受け，そこに「心理療法とは何

か」を説明する過程が発生する。EMDR の切れ味の鋭さに助けられる面もある

が，一般医療の期待に応えるには試行錯誤の連続である。一方で，EMDR はト

ラウマ学を広く網羅した理論であり，初学者の頃からトラウマ全般に関する知

識を得る良い機会を提供している。海外における最新の脳科学や神経理論を取

り入れた継続研修を受けるシステムがあることで心理療法の知識が常に更新さ

れ，そのおかげで一般医療に受け入れられる結果を出せたと言っても過言では
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ない。Settle は 2008 年 EMDR 学会特別講演で，「Be a detective，子どもにと

っての EMDR は，セラピストが探偵のように取り組むことが大切」と語った。

子どものセラピーは遊びを通して親をまきこみながら，探偵のように興味を持

って探索し，安全に実施することが何より必要な姿勢であると教えられ，今日

まで実践に活かすことができた。  

子どものトラウマによる影響に関する研究はこの 20 年ほどで急速に発展し

た。様々なトラウマの症状は発達段階の途中にある子どもの思考，感情，行動

に与える大きな影響によって，人格形成への重要な関連をもたらすことが明ら

かになりつつある。子どもの場合，診断に至らない場合でもトラウマによる反

応が症状を形成することもよくある。また抑うつ症状や分離不安などが PTSD

併存障害として合併することも多い。トラウマが将来における発達の問題を引

き起こし，人間関係や性格の構築へと影響し，ストレスへの脆弱性をもたらし，

将来の健康のリスクとなることをこの研究で述べてきたが，より一般に知識を

啓蒙しなくてはならない。そのためには，心理療法による回復とは症状減少だ

けでなく子どもをとりまく社会的サポートの回復を意味し，子どもが自分の人

生を統御できている感覚を取り戻せるよう働きかけることが求められる。トラ

ウマの回復と両輪をなすレジリエンスの研究も注目されているが，子どものレ

ジリエンスとはまさに成長という可能性であり，未来があるという希望であろ

う。  
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